
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根尾谷断層（明治２４（１８９１）年） [Koto,B.(1893)より引用 ] 

 

令和２年３月 

 

岐 阜 県 

 

第四期岐阜県地震防災行動計画（案） 

【令和２年度～６年度】 

 

 

岐 阜 県 

 



 

 

目 次 
 
１．第四期行動計画の策定について                   

(1) 策定の経緯                        １ 

(2) 第四期岐阜県地震防災行動計画の策定のポイント       ３                                    

 

２．行動計画の基本目標等                      ４  

                          

３．行動計画の施策体系                       ５   

     

４．地震防災行動計画（施策項目と施策）                ６          

Ａ 予防対策（予防効果による減災対策）       

  (1) 地震に強いまちづくり                  ８ 

 (2) 地域防災力の強化                   １９ 

 (3) 地震防災における教育・啓発                           ３２ 

 (4) 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対策の強化         ３７ 

 

Ｂ 応急対策（応急対策による減災対策） 

 (5) 迅速な初動対応                                       ３８ 

 (6) 救急・救助体制の充実                                 ４８ 

 (7) 受援・支援体制の整備                                 ５３ 

Ｃ 復旧・復興対策（復旧･復興時期の減災対策） 

 (8) 復旧・復興体制の整備                                 ６３ 

 (9) 被災者の救済・生活支援                               ６７ 

 

５. 原子力防災対策                                                ７３ 

 

６．対象とする地震及び被害想定                   

   (1) 対象とする地震                     ７７ 

   (2) 発生が想定される地震の被害想定             ７９ 

     〔参考〕過去の地震被害                 ８３                     

 

７. 参考資料 

 行動計画の目標指標一覧                                      ８４ 

 岐阜県地震防災対策推進条例                 ９２                     

 岐阜県地震防災行動計画検討委員会設置要綱           ９７  



- 1 - 
 

 

 

（１）策定の経緯 

◆ 平成１７年４月  「岐阜県地震防災対策推進条例」を施行 

自助、共助の考え方を基に、平時はもとより震災時における県民及び事

業者の役割を明らかにし自助・共助を促すとともに、行政が果たすべき責

務を明確にし県が地震防災対策として実施する基本的事項を定め、関係者

の協力の下、これらを総合的に推進していくことが定められています。こ

の中で、県が、地震防災行動計画を策定することが定められています。 

 

 

◆ 平成１８年４月 「岐阜県地震防災行動計画」  （平成 18 年度～22 年度） 

予防対策（予防効果による減災対策）、応急対策（応急対策による減災

対策）、復旧・復興対策（復旧・復興時期の減災対策）の３つの時系列別

の減災対策のもと、県、市町村、県民、事業者が実施する地震防災対策の

施策を取りまとめ、広く内容を公表し、地震防災対策を推進してまいりま

した。（予防、応急、復旧復興の３つの減災対策３０項目２６９施策） 

 

◆ 平成２３年４月 「第二期岐阜県地震防災行動計画」 （平成 23 年度～27 年度） 

第一期計画策定後発生した近年の地震災害（新潟県中越沖地震、能登半

島地震、岩手宮城内陸地震など）の教訓や地震防災に関する県民の意見に

基づき、見直し作業を行い、その結果を「岐阜県地震防災行動計画検討委

員会」で検討していただき、新たな５箇年計画として発表しました。  

（予防、応急、復旧復興の３つの減災対策３１項目２８８施策） 

 

 

 

○岐阜県地震防災対策推進条例（平成 17 年 4 月 1 日から施行） 

（目的） 

第一条 この条例は、地震災害から県民の生命、身体及び財産を守るため、地震防災対策に関し、県の責

務並びに市町村、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本となる

事項を定めることにより、県、市町村、県民及び事業者による相互の信頼関係に基づく協働体制を

確立し、地震災害に強い安全な地域社会づくりの実現を図ることを目的とする。 

（行動計画） 

第七条 知事は、地震防災対策を総合的かつ計画的に推進するため、地震防災に関する施策の実施に係る

総合的な計画（以下「行動計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 行動計画には、次に掲げる事項を定める。 

 一 地震防災に関する施策の目標 

 二 地震防災に関する施策の概要 

 三 前二号に掲げるもののほか、地震防災対策を総合的かつ計画的に推進するため必要な事項 

３ 知事は、地震防災に関する施策の実施状況を点検し、必要に応じ、行動計画の見直しを行うものとす

る。 

１ 第四期行動計画の策定について 
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◆ 平成２３年１０月 「第二期岐阜県地震防災行動計画（改訂版）」 

 （平成 23 年度～27 年度） 

平成２３年３月１１日の東日本大震災の発生を踏まえ、震災の教訓を行

動計画に反映するため、県内の各界、各層の有識者の見識を集約した震災

対策検証委員会報告に基づき、第二期計画の見直しを行い、再度、「岐阜

県地震防災行動計画検討委員会」で検討していただき、第二期地震防災行

動計画（改訂版）として発表しました。 

 

◆ 平成２５年１２月 「第二期岐阜県地震防災行動計画（改訂版）」 

 （平成 23 年度～27 年度） 

県の南海トラフ巨大地震等の被害想定調査結果を平成２５年２月に公表

したことを受け、平成２５年３月に岐阜県地域防災計画が見直されたことか

ら、当計画においても計画内容、関係箇所の精査を行い、必要に応じて追加・

修正等を行いました。 

 

◆ 平成２６年３月 「第二期岐阜県地震防災行動計画（改訂版）」 

 （平成 23 年度～27 年度） 

平成２４年９月の原子力災害対策特別措置法の改正や同月に公表した県

の放射性物資拡散シミュレーション調査結果並びに同年１０月策定の国の

原子力災害対策指針等を受け、県地域防災計画を改訂したことに伴い、当計

画においても施策体系を整理するとともに新規施策を加える等、原子力防災

対策を充実させました。 
 

◆ 平成２８年３月 「第三期岐阜県地震防災行動計画」 

（平成 28 年度～令和元年度）  

地震に対する予防対策、応急対策、復旧・復興対策の３つの時系列別の減

災対策及び原子力防災対策について、県、市町村及び県民のみなさんが実施

する地震防災対策の施策を取りまとめました。また、岐阜県強靱化計画の策

定等を踏まえた施策の見直し等も併せて行い、計画期間は県強靱化計画と終

期を合わせ、平成２８年度からの４年間としました。 

 （予防、応急、復旧復興の３つの減災対策及び原子力防災対策 ４０項目

４４０施策） 

 

◆ 平成２８年熊本地震の課題を踏まえた施策への反映  

「平成２８年熊本地震を踏まえた防災対策の強化について」（平成２８年

８月取りまとめ）で整理された課題について、現行の行動計画に加えて実施

すべき施策や表現の見直しを行うべき内容について、見直しを行いました。 
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（２）第四期岐阜県地震防災行動計画の策定のポイント 

 第２期岐阜県強靱化計画（案）に位置づけられた施策や南海トラフ地震臨

時情報発表時の防災対応指針（案）の反映など、次の３つの観点を踏まえた

見直し作業を行いました。特に、第２期県強靱化計画（案）に位置づけられ

た施策のうち、地震防災に関する施策を第四期行動計画の施策として整理し、

併せて第２期県強靱化計画（案）で設定した重点化施策項目を行動計画の主

要な施策として位置づけ、第２期県強靱化計画と足並みを揃えて地震防災対

策を着実に推進していきます。 

（予防、応急、復旧復興の３つの減災対策及び原子力防災対策 ４１項目

５０３施策） 

 

① 第２期岐阜県強靱化計画（案）位置づけられた施策の反映  

  第２期県強靱化計画（案）に位置づけられた施策を反映し、防災対策

を充実させました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応指針（案）の反映  

  南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応指針（案）を踏まえて実施

すべき施策を反映しました。 

 

 ③ 第三期行動計画の検証結果の反映 

   第三期行動計画で設定した指標について、進捗状況の分析・評価を行

い、目標値の改定や進捗を図るための対策を検討しました。 

 

 
 
 
 
 

＜参考＞岐阜県強靱化計画について 
 
 ◇ 国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、本県

の強靱化に係る他の計画等の指針となるべきものとして策定 

（国土強靱化基本法第１３条に基づく国土強靱化地域計画） 
 

 ◇ どんな自然災害が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気であ

り続ける強靱な岐阜県をつくり上げるために策定するもの 
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 第四期行動計画においては、第２期岐阜県強靱化計画（案）の基本目標を

踏襲し、以下の４つを基本目標として、地震防災対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２期岐阜県強靱化計画（令和２年度から６年度まで）と終期を合わせる

ことにより、同計画と足並みを揃えて地震防災対策を推進します。 

 

 

 

○ 実施状況の点検 

施策の進捗状況を、県危機管理部が定期的に点検（市町村施策は毎年進

捗確認実施）するとともに、「岐阜県地震防災行動計画検討委員会」に報告

し、委員からの助言を得て必要に応じ見直しを行います。 
 

「岐阜県地震防災行動計画検討委員会設置要綱」…参考資料として巻末に添付 

○ 計画期間 

   令和２年度から６年度までの５年間 

２ 行動計画の基本目標等 

＜基本目標＞ 

  ○県民の生命の保護が最大限図られること 

  ○県の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

  ○県民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

  ○迅速な復旧復興 
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３ 行動計画の施策体系  ＜3 つの減災対策 ９つの施策分野 39 施策項目  483 施策＞ 

 原子力防災対策の施策体系    ＜２施策項目 ２０施策＞  

［施策数］ ［掲載ページ］                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）美濃笠松（画像提供：国立科学博物館） 

 

 

予防効果による 

減災対策 

５ 迅速な初動対応  
(1)  災害対策本部の初動体制強化                     ［12］ 
(2)  被災情報の収集と被災者への情報提供体制の充実   ［24］            
(3)  公共土木施設復旧体制の早期整備                 ［ 7］ 
(4)  輸送の確保                                     ［15］ 
(5)  避難所の迅速な開設・運営                       ［21］ 
６ 救急・救助体制の充実  
(1)  医療救護体制の充実                             ［30］ 
(2)  医療インフラ・情報体制の整備                   ［12］ 
(3)  救急・救助等の受援体制の整備                   ［ 9］ 
７ 受援・支援体制の整備  
(1)  応急危険度判定体制の充実                       ［10］ 
(2)  避難生活支援体制の整備                         ［ 7］                    
(3)  し尿・トイレ対策の充実                         ［ 7］ 
(4)  食料・物資の供給体制の整備                     ［21］ 
(5)  ボランティアの受援体制の整備                   ［13］ 
(6)  帰宅困難者・滞留旅客の支援体制、観光客対策     ［ 8］ 
(7)  「超」広域災害に対する受援・支援対策の推進     ［10］ 

復旧･復興時期

の減災対策 

１ 地震に強いまちづくり  
(1)  都市基盤の整備強化                             ［22］                                 
(2)  住宅耐震化等の促進                             ［16］ 
(3)  公共建築物耐震化等の推進                     ［16］ 
(4)  公共土木構造物等の防災対策の推進               ［24］ 
(5)  液状化対策の推進                               ［ 3］ 
(6)  孤立集落対策の推進                             ［ 6］ 
２ 地域防災力の強化  
(1)  地域防災力（自主防災）の強化                   ［14］ 
(2)  防災訓練の実施・マニュアルの検証               ［ 7］ 
(3)  要配慮者避難支援対策の充実                     ［33］ 
(4)  地域の消防体制の充実                           ［20］ 
(5)  地域防災計画等の充実                           ［ 8］                                   
(6)  行政における業務継続対策の強化                 ［15］ 
(7)  産業防災の推進                                 ［ 7］ 
３ 地震防災における教育・啓発  
(1)  地震防災意識向上のための県民運動の推進     ［13］ 
(2)  災害伝承等の地震防災教育の推進                 ［ 7］ 
(3)  防災に関する人材の育成                         ［12］ 
４ 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対策の強化  
(1)  南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対策の強化   ［ 8］ 
 

(1)  原子力防災体制の整備                           ［11］ 
(2)  原子力防災対策の推進                           ［ 9］ 

応急対策による 

減災対策 

４つの施策分野  

17 項目 231 施策 

３つの施策分野  

15 項目 206 施策 

２つの施策分野  

7 項目 46 施策 

８ 復旧・復興体制の整備  
(1)  震災廃棄物処理対策の推進                       ［ 6］ 
(2)  ライフラインの早期復旧体制の整備               ［14］ 
(3)  復興体制の整備                                 ［ 4］ 
９ 被災者の救済・生活支援  
(1)  応急仮設住宅提供体制の整備                     ［ 8］                                
(2)  被災認定体制の充実                             ［ 4］ 
(3)  被災者の救済・生活支援制度の充実               ［ 1］ 
(4)  地域保健体制の整備（被災者の健康・精神保健対策）［ 9］                          

 
P. 8 
P.10 
P.12 
P.14 
P.17 
P.18 
 
P.19 
P.22 
P.23 
P.26 
P.28 
P.29 
P.31 
 
P.32 
P.34 
P.35 
 
P.37 

 
P.38 
P.40 
P.42 
P.44 
P.46 
 
P.48 
P.51 
P.52 
 
P.53 
P.55 
P.56 
P.57 
P.59 
P.61 
P.62 

 
P.63 
P.64 
P.66 
 
P.67 
P.69 
P.70 
P.71 

P.75 
P.76 
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【次ページ以降の見方】 
 

・目   標：地震防災の目標を示しています。 
 

・教   訓：東日本大震災など過去の大規模地震災害等の事例から導か 

れる教訓を記載しています。 
 

・施策の体系：各行動項目の施策の概要を記載し、当該施策を主体的に実

施する機関等を【 】内に記載しています。 
 

・主要な施策：主要な施策については、施策名の初めに「◎」を表記して 

います。（施策の柱（丸数字）の初めに「◎」を表記して 

いるものについては、ぶら下がる全ての施策が主要な施策 

であることを意味します。） 
 

・数 値 目 標：数値目標を設定している施策については、施策名の下段に 

       数値目標を示しています。 

 

・協定締結先：「◇」の表示は、現在、県と災害応援協定等を締結し、連

携体制を構築している団体等の名称です。 
 

４ 地震防災行動計画 （施策項目と施策） 

濃尾大震災における美濃笠松（画像提供：国立科学博物館） 
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減災効果のある施策を「①予防対策－地震発生時の被害軽減」「②応急対

策－地震発生後の被害拡大防止」「③復旧・復興対策－地震災害からの速や

かな復旧」に区分します。 

以下の表は、それら３区分による減災のイメージを表したもので、それぞ

れ対策を実施した場合（実線）と実施していない場合（破線）で表していま

す。 

①②の場合は人・財産等の危険度を低減する効果、③の場合は復旧・復興

の時間を短縮する効果があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減災対策の効果 

減災対策 ①予防対策  ②応急対策  ③復旧・復興対策 

①予防対策  

（地震発生時の被害軽減） 

・建築物の耐震化 

・公共施設等の耐震化 

・道路等土木構造物の耐震化 

・地域防災力（自主防災）の強化 

・人材育成、防災訓練の実施 

・要配慮者支援対策 

・地震防災に関する啓発 等 

ケース１：予防対策なし 

①予防対策実施 
 ⇒人・財産等の危険度を低減  
   する効果 

②応急対策実施 
 ⇒人・財産等の危険度 
   を低減する効果 

③復旧・復興対策 
 ⇒復旧・復興の時間  

を短縮 

②応急対策  

（地震発生後の被害拡大防止） 

・災害対策本部の初動体制強化 

・被災情報の収集、情報提供体制の充実 

・輸送の確保 

・医療救護体制の充実 

・救急、救助の受援体制の整備 

・食料、物資の供給体制の整備 

・ボランティアの受援体制の整備 等 

③復旧・復興対策  

（地震発生からの速やかな復旧） 

・災害廃棄物処理体制の強化 

・ライフラインの早期復旧体制の整備 

・応急仮設住宅提供体制の整備 

・被災者の救済、生活支援体制の充実 

・各種支援策の業務マニュアルの整備 

・復興計画の立案 等 

現在 地震発生 （時間的短縮） 時間 

人 

・ 

財 

産 

等 

の 

危 

険 

度 
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１ 地震に強いまちづくり 
 

１－（１） 都市基盤の整備強化                              県担当部：都市建築部 他 

（目標）ライフライン関連施設（ガス、電気、通信、上下水道、浄化槽、廃棄物処理施設等）
の耐震・老朽化対策を推進し、地震に強いまちづくりを進める。また、県、市町村は、
地震による火災の延焼をくい止め、被害の拡大を防ぐオープンスペースを設けるなどま
ちづくりを進める。さらには大規模地震に備え、主要な骨格幹線道路や隣接県との応援
・受援に必要な県境道路等の整備を推進し、交通ネットワークを強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施策） 
 ① 地震災害に強いまちづくりの推進 
      ◎道路、河川、公園等の基盤施設の整備【県・市町村】 

・土地区画整理事業の推進【県・市町村・事業者】 

・市街地再開発事業の促進【県・市町村・事業者】 

      ・都市機能の集約化を図る市街地整備の推進【県・市町村・事業者】 

      ＜立地適正化計画策定市町村数＞  

        現状値：4 市町村(H30) ⇒ 目標値：10 市町村(R5) 

   ◎空家等対策の推進【県・市町村・事業者】 

 

 ② ライフライン施設の耐震化 
   ◎流域下水道の耐震・老朽化対策の推進【県】 

        ◎公共下水道の耐震・老朽化対策の推進【県・市町村】 

（教訓） 

◆北海道胆振東部地震 

電力供給（送電量）を需要（使用量）が大きく上回り、周波数を調整するための電源の不足等の

結果、日本で初めてとなるエリア全域に及ぶ大規模停電（ブラックアウト）が発生した。道内全域

において最大約 295万戸が停電、ブラックアウトから概ね全域に供給できるまで 45時間程度を要し

た。 

道内において、水道管破裂の影響等により道内 44市町村において最大約６万８千戸の断水が発生

したが、電力の復旧や水道管の復旧等により、約１ヶ月後に全地域の断水は解消した。 

 

◆大阪北部地震 

 地震による死者は６名、うち２名がブロック塀の崩落に巻き込まれた。 

 

◆熊本地震 

 老朽化した水道管が損壊し、熊本県内で最大 43万２千戸が断水したほか、復旧に相当の時間を要

し、避難生活にも支障が生じた。 

 

◆東日本大震災 

人的被害（約 20,900人）、住家被害（約 720,000棟）をはじめ、各種ライフライン及びインフラ 

において、極めて甚大な被害が発生した。 
 断水は約 180万戸、停電は約 871万戸、ＬＰガス供給停止は約 166万戸、道路については、 高速

道路 15路線、国道 171区間、県道等 540区間が通行止めとなり、鉄道は、６路線の新幹線（東北、

秋田、山形、上越、長野、東海道）をはじめ、42社 177路線で運転を休止する結果となった。 
 
◆阪神・淡路大震災 

約 6,400人の犠牲者が出た原因は、８割が家屋の倒壊、１割が地震による火災となっている。 

A 予防効果による減災対策 
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     ＜地震対策上重要な下水管きょにおける地震対策実施率（市町村を含む）＞  

現状値：69.8％(H29) ⇒ 目標値：73.0％(R6) 
 

    ◎水道施設の耐震化の推進【県・市町村】 

     （生活基盤施設耐震化等交付金事業補助金の活用） 
       ◇岐阜県管設備工業協同組合 

          ＜上水道の基幹管路の耐震適合率＞ 現状値：38.6％(H30) ⇒ 目標値：50％(R4)   
 
     ◎県営水道の大規模地震対策の推進【県】 

（大容量送水管の整備、地域間相互のバックアップ機能強化の実施及び耐震化の促進） 
    ＜県営水道重要給水施設基幹管路の耐震適合率＞ 現状値：86.5％(H30) ⇒ 目標値：91％(R6)  

＜県営水道地域間相互のバックアップ機能率＞ 現状値：82％(R1) ⇒ 目標値：100％(R6) 
 

   ・電力供給ネットワークの災害対応力強化【県・事業者】 

        ◇中部電力株式会社 等 

   ・ガス事業者による防災対策の推進【県・事業者】 

     ◇東邦ガス株式会社 等 

 

③ ◎交通ネットワークの整備 
    ・東海環状自動車道西回り区間及びＩＣアクセス道路の整備推進【県・事業者】 

   ＜東海環状自動車道の県内供用率＞ 現状値：71％(R1) ⇒ 目標値：100％(R6)    
・主要な骨格幹線道路ネットワークの整備【県・事業者】 

         ＜「高速道路における安全・安心基本計画」における優先整備区間の４車線化完成率＞ 

        現状値：- (R1) ⇒ 目標値：30％(R6)  

＜主要な骨格幹線道路ネットワークの整備率＞ 現状値：45％(R1) ⇒ 目標値：50％(R6) 

  
・県境道路の整備推進【県】 

・濃飛横断自動車道の整備推進【県】 

・地域を繋ぐ道路ネットワークの整備【県】 

   ・都市の骨格を形成する街路の整備【県】 

    ・県管理道路上のトンネル照明のＬＥＤ化の推進【県】 

         ＜県管理道路上のトンネル LED化の要対策箇所数＞  

現状値：81 箇所(H30) ⇒ 目標値：19 箇所(R6)  

 

④ 二次災害への備え 
◎建築物に附属するブロック塀、屋外広告物その他の工作物の耐震化 

【県・市町村・県民・事業者】 

◎地震発生後のエレベーターの機能維持措置、窓ガラス、天井からのつり下げ物の落下 
防止【県・市町村・県民・事業者】 

◎倒木のおそれのある立木の事前伐採【県・市町村・事業者】 

＜ライフライン保全対策事業実施面積＞ 現状値：- ha(H30) ⇒ 目標値：30ha(R3) 

   ・所有者等による、倒壊建築物のアスベスト飛散防止措置の徹底【県・市町村・県民・事業者】 
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１－（２） 住宅耐震化等の促進                                県担当部：都市建築部 他 

（目標）個人住宅の耐震化等を促進する。建築基準法改正（昭和 56年５月 31日）以前に着工
された木造建築物の耐震性を向上する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（施策） 
① 木造住宅の耐震化促進啓発活動の一層の充実 
      ・木造住宅耐震相談士を養成するため、講習会を開催【県】 
   ◎木造住宅耐震相談士による相談会の開催【県・市町村】 

        ◇岐阜県建築士事務所協会 

◎各種団体・企業等と連携した耐震化に関する説明会の開催【県・市町村】 

＜建築物耐震改修説明会等への参加者数（累計）＞  

現状値：2,295 人(H30) ⇒ 目標値：15,000 人(R6) 

      ◎補強工事の具体的手法を紹介する啓発資料の作成・配布【県】 
     ◎木造住宅の簡易的な補強対策の検討【県・市町村】  

 

 ② ◎木造住宅の耐震化の推進 

       ＜住宅の耐震化率＞ 現状値：78％(H25) ⇒ 目標値：95％(R6)       
 
   ・木造住宅における耐震診断に対する補助制度の普及、活用促進【県・市町村・県民・事業者】  

          ＜住宅の耐震診断補助制度の年間活用件数＞ 

               現状値：646 件(H30) ⇒ 目標値：1,500件(R6)  
   ・木造住宅における耐震補強工事に対する補助制度の普及、活用促進 

【県・市町村・県民・事業者】 

              ＜住宅の耐震補強工事補助制度の年間活用件数＞ 

               現状値：105 件(H30) ⇒ 目標値：300 件(R6)  
      ・住宅の耐震診断から工事まで一貫したサポート体制の構築【県・市町村・県民・事業者】 

・「耐震啓発ローラー作戦」の実施【県・市町村】 
 
 
 
 
 

 

（教訓） 

◆熊本地震 

 亡くなった方の多くが、住宅の倒壊によって圧死したと見られているが、全壊した木造住宅の多

くは旧耐震基準で建てられた住宅であった。一方で、新耐震基準導入以降の住宅であっても倒壊等

の被害が発生しており、特に平成 12年以前に建てられた住宅で被害が目立った。 

 

◆東日本大震災 

旧耐震基準（S56.5以前）により建設された建築物での被害が多数発生したが、耐震補強済み、あ 

るいは新耐震基準建物においては、構造体（柱や梁など）の損傷による被害報告はごく少数であっ

た。地震による被害軽減のためには、住宅の耐震化目標の達成に向けた普及啓発や耐震化補助制度

の拡充、不特定多数の者が利用する民間の特定建築物の耐震性の早期確保が重要な課題である。 
 
◆新潟県中越沖地震 

犠牲者（15名）のうち６割の方が建物の下敷きになって死亡した。比較的新しい住宅はほとん 

ど被災しておらず、築年数が経過し、増改築を行い不整形になった木造住宅等が被害を受けた。 

※耐震啓発ローラー作戦とは 
  昭和 56年５月以前に建築された木造住宅が密集する地区を対象に、戸別訪問し、耐震診断 

受診への働きかけを行うとともに、地震対策に対する住民意識の啓発を図る。 
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・耐震化普及啓発重点地区を中心とした啓発活動【県・市町村】 

・耐震診断を実施したものの、補強工事に未着手の県民に対して、建築物耐震改修説明
会や個別相談等を通じたフォローアップの実施【県・市町村】 

    ・耐震改修済み建築物の表示制度の検討【県・市町村】  

     ＜耐震診断補助制度の認知度（県政モニターアンケート調査）＞  

現状値：57.0％(R1) ⇒ 目標値：75.0％(R6) 
 
          ＜耐震補強工事補助制度の認知度（県政モニターアンケート調査）＞  

現状値：51.4％(R1) ⇒ 目標値：75.0％(R6) 

 

③ ◎特定建築物（マンション等）の耐震化 
      ・特定既存耐震不適格建築物の耐震診断に対する補助制度、耐震補強工事に対する補助

制度の整備・普及、活用促進【県・市町村・県民・事業者】          
・緊急輸送道路等の避難路沿道及び不特定多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築
物の耐震化の促進【県・市町村・県民・事業者】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

④ ◎家の中の安全性の向上 
   ・家具の固定や寝室には家具を置かないなど家の中の安全対策の啓発 

【県・市町村・県民・事業者】  
            ＜家の中の家財等を固定している割合（県政モニターアンケート調査）＞  

現状値：59.4％(R1) ⇒ 目標値：75.0％(R6) 

 

⑤ 地震保険の加入【県・市町村・県民】  
        
 

 

※ 特定既存耐震不適格建築物とは 
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第 14 条各号に規定される建築物 
  第十四条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（要安全確認計画記載

建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。）の所有者は、当該特定

既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必

要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努め

なければならない。  
一  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他

多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの  
二  火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又

は処理場の用途に供する建築物  
三  その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画に

記載された道路又は第六条第三項の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に

接する通行障害建築物 
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１－（３）  公共建築物耐震化等の推進                         県担当部：危機管理部 他 

（目標）県・市町村は防災活動の拠点となる施設及び住民の避難生活の拠点となる避難所の耐
震性を向上させるとともに、災害発生時に必要な機能を発揮できるよう、併せて、非常
用電源の確保等設備の充実を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
 ① 防災拠点の耐震化推進 
   ・防災拠点の耐震化状況の公表（各棟毎に公表）【県】 
 
 ② ◎県の重要な防災拠点の耐震化の計画的推進 
   ・災害対策の中枢拠点となる県庁舎の再整備【県】 

 ・警察署の改築整備【県】 

   ＜基幹防災拠点としての警察施設整備率＞ 現状値：60％(H30)⇒ 目標値：100％ (R6) 

       
 ③ ◎市町村の重要な防災拠点等の耐震化等の計画的推進 
    ・市町村の防災拠点、避難所の耐震化の推進【市町村】       

    ・市町村立の学校、病院、社会福祉施設の耐震化の推進【市町村】 
    ・防災拠点施設の機能維持・強化のための取組みの実施【県・市町村】 

    ・地域防災計画で防災拠点として位置付けられた道の駅の防災機能強化の推進 
【県・市町村】 

       ＜地域防災計画で防災拠点として位置付けられた県管理道路上の道の駅におけるトイレの 

非常用電源設備等の整備箇所数＞ 現状値：4 箇所 (H30) ⇒ 目標値：10 箇所 (R6) 

 
 ④ その他の施設の耐震化 
     ・災害拠点病院等の耐震化の推進【県・事業者】 

            ＜災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率＞ 現状値：92％(H30) ⇒ 目標値：100％(R3) 
 
    ◎社会福祉施設等の耐震化等の推進【県・事業者】 

            ＜社会福祉施設（老人福祉施設等（入所系））の耐震化率＞  

現状値：98％(H30) ⇒ 目標値：100％(R6)             
 

    ◎私立学校の耐震化の推進【県・事業者】  

    ◎多数の者が利用する建築物等の耐震化の推進【県・市町村・事業者】 
 

（教訓） 

◆熊本地震 

 建て替えを先延ばしした耐震基準を満たさない庁舎が被災し、使用不能に陥ったため、罹
り

災証明

書の発行など、応急対策に遅れが生じた。また、避難所についても非構造部材の崩落や余震のため、

使用不能になる事態が発生した。 

 

◆東日本大震災 

 庁舎、警察、病院などの防災拠点施設や避難所について、津波あるいは揺れにより建物・設備が 

損傷して使用不能となり、その結果、震災への応急対応能力が喪失した事例が多くみられた。 
 
◆新潟県中越地震 

市町村庁舎が被災し、初動体制の立ち上げが遅れたり、避難所に指定されていた学校が被害を受 

け、避難所として利用できなかった事例がみられた。 
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 ⑤ 重要文化財等の耐震化 
    ・「重要文化財（建築物）耐震診断指針」に基づいた「重要文化財（建造物）耐震予備 

診断、同耐震基礎診断及び同耐震専門診断」の所有者への周知【県・市町村】 
・保存修理及び防災対策の推進【県・市町村・県民・事業者】 

      ・国・県指定文化財のデジタルアーカイブ化の推進【県・市町村・県民・事業者】 

       ＜国・県指定文化財のデジタルアーカイブ化実施率＞  

現状値： - (H30) ⇒ 目標値：100％(R5) 

  

⑥ ◎老朽コンクリート製信号機柱の検査及び建替更新の実施【県】 

＜老朽コンクリート製信号機柱の検査及び建替更新数＞  

現状値：392 本(H30) ⇒ 目標値：2,100本(R6) 

⑦ ◎避難所の耐震化（非構造部材の耐震化も含む） 

・使用不能となる避難所が一部発生しても、他の避難所で避難者の受入れが可能となる
よう、避難所の追加指定を推進【市町村】 
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１－（４） 公共土木構造物等の防災対策の推進                  県担当部：県土整備部 他 

（目標）県、市町村は、孤立集落の発生防止や、医療救護、食料物資の供給等被災地域の支援
を円滑に行うために、道路等土木構造物の耐震化を進めるとともに、土砂崩落危険箇所
（特に基幹交通網）における土砂災害の対策等を促進する。 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（施策） 
 
 
 
 
 
 
① ◎県管理緊急輸送道路（※）の防災対策の推進 
       
 
 
 

 
・緊急輸送道路上の落石及び崩落対策の実施【県】 

            ＜県管理緊急輸送道路上の道路斜面等の要対策箇所数＞ 

        現状値：345 箇所(H30) ⇒ 目標値：103 箇所(R6)       
       

   ◎無電柱化対策の推進【県・市町村・事業者】 

      ＜県内道路における無電柱化整備の着手箇所数＞ 現状値：0 箇所 (R1) ⇒ 目標値：2 箇所 (R6) 

 
 
 ② ◎県管理緊急輸送道路の耐震対策の推進 
     ・緊急輸送道路上の橋梁耐震対策の実施【県】 

            ＜主要な骨格幹線道路ネットワーク上の県管理橋梁の速やかな機能回復が可能な性能を目指す耐震 

対策（フルスペック化）の未対策箇所数＞ 

        現状値：152 箇所(H30) ⇒ 目標値：94 箇所(R6) 

 
 

（教訓） 

◆熊本地震 

 緊急輸送道路等で陥没や落石等の被害が発生し、道路が寸断したほか、河川堤防にも深い亀裂が生

じたり、沈下変形するなどの被害が発生した。 

 

◆東日本大震災 

 防災拠点施設や避難所に至る道路において、沿道建築物の倒壊あるいは外壁の落下、がれきの散乱

などにより通行に支障を来したことから、発災後も通行が確保できるよう、沿道建築物の耐震化が重

要な課題である。 
 また、福島県内において、かんがい用のダムが決壊し、住戸の流失・全壊並びに人的被害の発生、

宮城県内での上水道の大容量送水管の被害をはじめ多くの市町村で断水が発生した。  
 大震災では土石流等 12件、地すべり 28件、崖崩れ 81件、合計 12の県にまたがり、122件の災害

で 19名が亡くなっており、崩落危険箇所に対する土砂災害対策を進めていく必要がある。 
 
◆新潟県中越地震 

中山間地域で地滑り、落石、土砂崩壊等により道路網が寸断され、多数の集落が孤立した。 
 中山間地域を多く抱える岐阜県においても、ひとたび大規模地震が発生すれば、多数の集落が孤立

する可能性が高い。 

 

・緊急輸送道路の落石及び崩落対策及び橋梁耐震対策の推進 

  平成７年の阪神・淡路大震災や平成８年の北海道豊浜トンネル岩盤崩落事故を契機に、平成８

年度に「道路防災総点検」を実施。この結果をもとに、対策を必要とする緊急輸送道路上の橋梁

や落石危険箇所等について重点的に事業を実施している。 

※ 県管理緊急輸送道路の区分（H31.4.1 時点） 

  第１次 路線数  12  距離延長    262km 

  第２次 路線数  157   距離延長 1,691km 

  第３次 路線数  16   距離延長    39km 
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 ③ ◎県管理道路の防災対策の推進 

            ＜県管理道路斜面等の要対策箇所数＞ 現状値：1,413 箇所(H30) ⇒ 目標値：1,126 箇所(R6) 
  
      ・道路整備等による孤立集落対策【県】 
     ・県管理道路における斜面対策の実施【県】 
 
 ④ ◎県管理道路の耐震対策の推進 
   ・県管理道路における橋梁耐震対策の実施【県】             
 
            ＜緊急輸送道路以外で利用状況等から重要性の高い県管理橋梁の耐震未対策箇所数＞  

現状値：10 橋(H30) ⇒ 目標値：6 橋(R6) 

 

 ⑤ 県管理道路の谷埋め盛土箇所の把握と対策工法の検討 
   ・谷埋め盛土箇所の崩壊対策の推進【県】 

 
 ⑥ 市町村管理道路の耐震化 
   ・道路災害防除工事の実施【市町村】 
   ・橋梁の耐震補強工事の実施【市町村】 

   ・市町村に対する技術的支援【県】 
      
⑦ 避難路、避難場所の整備推進 

・避難路、避難場所の整備【市町村】 

 ◎基幹的農道の整備と農道橋の耐震対策の推進【県・市町村】 

＜点検・診断結果に基づく緊急輸送道路ネットワークに関連する農道トンネルの補強対策箇所数＞ 

現状値： 0 箇所(H30) ⇒ 目標値：1 箇所(R6) 

◎橋梁など林道施設の保全整備の推進【県・市町村】 

＜橋梁など林道施設の保全整備数＞現状値：10 箇所(R1) ⇒ 目標値：20 箇所(R6)   
   
⑧ ◎河川管理施設の耐震対策の重点実施【県】 

＜河川構造物の要耐震化施設数＞ 現状値：3 箇所(H30) ⇒ 目標値：0 箇所(R6) 

 
 ⑨ ◎総合的な土砂災害対策の推進 

・緊急輸送道路と同時に要配慮者利用施設や避難所等を保全する砂防施設整備の推進【県】 

 
 

⑩ 急傾斜地崩壊対策 
   ・県立障害福祉施設の急傾斜地崩壊対策の実施【県】 
 
 ⑪ ◎治山ダム等の整備・機能強化 
   ・治山ダムの機能強化【県】 

＜既存治山施設の機能強化対策＞ 現状値：22 基(R1) ⇒ 目標値：39 基(R6) 
   ・治山ダム等の整備（緊急輸送道路等に面した事業の前倒し実施を含む）【県】 
 
 ⑫ ◎農業施設の耐震対策等の推進 

 ・農業用排水機場の更新整備と耐震対策の推進【県・市町村】 
・農業ため池の耐震対策の推進【県・市町村】  

＜決壊すると多大な影響を与えるため池のうち、ハザードマップ作成等 

ソフト対策を実施した割合＞ 現状値：49％ (H30) ⇒ 目標値：100% (R2) 
 
 ⑬ ◎大規模盛土造成地対策の推進【県・市町村】 
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⑭ 亜炭鉱の廃坑への対応 
   ・亜炭鉱ハザードマップによる危険性の啓発【県・市町村】  
   ◎亜炭鉱廃抗対策のための調査研究の実施【県・市町村・事業者】 

◎亜炭鉱跡の防災工事の実施【県・市町村・事業者】 
＜亜炭鉱跡防災対策における防災工事面積＞ 現状値：11ha (H30) ⇒ 目標値：43.6ha (R2) 
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１－（５） 液状化対策の推進                            県担当部：危機管理部 他 

（目標）東日本大震災においては、液状化現象が広範囲で発生し、ライフライン（道路、電気
都市ガス、上下水道等）や住宅に大きな被害をもたらした。 

     県・市町村は、液状化現象の発生に対して、液状化危険度の把握と県民への意識啓発
を図るとともに、液状化危険度調査の見直し、液状化危険度マップの作成を推進する。 

    また、本県への津波による直接被害は考えにくいと思われるが、継続時間の非常に長 
い地震動により、木曽川、長良川、揖斐川等の主要な河川の堤防が大きく沈下すること
が予想される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
 ① 液状化危険度に関する意識啓発  
     ◎液状化危険箇所（宅地被害含む）の周知啓発【県・市町村】 
    ・液状化危険度マップの作成と更新【市町村】  
 
 
 ② 液状化対策の推進  
    ・堤防の液状化に対する安全点検及び液状化に備えた対策の実施【県・市町村】 

 

（教訓） 

◆東日本大震災 

東日本各地で液状化現象及び被害が発生し、特に被害が甚大であったのが、千葉県浦安市で 

あり、埋め立て地を中心に、市の面積の約４分の３にあたる 1,455 ヘクタールで液状化現象が

発生し、多数の住家被害や道路被害が発生した（全壊 12棟、大規模半壊 1,387棟）。 
 また、湾岸部のみならず、内陸部でも液状化現象は発生しており、埼玉県久喜市南     

栗橋地区では、被災宅地危険度判定調査（調査対象 131宅地）で 27宅地が「要注意判定」を受

けるなどの住家被害が発生した。 
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１－（６） 孤立集落対策の推進                           県担当部：危機管理部 他 

（目標）県内の大部分は山地で占められており、その中を河川が深い谷を刻みながら流れ、所
々に盆地を形成、山間地には小集落が点在し、大規模地震発生時には孤立地域の発生の
可能性が高い。そのため、県・市町村は、あらかじめ孤立が予想される集落を把握し、
孤立した場合を想定した対策として、通信手段の確保、道路網の整備等の防止対策を推
進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
 ① ◎孤立予想地域の実態把握 
      ・「孤立予想集落台帳」の更新【県・市町村】 

 

 
 
 
 
 ② ◎孤立予想集落に対する対策の推進 
   ・ヘリコプター離発着可能候補地の把握【県・市町村】 
   ◎非常用通信手段の確保【県・市町村】 
   ◎孤立時の緊急資機材の整備【市町村】 

    
 ③ ◎道路整備等による孤立集落対策【県】 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

④ 市町村と連携した緊急時の避難ルート（異種の道※）の検討【県・市町村】 

  ※異種の道…公道（県道、市町村道、林道、農道等）の異なる事業者の道を共有すること 

 

（教訓） 

◆東日本大震災 

津波被害を受けた岩手県内の 11市町村の 194箇所で、最多で 10,823人の住民が孤立状態に陥っ 

た。 
 
◆新潟県中越地震 

７市町村で計 61の集落が孤立し、固定電話や携帯電話が不通になるなどした。そのうち２自治体 

では災害時に役立つ衛星携帯電話があったが、導入したことを忘れていたり、故障したりして、使

えないケースがあった。岩手・宮城内陸地震では、各地で道路が寸断し約 500 人が孤立した。孤立

集落内からの救出や、孤立集落内への物資輸送にヘリコプターが有効に機能した。  
  また、通信の確保や避難所の非常用電源確保といった、孤立に備えた資機材の整備が課題となった。  

※ 孤立予想集落台帳とは 

孤立する可能性がある集落ごとに、避難施設やヘリコプター離発着可能候補地といった詳

細情報を記載した台帳 

※ 孤立とは 
 中山間地域、沿岸地域、島嶼部などの地区及び集落のうち、道路交通または海上交通によ
る外部からのアクセスが、地震、風水害に伴う土砂災害や液状化等による道路構造物の損傷、
道路への土砂堆積により、人の移動・物資の流通の点で困難となり、住民生活が困難もしく
は不可能となる状態を指す。 

※ 孤立に至る条件 
 ・地区または集落への全てのアクセス道路注１が土砂災害危険箇所注２及び山地災害危険 

地区注３に隣接している。 
   注１：外部から集落まで四輪自動車でアクセスできるかどうかという基準で判断する 
   注２：土石流危険渓流 、地すべり危険箇所 、急傾斜地崩壊危険箇所 
   注３：山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区、崩壊土砂流出危険地区 
 
[出典：中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況調査 

（内閣府 平成 21年度）] 
 
※ 岐阜県内の孤立する可能性がある集落数    H27 524箇所 
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２ 地域防災力の強化 

２－（１） 地域防災力（自主防災）の強化                        県担当部：危機管理部 

（目標）全市町村で、自主防災組織を設立し、組織率を向上する。 
    県民は、自主防災組織等が実施する防災訓練等に積極的に参加し、地震防災対   

策に関する知識・技術の習得や地域課題の共有、地域人材の連携・活用に努める。 
        県、市町村は、県民及び事業所の取組が積極的に行われるよう、防災訓練や啓   

発活動を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（施策） 
① 自主防災組織活動への参加の推進 
   ・自主防災組織活動への参加及び地域コミュニティの重要性の啓発【県・市町村・県民】 
            

 ＜自主防災組織活動への参加実績（県政モニターアンケート調査）＞  

現状値：68.1％(R1) ⇒ 75.0％(R6) 
 
   ・自治会（町内会）への加入【市町村・県民】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 自主防災組織の活動の活性化 

・自主防災組織の組織率の向上【県・市町村・県民】          

      ＜自主防災組織の組織率＞ 現状値：90.3％(H30) ⇒ 目標値：100％(R6) 
            

（教訓） 

◆長野県北部地震 

 震度５強という強い揺れに襲われた長野県白馬村では 50棟以上の家屋が全半壊したにも関わら 

ず、住民らによる迅速な安否確認と救助活動が功を奏し、死者をゼロに抑えた。 

白馬村では、地区ごとに「区長」を頂点としたピラミッド型の住民組織が築かれており、区長の 

下に 10世帯ほどを束ねる「組長」が、さらに各組長の下に補佐役として「伍長」がいる。災害時、

伍長は受け持ち世帯の住民の安否を組長に伝え、組長が区長に伝える仕組みがあらかじめできてい

たことから、今回の地震直後、短時間に集まった安否情報で迅速な捜索活動・救助活動へと繋がっ

た。さらに普段から向こう三軒両隣・隣保共助の濃密な絆が構築されていたことにより、消防団や

住民に加え、地元の建設会社が重機を動員し、地域が結束・協力して倒壊した家屋に取り残された

被災者を懸命に救助した。日頃からの住民連帯と適切な自主防災活動が「白馬の奇跡」を生んだ。 
 

◆新潟中越沖地震 

地震発生後の柏崎市松美町では、町内会長の指示のもと、町内会役員が住民の家を一軒一軒見回

って安否・被害情報を確認するとともに、避難生活時の治安維持のためのパトロールも実施した。

また、復旧活動においても町内会長指示の下、発災後の住民のニーズを早期に把握したことにより、

保健師やボランティアの派遣をスムーズに実施することができた。また、被害状況をデジタルカメ

ラで記録することにより、柏崎市としても被害状況を早急に把握することができた。 

（課題）近年、住民の価値観の多様化や近隣関係の希薄化などにより、自治会活動に関心を

持たない世帯が増えており、日常の活動に苦労している自治会も少なくない。特にア

パート・マンションなど集合住宅を抱える地域においてその傾向が大きくなっている。 

    自治会は地域の抱える問題に対し組織的に対応する力を有し、とりわけ災害時にお

いては、地域住民同士の助け合い、いわゆる「共助」の力を発揮する母体となる。 

    日頃からの親睦と交流など自主的な活動を通し、自治会の持つ地域力を維持、強化

していくことは、災害に強いまちづくりを進めるうえで重要である。 
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③ 地域における防災訓練の実施 
      ・消火、救助、炊き出し等災害時に想定される業務の技術習得訓練の実施 

【市町村・県民】           
＜消火・炊き出し等の技術習得訓練の実施市町村数＞ 

現状値：32 市町村(H30) ⇒目標値：42 市町村(R6) 

 

＜関係機関参加の総合防災訓練の実施＞ 現状値：1(H30) ⇒目標値：毎年実施 
 

・緊急地震速報を活用した防災訓練の実施【県・市町村】  

◎南海トラフ地震臨時情報を活用した防災訓練の実施【県・市町村】 

＜南海トラフ地震臨時情報発表時に備えた総合防災訓練の実施市町村数＞ 

現状値：- (H30) ⇒目標値：39 市町村(R6) 

 

④ ◎自主防災組織のリーダー育成 
     ・災害図上訓練・避難所運営指導者研修等の実施【県・県民・事業者】 
       
     ＜災害図上訓練指導者研修参加者数（累計）＞ 現状値：1,099 人(H30) ⇒ 目標値：2,700 人(R6) 
 

・育成した人材が地域で活躍できる機会の創出【県】 
＜清流の国ぎふ 防災・減災センターによる「清流の国ぎふ防災リーダー育成講座」 

受講者数（累計）＞ 現状値：680 人 (H30) ⇒ 目標値：1,700 人 (R6) 

 

⑤ 災害図上訓練（ＤＩＧ：ディグ※）等の実施 
      ・各市町村における自主防災組織単位などでの災害図上訓練の実施【市町村・県民】 
       

＜災害図上訓練の実施市町村＞ 現状値：26 市町村(H30) ⇒目標値：42 市町村(R6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「ＤＩＧ（ディグ）」とは 
 Disaster（災害）Imagination（想像力）Game（ゲーム）の頭文字を取って名付けられた

もので、住んでいる地域の避難所や、防災施設などを地域の人たちが参加して地図上で確

認したり、災害が発生したという想定で、参加者全員でイメージトレーニングをするもの 
                                    
<ＤＩＧの手法と長所> 
 (1)町内会など比較的狭いエリアで実施する DIG 
  隣近所の要配慮者（高齢者、障がい者など） 

の把握に適している。 

 
 (2)小学校区単位など広域エリアで実施する DIG 
  避難所を取り巻く周辺状況の危険箇所の確認 

や、普段交流のない自治会同士の連携を深める 

ことに適している。  

※「ＨＵＧ（ハグ）：避難所運営ゲーム」とは 
 Hinanzyo（避難所）Unei（運営）Game（ゲーム）の頭文字を取ったもので、英語で「抱

きしめる」という意味を持つ。 

 避難者の年齢、性別、国籍やそれぞれが抱える事情が書かれたカードを、避難所に見立

てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応

していくかを模擬体験し、避難所運営を学ぶことができるもの。 
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◎地区防災計画・地区避難計画の策定推進【県・市町村・県民】 

 

・各市町村における学校単位などでの防災運動会（※）等の実施【市町村・県民】 

＜防災運動会等の実施市町村＞ 現在値：9市町村(R1) ⇒目標値：42市町村(R6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ◎シェイクアウト訓練（※）の実施【県・市町村・県民・事業者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 自主防災組織での資機材整備【県民】 
    （「コミュニティ助成事業」：財団法人自治総合センター） 
 

 ⑦ 事前復興計画（※）の普及・推進【県・市町村・県民・事業者】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※「シェイクアウト訓練」とは 

 地震発生時に自分の身を守ることができるよう、 

一人ひとりがその場において、一斉に「姿勢を低 

くする」、「頭や体を守る」、「揺れが収まるま 

で待つ」といった「安全行動」を行い、日ごろか 

ら瞬時の行動を習慣化することを目的として行う 

訓練                       

※「防災運動会」とは 

学校や地域で開催される運動会や防災訓練に、 

防災の視点をとり入れた競技を加えて、若年層 

からお年寄りまで、幅広い世代層が楽しく防災 

活動を体験するイベント 
 
 
<競技例> 
 バケツリレー競争、水消火器噴射競争、担架で搬送競争、放水ホース搬送競争 

※「事前復興計画」とは 

 東日本大震災後の復旧・復興に遅れが生じた原因として、復興後のまちの姿に対する住民

の合意形成に時間を要したことが挙げられる。一方、阪神淡路大震災では、常日頃からコミ

ュニティでまちづくりを考えていた地区の復興は、比較的早く進んだと言われている。 

 被災後のまちの姿を住民参加の下に策定する「事前復興計画」は、日頃から自分たちのま

ちを考える機会を与え、また被災後の復興を迅速かつ円滑に進める有効な手段となる。さら

には、日頃から地域の危険度の認識やその軽減のための検討を行うことにより、対策実施に

繋がり、被害の低減が進むことも期待される。 

 事前復興計画は、まちの将来像を見据えた計画となるため、住民参加型ワークショップ等

の機会に住民の夢や要望を聞きながら、合意形成を図りつつ作成することが基本となる。そ

のため、防災・減災の視点に特化することなく、地域活性化や持続可能な社会の視点等も取

り入れたまちを目指すことも必要となる。 

 

＜参考＞ 

愛知県震災復興都市計画の手引き、東京都震災復興グランドデザイン 等 
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２－（２） 防災訓練の実施・マニュアルの検証                 県担当部：危機管理部 

（目標）県、市町村は、実践的な訓練を繰り返し実施し、職員の災害対応能力を継続的   
に高める。また、災害対応の基本的な指針等を定める業務マニュアルを整備し、   
業務の標準化と共有化を図り、訓練や災害の検証結果を反映させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① ◎災害時における災害対策本部体制と業務指針等を定める業務マニュアルの整備と関係
機関との情報共有 
（※業務別マニュアルについては各項目に記載）【県・市町村】       

      ＜災害対応の基本的な指針等を定める業務マニュアルの整備市町村＞  

現状値：34 市町村(H30) ⇒目標値：42 市町村(R6) 
 
② 実践的な防災訓練の実施 
   ◎多機関連携防災訓練の実施【県・市町村】 

・緊急地震速報を活用した防災訓練の実施【県・市町村】  

◎南海トラフ地震臨時情報を活用した防災訓練の実施【県・市町村】 

＜南海トラフ地震臨時情報発表時に備えた総合防災訓練の実施市町村数＞ [再掲] 

現状値：- (H30) ⇒目標値：39 市町村(R6) 

・避難所、防災資機材を活用した実践的な防災訓練の実施【県・市町村】 
③ 訓練の繰り返しによる各種業務マニュアルの検証・修正【県・市町村】 
 
④ 大規模災害における対応の検証 
      ・本県、他県を問わない災害対応の検証【県・市町村】 

 

（教訓） 

◆東日本大震災 

地域ぐるみで平常時から意識啓発、防災訓練、災害伝承など、減災に向けた取組みを行っていた 

成果が生存者数というかたちで明確に現れており、その重要性が実証される結果となった。 

 

◆岩手・宮城内陸地震 

宮城県大崎市鳴子温泉地域では、地震発生の約一週間前に防災訓練を実施していたこともあり、 

発災時の初動活動を迅速に行い、現地対策本部の設置や避難勧告・避難誘導を効率的に進めるに至

った。 
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２－（３） 要配慮者避難支援対策の充実                    県担当部：健康福祉部 他 

（目標）県、市町村は県民と連携し、高齢者等の要配慮者に対する避難支援対策の充実を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 市町村の要配慮者支援対策のガイドライン（具体的な方向性、標準例等）の提示 
    ・災害の検証等を踏まえ「要配慮者支援対策マニュアル」の改訂【県】 
    ・「要配慮者支援対策に関する市町村地域福祉計画等策定マニュアル」の改訂【県】 
 
② 市町村の要配慮者支援体制の整備 
     ◎避難行動要支援者支援の全体計画の策定見直し【市町村】 
         ＜避難行動要支援者支援の全体計画の策定見直し＞ 

        現状値：32 市町村(R1) ⇒ 目標値：42 市町村(R6) 
 
     ◎避難行動要支援者名簿の整備【市町村・県民】 
     ◎個別計画の策定【市町村・県民】 

＜「避難行動要支援者名簿の事前提供について同意を得た方を対象とした個別計画」の 

策定市町村数＞ 

現状値：4 市町村(30) ⇒ 現状値： 42 市町村(R1) 

 

 

 

 

（教訓） 

◆熊本地震 

指定した 176 カ所の福祉避難所に、最大 1,746 人が避難できる計画であったが、開設場所を積極

的に周知していなかったこと、運営体制の詳細を決めていなかったため、地震発生から１週間後の

時点で、受入は 25施設の 64人のみであった。 

また、多言語の避難所案内看板の設置が進んでいなかったため、何処に避難してよいのかわから

ず、数日間にわたり野宿する外国人がいたほか、ほとんどの避難所において、日本語以外の案内が

なく、外国人避難者が孤立する事態に陥った。 

 

◆東日本大震災 

被災３県（岩手、宮城、福島）にある高齢者入所・居住型施設 1,309ヶ所のうち、建物被害によ 

り運営できなくなった施設が約 80ヶ所に上り、入所していた高齢者約 3,300人が近隣の別の施設で

避難生活を送った。 
 また、被災高齢者を受け入れたほとんどの施設が定員超過状態であり、介護環境が悪くなり、体 

調が悪化する高齢者も増えた。 
 
◆新潟県中越地震 

新潟県が市町村及び高齢者施設に緊急受入要請を行い、ピーク時には 80 施設、854 人を受け入れ

たが、障がい特性により、通常の避難所が利用できない方があり、要配慮者に配慮した避難設備、

入所設備の確保が課題になった。 
 

◆その他 

 能登半島地震では、輪島市門前町で「要援護者マップ」をもとに、発災後４時間でお年寄りなど 

400名の安否確認がなされた。一方、一般的な避難所では生活に支障を来す人のための、福祉避難所 

の確保が課題となった。 

  新潟県中越沖地震では、要配慮者の安否確認や避難支援の具体的方法を決めておらず、２日後の 

安否確認状況は 23％に留まった。 
    ※「要配慮者」：高齢者、障がい者、在宅療養者、外国人、乳幼児 等 
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 ◎個別計画が未策定の市町村へ「市町村防災アドバイザーチーム」を派遣し、策定手順
や避難時に配慮が必要な事項を助言する等、策定を支援【県】 

           ＜清流の国ぎふ 防災・減災センターによる避難所運営指導者養成講座養成者数（累計）＞ 

        現状値：2,325 人(H30) ⇒ 目標値：5,800人(R6) 

 
          ＜清流の国ぎふ 防災・減災センターによる災害図上訓練指導者養成講座（ＤＩＧ） 

受講者数（累計）＞ 現状値：1,099人(H30) ⇒ 目標値：2,700 人(R6) 

 
・「避難行動支援者連絡会議（仮称）」（住民等を交えた推進組織）の設置 

【市町村・県民】 

 
◎要配慮者施設における南海トラフ地震臨時情報等発表時の防災対応の検討の促進 

【県・市町村・事業者】 

    ◎要配慮者への情報伝達・通報体制の整備促進【県・市町村】 

＜手話通訳者統一試験合格者数（累計）＞ 

        現状値：11 人(H28) ⇒ 目標値：33 人(R2) 

＜要約筆記者（手書）統一試験合格者数（累計）＞ 

        現状値：45 人(H28) ⇒ 目標値：69 人(R2) 

＜要約筆記者（ＰＣ）統一試験合格者数（累計）＞ 

        現状値：22 人(H28) ⇒ 目標値：42 人(R2) 

＜盲ろう者通訳・介助者養成人数（累計）＞ 

        現状値：266 人(H28) ⇒ 目標値：326 人(R2) 

＜Ｎｅｔ１１９緊急通報システムの導入消防本部数＞ 

        現状値： - (H30) ⇒ 目標値：20 消防本部(R6) 

 

      ・要配慮者支援体制の確認等を行うための災害図上訓練(DIG）等の実施【市町村・県民】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③  福祉避難所（社会福祉施設等）の充実・強化  
  ◎福祉避難所の設置促進や資器材整備の推進など福祉避難所の充実・強化 

【県・市町村・事業者】 
     ・福祉避難所の耐震性向上及び運営指針の整備【市町村】 

◎福祉避難所に関する市町村向け研修会の開催【県】 

 ＜福祉避難所に関する市町村担当者向け研修会＞現状値：3回(R1) ⇒ 目標値：8 回 (R6) 

 
◎福祉避難所運営マニュアルの策定の促進【県・市町村】 

＜福祉避難所運営マニュアル策定市町村数＞ 

現状値：21 市町村 (R1) ⇒ 目標値：42市町村 (R6) 

◎災害の検証や訓練結果を踏まえた「避難所運営ガイドライン」の改訂【県】 

・災害の検証等を踏まえ「要配慮者支援対策マニュアル」の改訂【県】 

 

※全体計画とは 
   避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整理し、地域防災計画に重要事項を定めると 

ともに、細目的な部分も含め、地域防災計画の下位計画として全体計画を定める。 
 
※避難行動要支援者名簿とは 
  要介護状態区分、障害支援区分、家族の状況等を考慮し、避難行動要支援者の要件を設定 

し、名簿を作成する。 

 

※個別計画とは 
地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市町村又はコーディネーター（民

生委員等）が中心となって、避難行動要支援者と打ち合わせ、具体的な避難方法等につい

ての個別計画を策定する。 
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◎福祉避難所運営訓練と連動した岐阜ＤＣＡＴ実地訓練の実施【県・市町村】 

＜ＤＣＡＴ及びＢＣＰ策定にかかる各種研修会や実地訓練の実施回数＞ 

現状値：27 回(R1) ⇒ 目標値：67 回 (R6) 

 

④ 外国人向け防災啓発・減災事業の推進 
      ・外国人向け防災マニュアル、ガイド等の配布【県・市町村】 
     ・在住外国人向け防災啓発講座の実施（南海トラフ地震臨時情報の内容等）【県・市町村】 
      ◎災害時多言語支援センターの設置及び運営訓練【県・市町村】 

 ・災害時語学ボランティア等の人材の育成・確保【県・市町村・事業者】 

   ◎災害時の県、市町村の多言語相互支援（災害時語学ボランティア派遣等）に関する枠
組みの整備【県・市町村】 

  ◎市町村に対する多言語に関する支援【県】 

◎外国人防災リーダーの育成・活用【県】 
＜外国人防災リーダー養成講座受講者数（累計）＞ 現状値：33人（H30） ⇒ 目標値：90人(R2) 

＜外国人防災リーダーの活用＞ 現状値：0人（R1） ⇒ 目標値：5人(R6) 
      ◎災害時等の広報対策の実施（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告・避難指示（緊

急）及び防災ガイドブック等の多言語化）【市町村】 
      ・外国籍住民も取り込んだ地域の防災訓練の実施【市町村】 

・「市町村外国人防災対策カルテ」を活用し、市町村に対する外国人防災対策の充実に
向けた働きかけを促進【県】 

・災害の検証や訓練結果を踏まえた「避難所運営ガイドライン」の改訂【県】 
◎災害発生時における外国人観光客等への情報提供や、被災情報の収集体制を構築する
ため、市町村や観光関係機関と連携について意見交換、相互確認を実施 
【県・事業者・関係団体】 

 
⑤ ◎社会福祉施設での避難訓練の実施 
   ・社会福祉施設への立入調査時における避難訓練実施状況の確認【県】 
 
⑥ 要配慮者と地域とのつながりの促進 
      ・要配慮者と地域とのつながりに関する取り組みの支援【県・市町村・県民】 

・近隣住民や民生委員等が連携し、要支援者への声掛けや訪問を行う、「見守りネット
ワーク活動」の活発化を通じて、福祉避難所の情報等を広く周知 
【県・市町村・県民】 

 ・地域の絆づくりの推進【県・市町村・県民・事業者】 
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２－（４） 地域の消防体制の充実                                 県担当部：危機管理部 

（目標）市町村は、常設消防機関の整備充実を図るほか、消防団の育成をはじめとした   
地域における消火体制（消防団、自主防災組織、事業所との連携等）を整備する。 

        また、水利の確保、機器の整備を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（施策） 
① 常設消防の充実 
      ・消防庁の「消防力の整備指針」を目標とする消防力の整備【市町村】 
 
② 個人住宅の防火対策の推進                
      ・住宅用火災警報器設置の推進【県・市町村・県民】  

 

 

 

 
      ◎感震ブレーカーの普及促進【県・市町村】  

 

③ 消防団員等の増員と訓練の充実 
 ◎県・市町村における消防団員確保対策の実施【県・市町村】 

＜消防団員の条例定数に対する充足率＞ 現状値：92.9% (R1) ⇒ 目標値：98.0% (R5) 
      ・岐阜県消防協会による、消防団が実施する訓練・研修への支援等【県・事業者】 
   ◎県消防学校における消防職団員の訓練の実施【県・県民】 
   ・県消防操法大会の実施【県・事業者】 
   ・女性防火クラブの育成【県・市町村・県民】 

 
④ ◎消防団員確保の検討、消防団への支援  
      ・機能別消防団員、機能別分団の活用の検討【市町村】 

＜消防団が使用する救助用資機材の整備数＞ 現状値：2,635 (H30) ⇒ 目標値：5,081 (R6) 
 
 

 
   ・消防団協力事業所に対する事業税減税の実施【県】 
 

   ・「消防団加入促進事業費補助金」の実施など、消防団の加入促進活動への支援【県】 

   ・「女性消防団員充実強化事業費補助金」の実施など、女性消防団員が活躍できる環境
整備【県・市町村・事業者】 

（教訓） 

◆熊本地震 

Ａ町では、消防団が 47名の人命救助にあたったほか、町内の見回り活動も精力的に実施するなど、

復旧活動で中心的な役割を果たした。 

 

◆東日本大震災 

地震発生直後から各地域において火災が発生した。特に、沿岸部の市街地や石油コンビナート施

設、危険物施設での火災が確認されている。 

 

◆阪神・淡路大震災 

神戸市内で約 240 カ所の火災が発生し、常設の消防機関の能力を超える状態となった。また、水

道管の破損により消火用水が不足したこと、交通渋滞により現場到着が遅れたこと等も相まって消

火活動が阻害され、延焼面積が拡大した。 

※住宅用火災警報器の設置について 
 消防法改正により、一般の戸建住宅等への設置が義務付けられている。（新築住宅は、

H18.6.1 から、既存住宅は H23.6.1 から設置義務が生じた） 

（課題）消防団員数は減少傾向にある。少子化、過疎化、就労態勢や社会の変化に応じた、

参加しやすい柔軟な運用について検討する必要がある。 
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・「学生消防団活動認証制度」の導入を働きかけるとともに、県職員採用にも活用【県】 

 
⑤ 事業者との連携（連携体制の確認、連携訓練の実施）【県】 

◇岐阜県生コンクリート工業組合（消火水の運搬・提供） 

◇岐阜県建設業協会（建設防災支援隊による救助支援等） 等    
 
 
⑥ 消火資機材等の整備 
   ・市町村消防施設整備【市町村】 
   ・耐震性貯水槽の整備【市町村】 
   ・可搬式ポンプの整備【市町村】 
 
⑦ 地域の消防体制の強化 
     ・地域における水利の多様化（井戸の再確認と新たな配置の検討など）【市町村・県民】 
     ・消防団への必要な資機材の貸与の実施【市町村・県民】 

   ・地域住民による初期消火体制強化に関する意識啓発【県・市町村】 
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２－（５） 地域防災計画等の充実                              県担当部：危機管理部 他 

（目標）県、市町村の地域防災計画（※）について、地域の特殊性、災害の特性に応じ   
た計画に修正するなど、内容の向上を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 地域防災計画（地震防災強化計画（※）、推進計画（※）含む）の見直し【県・市町村】 

＜南海トラフ地震防災対策推進計画の変更市町村数（南海トラフ地震臨時情報）＞ 

現状値：- 市町村 (H30) ⇒ 目標値：39市町村 (R2) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 ② 最悪の事態に備えた被害想定の点検・見直し 
   ・国等における活断層の実態調査を踏まえた見直し【県】 
 
③ 市町村の防災対策の強化 
   ◎トップの意識醸成のための防災連携トップフォーラムの開催【県】 

・市町村の防災対策の点検の実施【県】 

   ◎県職員による市町村防災体制の支援強化【県・市町村・事業者】 
＜災害マネジメント支援職員養成数＞ 現状値：28人(R1) ⇒ 目標値：42人(R6) 

 
④ 土砂災害のおそれのある区域の明確化と避難体制の整備 
   ◎土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、土砂災害ハザードマップ作成等市町村が

行う避難体制整備を支援【県】 
・土砂災害ハザードマップ（※）の作成・普及啓発（ワークショップ等の開催） 

【該当市町村】 
 
 
 
 
 
 
⑤ ◎岐阜県警察災害警備計画の見直し【県】 

※「地域防災計画」とは 
  災害対策基本法に定められ、都道府県、市町村に策定が義務づけられている計画。 
 防災に関わりのある機関等の、防災に関して処理すべき事務又は業務について広く定める。 

（教訓） 

◆熊本地震 

 観測史上初めて、一連の地震活動で震度７を２回観測し、マグニチュード３．５以上の地震が過

去最多のペースで発生したことを踏まえ、新たな災害想定に基づいた計画の策定等が求められてい

る。 

◆東日本大震災 
 大震災は、広域防災対策の重要性を改めて認識させたもので、災害想定の点検、見直しを踏まえ、 

想定を超える災害が発生した場合の対処にも配慮した効果的な計画の策定等が求められている。 

 

※地震防災強化計画とは 

「大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）」に基づき、地震防災対策強化地
域内の市町村に策定が義務づけられた計画 
○強化地域：１市（中津川市） 
 
※推進計画とは 
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（H14年法律第 92 号）」

に基づき、地震防災対策推進地域内の市町村に策定が義務づけられた計画 
○推進地域：39 市町村 
 

※「土砂災害ハザードマップ」とは 

 土砂災害防止法に基づき市町村が作成。土砂災害警戒区域や避難所、避難経路、土砂災害

に関する情報等の伝達方法が記載される。 

 縮尺は 1/5,000程度で、同一の避難行動をとるべき地区単位（自治会等）で作成する。 
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２－（６） 行政における業務継続対策の強化              県担当部：危機管理部 他 

（目標）大規模災害後に事業の継続性維持、被害の拡大抑制を目的とした「業務継続計画 
（ＢＣＰ）（※）」が未策定の市町村があるため、県は市町村の業務継続計画の策定を
促進支援し、全市町村の策定を目指す。 
 また、市町村機能が壊滅した場合において、県職員や他市町村職員を速やかに派遣で 
きる体制の確立を図るとともに、住民個人情報等の保存、媒体保管場所の分散化を図り、 
大規模災害時の個人情報等の消失を防ぐ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
①  業務継続計画の策定 
   ・市町村における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定【市町村】 

        ＜業務継続計画の策定市町村＞ 現状値：39 市町村(H30) ⇒ 目標値：42市町村(R6) 

  ・市町村が機能不全となった場合の支援体制の強化【県】 

  ◎岐阜県警察大規模災害対応業務継続計画の検証【県】 

・市町村防災アドバイザーチームによる個別訪問や、先行事例の紹介など、市町村に 
おける業務継続計画の策定促進【県】 

・県災害対策マニュアルを見直し、部局横断的に調整を行いながら災害対応にあたる 
「緊急対策チーム」間の連携体制等の強化【県】 

・県民からの相談対応に関するマニュアルの見直し【県】 
 
② 業務継続体制の整備 

・業務継続体制の整備【県・市町村】 

・下水道ＢＣＰのブラッシュアップの促進【県・市町村】     

・情報システム部門の業務継続計画の実効性の確保【県】 

・代替施設の確保【県】 

 

 

（教訓） 

◆熊本地震 

 庁舎が使用不能となった熊本県内５市町のうち、３市町では、代替施設や非常時の優先業

務等を予め定める、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定していなかったため、市町村が本来行う

べき業務が滞った結果、仮設住宅への入居手続に必要な罹
り

災証明の発行が遅れるなどの混乱

に繋がった。 

 

◆東日本大震災 

庁舎機能の喪失や職員の被災、住民情報の消失など、人的資源や社会基盤等が失われたこ

とにより、行政の業務継続に大きな支障を来した事例が見られた。 

 岩手県大槌（おおつち）町では、津波により町長が行方不明となり、課長クラスの職員も 

大半が行方不明になるなど、136人の町職員中 32人が死亡又は行方不明となった。また、２ 

階建ての町庁舎が津波により大破状態になるとともに、住民基本台帳データ、戸籍データな 

どの行政データも消失した。 

※「業務継続計画（ＢＣＰ）」とは 
 業務継続計画とは、災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある 

状況下において、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとともに、業務の執行 

体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画である。 

 災害発生時には、業務量が急激に増加し、極めて膨大なものとなるが、業務継続計画を策定（継 

続的改善を含む。）することにより、非常時優先業務を適切かつ迅速に実施することが可能とな 

る。 
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◎可搬式発動発電機接続対応信号機等の整備【県】 

＜可搬式発動発電機接続対応信号機の整備数＞ 

現状値：1,075 基(H30) ⇒ 目標値：2,734 基(R7) 

＜信号機電源付加装置の整備数＞ 

現状値：64 基(R1) ⇒ 目標値：81 基(R2) 

・県または市町村庁舎の倒壊を想定した防災訓練の実施【県・市町村】 
・建築技術職員による県有施設の被災状況の確認体制の構築【県】 

 
③ ◎電力供給体制の充実 
   ・重要施設等への電源車等による電力供給体制の整備【県・市町村・事業者】 

 
④ 行政情報の保存 
   ・災害時に備え、住民情報等の分散保存の促進【県・市町村】 
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２－（７） 産業防災の推進                                       県担当部：商工労働部 他 

（目標）事業者は、地震発生時にとるべき行動を明確にするとともに、応急的な措置に   
必要な資材、食料等の整備を進める。 

     また、地震により被害を受けた事業所の復旧が遅れることは、雇用の確保をは   
じめ、地域経済・地域社会全体の復旧に多大な影響を及ぼす。そのため、あらかじめ、
事業者は地震防災対策を実施するとともに、大規模災害後に事業の継続性維持、被害
の拡大抑制を目的とした「事業継続計画（ＢＣＰ）」の作成を進め、県、市町村はこ
れを支援する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 事業所の災害時事業継続計画（ＢＣＰ）の周知・啓発 
   ・事業所の地震防災対策の取り組み状況の把握【県】    

      ＜ＢＣＰ策定支援事業数 事業継続力強化計画策定支援事業所数＞  

現状値：899 事業所(H30) ⇒ 目標値：1,300 事業所(R6) 

 
② ◎実効性の高い災害時事業継続計画（ＢＣＰ）の普及強化 
   ・企業等によるＢＣＰ、事業継続力強化計画の作成【事業者】 
   ・企業等のＢＣＰ、事業継続力強化計画の策定支援【県】 
   ・南海トラフ地震臨時情報発表時の対応等を踏まえたＢＣＰ作成の支援【県】 
 
③ 各事業者の社内における地震防災教育の推進 
   ・防災士、災害図上訓練指導者等を講師とした社内教育の実施【県・事業者】  
   ・社内における地震防災訓練の実施【県・事業者】 

 
 ④ 岐阜県建設業広域ＢＣＭ認定制度（※）の普及、促進【県】 

          ＜岐阜県建設業広域ＢＣＭ認定団体数＞ 現状値：6 団体(H30) ⇒ 目標値：8 団体(R6) 

 

 

 

 

 

 

 

（教訓） 

◆熊本地震 

 熊本県内の企業では多くの生産拠点が被災したが、一部メーカーでは、東日本大震災を契機に策

定・強化した事業継続計画（ＢＣＰ）に定めた手順にしたがって、早期に生産を再開することがで

きた。 

 

◆東日本大震災 

震災によって東北の飼料工場が被災し、また、主要道が通行止めになり輸送に支障が生じたこと 

により、本県においても家畜飼料の確保が課題となった。 
 
◆新潟県中越沖地震 

新潟県柏崎市の金型加工メーカーでは、新潟県中越地震を経験し、その後ＢＣＰの作成に取り組

んだ。その結果、中越沖地震の際には、事前対策として工場や大型機械の基礎強化、設備復旧の情

報共有、防災勉強会の実施等を行っていたことにより、機械の転倒など大きな被害は発生しなかっ

た。 
 また、発災当日も避難路の確保や社員全員の安否確認を行い、翌日には出社可能な社員        

による復旧作業を行ったことで、発災翌日の午後には生産の再開、出荷の開始が可能とな         

った。 

※岐阜県建設業広域ＢＣＭ認定制度とは 

 建設業の事業継続力を高める取り組みを推進し、もって本県の地域防災力の向上を図るた

め、本県と災害応援協定を締結する建設業関連団体が策定する事業継続計画（ＢＣＰ）とそ

の改善に向けた継続的な活動を含めた事業継続マネジメントを認定する制度 
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３ 地震防災における教育・啓発 

３－（１） 地震防災意識向上のための県民運動の推進            県担当部：危機管理部 

（目標）県、市町村等は、「災害から命を守る岐阜県民運動」として、県民に対して地震防災
の啓発を継続する。県民は、自ら住んでいる地域の地震災害の歴史、活断層の情報等
を把握し、次世代に伝える。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（施策） 
 ① ◎県民の地震防災意識の向上、地震防災対策の取組の推進 

 ・県民総ぐるみで自助と共助の底上げを図るため、過去の災害を知る、ハザードマップを確認
する、地域の防災訓練に参加する、防災キャンプを行うなど具体的な目標を盛り込んだ新た
な行動計画を定め、「災害から命を守る岐阜県民運動」を子どもから高齢者まで全ての世代
を対象として展開【県・市町村・県民・事業者】 

 
      ＜活断層の認知割合（県政モニターアンケート調査）＞ 

 現状値：62.4％(R1) ⇒ 目標値：75.0％(R6)       

            ＜南海トラフ地震防災対策推進地域の認知度（県政モニターアンケート調査）＞  

 現状値：43.7％(R1) ⇒ 目標値：75.0%(R6) 

＜地震防災対策の実施ポイント（県政モニターアンケート調査）＞  

 現状値：313.9pt(R1) ⇒ 目標値：向上(R6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（教訓） 

◆東日本大震災 

岩手県釜石市では、市内の小中学校全 14校の児童・生徒約 3,000人の避難率が 100％に近く、ほ 

ぼ全員が無事であった。平成 18 年の千島列島沖地震の際に避難率が 10％未満だったため、釜石市教

委が避難訓練などを徹底して取り組んでおり、防災教育の重要性を裏付ける結果となった。 
 
◆その他 

地震災害は、その地域の特性、活断層の分布等に深く関わりがあるが、一般的に活断層の活動間隔

は人間の一生よりはるかに長いため、地震の経験が後世に伝承されず、被害が甚大になるケースがある。 

なお、南米チリ大地震の津波によって避難指示や勧告が出された約 168万人の住民のうち、避難所 

に避難した住民はピーク時でもわずか 3.8％に留まった。これは、「毎回津波情報を出すのは大げさ

だ」といった、個人が独自に判断してしまう傾向が強まっていることの表れであり、行政の住民に対

する「知らせる努力」の必要性を再確認する契機となった。 

 
 

・県民意識調査における「地震防災対策を実施している」の各回答ポイントの合計値 

（意識調査で把握する地震防災対策の一覧と R1 年度調査の値） 
・食料・飲料水を備蓄している                      75.3% 
・携帯電話の充電池・携帯ラジオ・懐中電灯・医薬品などを準備している   52.5% 
・避難場所・避難経路を確認している                   44.8% 
・貴重品などを持ち出せるように準備している               29.0% 
・消火器、バケツなどを準備している                   24.9% 
・簡易トイレなどを準備している                     23.0% 
・非常持ち出し用衣類・毛布などを準備している              17.0% 
・風呂に水をためおきしている                      13.4% 
・公衆電話を利用するための小銭を準備している              12.2% 
・災害時における家族との連絡方法を決めている              12.0% 
・災害時における学校からの子どもの引き取り方法を確認している       6.2% 
・ガラスの飛散防止対策をしている                     3.1% 
・災害時に家族が集まる場所を決めている                  0.2% 
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② 岐阜県地震防災対策推進条例及び岐阜県地震防災の日（10/28)、岐阜県防災点検の日 
（毎月 28日）の周知活動 

      ・岐阜県地震防災の日、岐阜県防災点検の日のＰＲ【県・市町村・事業者】 
      ・各種防災対策の点検【県・市町村・県民・事業者】 

 
 
 ③ ◎地震防災啓発活動の実施 

      ・住民参加型の防災啓発イベント「防災タウンミーティング」や「防災キャラバン」の 
開催【県・市町村】 

       
 ④ ◎教材、講座による地震防災啓発活動の実施 
      ・「1：25,000 岐阜県活断層図」を活用した活断層認知度の向上【県】 
   ・地震防災パンフレット等啓発資料の作成・配布【県・市町村】 

・南海トラフ地震臨時情報の内容等の普及・啓発【県・市町村】 
    ・ホームページによる情報提供【県・市町村】 
    ・新聞、テレビ、ラジオ、広報誌等による情報提供【県・市町村・事業者】 

    ・地震発生確率のランク分けを参考にした啓発の実施【県・市町村】 

 
 ⑤ ◎岐阜県広域防災センターの利用 
      ・岐阜県広域防災センターの利用促進【県】 

       ＜岐阜県広域防災センターの利用者数＞ 現状値：4,800 人(H30) ⇒ 目標値：7,000 人(R6) 
       

・地震体験車による地震体験【県・県民】          
 

            ＜地震体験車体験者数＞ 現状値：11,742 人(H30) ⇒ 目標値：15,000 人(R6) 

 
 ⑥ ◎継続的な県民意識の把握 
    ・県民意識調査の定期的実施【県】 
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３－（２） 災害伝承等の地震防災教育の推進                   県担当部：危機管理部 他 

（目標）県・市町村は、県民への防災意識啓発を展開し、災害教訓の伝承、継承の強化を図る
ことが重要である。 

     自宅周辺の環境の把握にあたっては、断層だけでなく、地震により堤防の被害      
も考えられるため、海抜の低い地域では、特に自宅周辺の河川との関係を把握し    
ておくべきであるため、県民が地形の特徴を把握できる研修会を行い、自ら避難    
場所の確認や避難経路、避難方法を考えてもらう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
 ① 災害伝承による地震防災教育 
    ・過去の災害情報の収集と整理【県】 
     ・濃尾大震災等に関するパネルの活用【県】 
    ・被害想定結果の公表による南海トラフ地震の啓発の実施【県・市町村】 

 
 
 ② 教材、講座による地震防災教育の実施 
   ・職員による出前講座の実施【県】 

   ◎防災教育推進教員研修や教員の防災教育スペシャリスト養成研修等の開設【県】 
 
 
 ③ 少年消防クラブを通じた年少者への防災教育の実施【県・市町村】  
 
 
 ④ ◎学校における防災教育を中心とした実践的安全教育の推進【県・市町村】 

 

 

（教訓） 

◆東日本大震災 

宮城県東松島市の宮戸島においては、869年に発生した大地震（いわゆる貞観地震）の言い伝えに 

よる石碑が残っており、この石碑より下は危険とされていたため、東日本大震災では、約 1,000 人

の島民が貞観地震の石碑より高台に逃げ、犠牲者が数人に止まった。 

 また、岩手県宮古市の姉吉地区（12世帯約 40人）では、昭和三陸地震の後に立てられた石碑の下

には家屋を建てないことを守っていたため、全ての家屋が被害を免れた。 
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３－（３） 防災に関する人材の育成                           県担当部：危機管理部 他 

（目標）県、市町村、事業所は、担当者研修を継続実施するなど、防災対策の人材を長   
期的視野で育成する。 

         また、大規模地震対策は、防災担当者のみならず、全組織をあげて対応する必要が
あるため、全職員に対し地震防災に関する基礎的な研修を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
（施策） 
① 市町村の危機管理体制の整備【市町村】 
   ＜危機管理専属の職位を置く市町村数＞ 現状値：32市町村(R1) ⇒ 目標値：42 市町村(R6) 
 
② 地方自治体等における人材育成事業の実施 
     ・職員（首長、管理職、広報担当者を含む）を対象とした危機管理研修の実施 

【県・市町村】 
    ・国への派遣等による研修の実施【県・市町村】 

    ・心肺蘇生法、ＡＥＤ（自動体外式除細動装置）等の応急手当に関する研修の実施【県】 
 

             ＜ＡＥＤ研修の受講県職員数＞ 現状値：941 人(H30) ⇒ 目標値：4,000人(R6) 
 
     ・救援部隊、物資の支援調整を行う人材育成【県・市町村】 

   ・社会基盤のメンテナンスに関する人材育成の推進【県・事業者】 

            ＜社会基盤メンテナンスエキスパート（※）の養成人数＞  

 現状値：473 人(H30) ⇒ 目標値：650人(R5) 
 

      ※社会基盤メンテナンスエキスパート 

…社会資本（特に道路）の点検や補修などのメンテナンスに関する高度な技術を有する人材 
・災害時語学ボランティア等の人材の育成・確保【県・市町村・事業者】 

 
 ③ ◎「清流の国ぎふ 防災・減災センター」を核とした防災人材の育成 

      ・地域で活躍できる防災リーダーの育成【県・事業者】 

＜清流の国ぎふ 防災・減災センターによる「清流の国ぎふ防災リーダー育成講座」 

受講者数（累計）＞ 

 現状値：680 人(H30) ⇒ 目標値：1,700 人(R6) 
 
・育成した人材が地域で活躍できる機会の創出【県】 

   ・災害図上訓練・避難所運営指導者研修等の実施【県・県民・事業者】 

 
④ 事業所における人材育成 
      ・事業所における防災専門職員の育成、人材育成事業の実施【県・事業者】  

 

 

 

 

 

（教訓） 

◆東日本大震災 

宮城県は、発災後、災対本部や避難所運営などの業務を支援するため、津波被害を受けた県内市 

町からの要請に基づき県職員を派遣した。 
 岩手県は、県職員計 13人を常駐させるなど、５月までに延べ約５千人の職員を、被災した県内 

市町村からの要請に基づき派遣しており、市町村機能が壊滅した場合、県職員や他市町村職員を速 

やかに派遣できる体制の確立が必要。 
 
◆岩手・宮城内陸地震 

地震発生後の宮城県では、災害時における職員の事務分掌の理解が不足していたことにより、収 

集するべき情報や実施する災害対応業務を迅速かつ十分に進めることが出来なかった。 
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 ⑤ ◎防災業務経験者、防災関係の有識者との連携 
    ・防災士（※）との連携【県・市町村】 
          ＜防災士の育成数＞ 現状値：5,993人(H30) ⇒ 目標値：10,000 人(R6) 
           

 

※「防災士」とは 
 ＮＰＯ法人日本防災士機構（会長：元内閣官房副長官）が定めた一定の防災に関するカリ 

キュラムと試験を終了し、防災に関する知識と実践力を身に付けた人 
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４ 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対策の強化                

４－（１） 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対策の強化      県担当部：危機管理部 

（目標）南海トラフ地震臨時情報が発表された場合に、地震が発生してからでは避難が間に合
わない住民等の安全を確保するため、本県における災害リスクに応じ、事前の避難を促
すなど適切な避難対策を実施する。 

    また、住民等に対し、南海トラフ地震臨時情報の内容等について、必要な防災教育や
防災訓練を実施する。 

（施策） 
① 避難対策の充実 

・南海トラフ地震臨時情報発表時に急傾斜地等における土砂災害など災害リスクに応
じ、事前の避難など地域の実情に合わせた避難対策の充実【市町村・県民】 

 
② ◎市町村の要配慮者支援体制の整備 
   ・要配慮者施設における南海トラフ地震臨時情報等発表時の防災対策の検討の促進 

【県・市町村・事業者】 
 
③ ◎避難所運営ガイドラインの見直し 

・南海トラフ地震臨時情報発表時の避難所の運営など必要な内容について、随時、「避 
難所運営ガイドライン」を見直し【県】 

 
④ 教材、講座による地震防災啓発活動の実施 
  ◎南海トラフ地震臨時情報の内容等の普及・啓発【県・市町村】 
  ・在住外国人向け防災啓発講座の実施（南海トラフ地震臨時情報の内容等）【県・市町村】 
 
⑤ ◎地域における防災訓練の実施 

・南海トラフ地震臨時情報を活用した防災訓練の実施【県・市町村・事業者】 
＜南海トラフ地震臨時情報発表時に備えた総合防災訓練の実施市町村数＞ 

現状値：- (H30) ⇒目標値：39 市町村(R6)[再掲] 

 
⑥ ◎実効性の高い災害時事業継続計画（ＢＣＰ）の普及強化 

・南海トラフ地震臨時情報発表時の対応等を踏まえたＢＣＰ作成の支援【県・事業者】 
 

⑦ 地域防災計画の見直し 
  ・地域防災計画（地震防災強化計画、推進計画含む）の見直し【県・市町村】 

＜南海トラフ地震防災対策推進計画の変更市町村数（南海トラフ地震臨時情報）＞ 

現状値：- 市町村 (H30) ⇒ 目標値：39市町村 (R2)[再掲] 
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Ｂ 応急対策による減災対策 

５ 迅速な初動対応 
 

５－（１） 災害対策本部の初動体制強化                        県担当部：危機管理部 他 

（目標）県、市町村は、地震発生を的確にキャッチし、迅速に災害対策本部を立ち上げ   
るための体制を整備する。 

    また、県・市町村は、災害対策本部において情報収集・伝達、指揮命令等の本   
部機能が十分発揮できるよう、震災に備えた設備を備える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策）  
① 迅速に災害対策本部を設置するための常設の災害対策本部用設備の整備【市町村】 

 

 

 

 

 

② 初動体制の整備 
   ・職員の参集基準、緊急連絡網の整備、初動要員の体制整備、参集訓練の実施、２４時

間体制の実施【県・市町村】 

      ＜災害時初動要員の体制整備市町村＞現状値：40市町村(H30) ⇒ 目標値：42 市町村(R6) 
 

・初動要員の年度当初の研修会の実施【県】 

◎総合通信指令システムの高度化【県】 

◎協定に基づく初動連絡体制について、ホットラインを複数確保するよう見直すととも
に、定期的に訓練を実施し、連絡体制や応援手順の実効性を確保【県】 

 
③ 地震発生直後の防災ヘリコプター等による情報収集体制の整備 
      ・ヘリコプター統括管理体制の強化【県】 

 

（教訓） 

◆熊本地震 

 地震発生後、熊本県は県庁 10階に災害対策本部を設置したが、相次ぐ余震によりエレベーターが

停止。県庁２階に設置された政府の現地対策本部との連絡調整のため、階段を往復することを余儀

なくされ、国との意思疎通に支障が生じる事態となった。 

 

◆東日本大震災 

相当期間にわたって、極めて広範囲の地方公共団体が十分に機能することができない事態が発生 

した。 
 
◆阪神・淡路大震災 

公共交通網の途絶、電話などの通信網の不通、職員や家族の被災という悪条件が重なり、職員が

迅速に災害対策本部に参集できなかった。 
 
◆その他 

新潟県中越地震発災後１時間以内に県庁本庁所属 98%の職員が登庁し、発災約１時間後に災害対策

本部員会議が開催された。 
 岩手・宮城内陸地震では、職員登庁率が低く（宮城県庁：58.9%）、休日・時間外の初動体制が十 

分とは言えなかった。 

※常設とは 

 災害対策本部の設備（会議のためのスペース・設備や通信機器）が、平時から設置されてい

る、または迅速に設置できる環境が平時から準備されている状態のこと 
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④ 災害の長期化に対応できる体制の整備 
   ・災害対応職員のバックアップ体制の整備【県・市町村】       
         ＜災害対応職員の被災時バックアップ体制整備の市町村＞ 

現状値：15 市町村(H30) ⇒   目標値：42 市町村(R6) 
 

・災害対策装備資機材の整備【県】 

   ・警察職員用非常食の整備【県】 
  
⑤ 災害対策本部機能の確保 
   ・予定施設が使用できない場合の代替施設の確保【市町村】  
            ＜予定施設が使用できない場合の代替施設確保市町村＞ 

 現状値：40 市町村(H30) ⇒ 目標値：42 市町村(R6) 
 

・備品の整備、災害対策本部要員の水・食料の備蓄【県・市町村】 
       

＜災害対策本部要員の備蓄整備市町村＞ 

 現状値：34 市町村(H30) ⇒ 目標値：42 市町村(R6) 

 
⑥ ◎国関係機関との円滑な連絡体制の確保 
 
   ・県庁舎の再整備において、政府の現地対策本部や自衛隊等、関係機関が効率的・効果

的に機能するよう配置【県】 
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５－（２） 被災情報の収集と被災者への情報提供体制の充実      県担当部：危機管理部 他 

（目標）県・市町村は、迅速・的確に被災者のニーズを把握するため、情報収集・集約   
体制を整備する。また、復旧が長期にわたる場合も想定し、恒常的な相談窓口を   
設置するほか、被災住民が求める生活情報等の提供体制を整備し、県民がデマに   
まどわされないように、正確な情報の提供に努める。また、地震に強い通信設備   
整備や非常通信訓練を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 被害情報の収集、集約に関する体制整備 
     ・被害情報の収集、集約業務マニュアルの整備【県・市町村】      
           ＜被害情報収集・集約業務マニュアル整備市町村＞ 

 現状値：28 市町村(H30) ⇒  目標値：42 市町村(R6) 
 

◎避難所等における被災者の要支援情報を迅速・的確に把握し共有する仕組みづくり 
（マニュアル化又はガイドラインの作成、ハード面の整備促進）【県・市町村】 

      ・災害情報の共有等の連携強化【市町村・事業者】    

   ◎交通管制システムの整備【県】 
 
② 非常通信の整備、通信施設の耐震化、回線の二重化の推進 
   ・岐阜県防災情報通信システムの適正な維持管理【県・市町村】           
 

・衛星携帯電話の整備【市町村】          
＜衛星携帯電話の整備市町村＞ 現状値：35 市町村(H30) ⇒  目標値：42市町村(R6)  

      ・市町村防災無線のデジタル化の推進【市町村】 

   ・早期通信手段確保対策の推進【県・市町村・事業者】 

   ・岐阜情報スーパーハイウェイの耐災害性強化【県】 

    
③ 情報の共有    

・災害対策本部設置、避難勧告等の情報について地上デジタル放送による情報提供の 
実施【県・市町村】 

◎ホームページ・ＳＮＳ活用による防災情報・ライフライン情報の提供 
【県・市町村・事業者】 

 
④ 非常通信を確保する団体・事業者との連携（連携方法の確認、非常通信訓練の実施） 

【県・事業者】 
     ◇東海地方非常通信協議会とその構成員 
   ◇（一社）日本アマチュア無線連盟 
   ◇岐阜県タクシー協会 

（教訓）過去の大規模地震では、携帯電話を含む電話回線の輻輳・途絶が多く生じ、非常通信  

   の設備が乏しい自治体では初期の被害状況の伝達が遅れたケースがあった。また「震度  

   情報ネットワークシステム（震度計を各地に設置し、震度情報を気象庁や消防庁へ電送  

   するシステム。震度情報は、マスコミを通じて公表される。）の故障等により、迅速な  

    震度情報が集約できず、情報提供が遅れたケースが相次いだ。 
 
◆東日本大震災 

大震災では、住民への主要な情報伝達ルートである市町村防災行政無線が被災し、岩手県大槌町 

は７割、宮古市では４割弱、釜石市では３割が機能しない状況となった。 
 
◆新潟県中越地震 

発災直後は被害の大きくない自治体から県庁に大量の電話、ＦＡＸがあり、その内容の確認に手 

間取った。一方、停電した自治体とは連絡が取れず、県職員を派遣したものの、携帯電話を含む電

話回線の輻輳・途絶のため、当該職員との連絡もつかないケースもあった。 
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⑤ 市町村における広報、広聴等に関する体制の整備 
      ・市町村における相談体制の整備（業務マニュアルの整備）【市町村】            

＜住民相談体制の整備市町村＞現状値：17市町村(H30) ⇒  目標値：42 市町村(R6) 
 

・広報、広聴に関する業務マニュアルの整備（外国人、障がい者等の要配慮者に配慮し
た伝達・表現方法の検討、危機管理広報への対応を含む）【市町村】        

          ＜広報・広聴に関する業務マニュアル整備市町村＞  

 現状値：18 市町村(H30) ⇒ 目標値：42 市町村(R6) 
 

◎生活復旧（生活相談、見舞金、融資、税減免、国・県の被災者生活再建支援制度等）、 
経済復旧（融資、租税減免等）に関する業務マニュアルの整備【市町村】  

 
⑥  県における相談体制の整備 
   ・災害対策本部県民相談チームの運用体制の強化【県】 

・県民からの相談対応に関する業務マニュアルの見直し【県】 

 
⑦ 住民への情報伝達システムの整備 
      ・市町村防災無線の戸別受信機の整備等、全ての住民が防災情報を入手できる通信手段 

の整備【市町村】 
      ◎震度情報ネットワークシステムの更新【県】 
      ・エリアメール等による緊急情報伝達の実施【市町村】 

      ・Ｌアラート（災害情報共有システム）による災害情報伝達の充実【県・市町村】 

 
⑧ ◎テレビ・ラジオ・新聞などの協力による情報提供体制の整備（放送協定、避難勧告等の 
   伝達体制の強化等（体制の点検、訓練の実施））【県・事業者】 

 

⑨ 緊急地震速報の伝達 
     ・住民、事業所、学校等での緊急地震速報の受信（携帯電話、専用受信端末等） 

【県・市町村・県民・事業者】 
     ・全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）と防災行政無線等を活用した伝達体制の 

整備【市町村】 

 

 



- 42 - 
 

 

５－（３） 公共土木施設復旧体制の早期整備            県担当部：県土整備部 他 

（目標）県は、公共土木施設等に係わる災害が発生し、またはその恐れがある場合において、
災害の拡大防止と被害施設の早期復旧を図るため、災害応援協定団体等から円滑に応援
協力を得られるよう、連携体制を整備する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 国土交通省、隣県との連携体制の整備 
   ・県単独での早期調査・復旧が困難な場合に備えて、災害応援協定団体等との相互窓口

を確認【県】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

② 大規模土砂災害急迫時の緊急調査の実施にかかる国及び市町村との連携 
     ・国土交通省や市町村との相互窓口の確認【県】 
     ・市町村を対象とした「土砂災害防止法に基づく緊急調査」の概要説明会を実施【県】 
 
③ 大規模地震発生時において県が実施する土砂災害危険箇所や砂防施設等の緊急点検にか

かる国との連携 
     ・直轄砂防事務所が行う情報伝達訓練等への参加【県】 
 
④ 災害応援協定団体等との連携強化 
   ・災害応援協定連絡会議の開催等により、相互窓口を確認【県・事業者】 
   ・各協会等との防災訓練の実施【県・事業者】 

    ◇（一社）岐阜県建設業協会（被災者の救出支援、道路・河川・その他の施設の応急復旧、緊急輸送道 

路の確保のための措置） 
    ◇（一社）岐阜県測量設計業協会（被害状況調査） 
    ◇岐阜県橋梁会（被害橋梁の調査） 
    ◇岐阜県土木建築解体事業協同組合（被災者の救出支援） 
    ◇（一社）岐阜県道路交通安全施設業協会（道路交通安全施設の被害状況調査） 
    ◇（一社）全国特定法面保護協会岐阜県事務所（道路斜面等の被害状況調査） 

（教訓） 

◆東日本大震災 

多くの道路網が被害を受け、津波で大きな被害を受けた沿岸部への進出のため、国土交通省の「く

しの歯」作戦により道路啓開・復旧が実施され、広域的な救援ルートが確保された。 
 一方で、堤防等河川管理施設も大規模かつ広範囲にわたる被害を受け、その被害箇所の多さから、 

震災後十分な対策ができないまま出水期を迎えざるを得ない状況にある。 

※国土交通省による地方公共団体への災害時支援 
 ・ホットラインによる情報連絡体制の確立 
 ・情報収集・提供（ヘリコプターからの映像配信等） 
 ・県・市町村への情報収集員（リエゾン）派遣 
 ・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣 
 ・車両・建設機械・応急組立橋等応急復旧資機材の貸付 
 ・通信機器等の貸付・操作員派遣 
 ・災害緊急対応事業の実施 
 ・「地域総合支援室」の有効活用 

※緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ） 平成 20 年５月発足 
【活動内容】 
・全国の地方支分部局職員等が国土交通省の総合調整により活動 
・国が主体的に緊急調査を実施 
・関係機関と連携して必要な緊急応急対策を実施 
 （初動時の緊急調査等を国費 100％で実施） 
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    ◇（一社）岐阜県造園緑化協会（街路樹の被害状況調査・応急復旧） 
    ◇岐阜県地質調査業協会（被害状況調査） 
    ◇岐阜県鋼構造物建設協会（横断歩道橋の被害状況調査） 
     ◇中部地方整備局及び管内各県、政令市（情報共有、資機材の貸与、被害状況調査、緊急対応） 
    ◇北陸地方整備局及び管内各県、政令市（情報共有、資機材の貸与、被害状況調査、緊急対応） 等 

    

⑤ 災害対策強化のための建設機械の保有推進【県・事業者】 
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 ５－（４） 輸送の確保                                        県担当部：県土整備部 他 

（目標）県、市町村は、早期の通行確保のための復旧体制を整備する。また、大規模災害時に
国等が行う交通管制の情報収集等も含め、緊急輸送道路を確保するための交通規制を行
う体制、空路による輸送手段の体制を整備する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 緊急輸送道路等の復旧体制に係る道路管理者間の連携 
   ・市町村担当者の窓口を確認【県】 
     ・国管理、県管理道路の通行規制情報の共有【県】 
     ・国、県、市町村を構成メンバーとする情報共有会議を開催し、通行規制情報の共有 

方法の協議【県】 
 
② 災害応援協定団体等との連携強化 
   ・災害応援協定連絡会議の開催等により、相互窓口を確認【県・事業者】 
   ・各協会等との防災訓練の実施【県・事業者】 
 
③ 緊急時に備えた交通規制、公共交通の確保 
   ・大規模停電時の交通規制の検討【県】 
   ・大規模停電時の公共交通の機能確保の促進【県・事業者】 

     ・被災者等の輸送業務に関する体制整備【県・事業者】 
    ◇（公社）岐阜県バス協会（緊急・救援輸送に関する協定締結） 

  
④ 被災地への交通総量抑制対策の推進 
   ・通行制限方策の適切な実施（緊急通行車両確認証明書の発行）【県】 
 

＜第１次緊急輸送道路＞ 

 県庁所在地、地方中心都市などを連絡し、広域の緊急輸送を担う道路 

 （その他の道路）  主要地方道３路線、一般国道３路線、市町村道７路線 

   (地方中心都市)   岐阜市、大垣市、美濃加茂市、関市、郡上市、多治見市 

             中津川市、下呂市、高山市 

 ＜第２次緊急輸送道路＞ 

 第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機関、広域防災拠点、ヘリ

ポート、災害医療拠点、自衛隊等）を連絡し、地域内の緊急輸送を担う道路 

 ＜第３次緊急輸送道路＞ 

 第１次・第２次緊急輸送道路と防災拠点を相互に連絡し、地区内の緊急輸送を担う道路 

（教訓） 

◆東日本大震災 

大震災では、津波によって多くの道路網が被害を受けた。しかし、東北地方の内陸部を南北に縦 

貫する国道４号を起点に、沿岸部の被災地に繋がる 16本の国道を緊急輸送道路として確保する「啓

開」作業、「くしの歯作戦」を進めたことによって、短期期間で自衛隊や消防が活動するために不

可欠な被災地への緊急連絡路の確保を可能とした。 
 
◆阪神・淡路大震災 

主要幹線道路が直接被災したほか、倒壊家屋によって道路が封鎖され通行不能箇所が続出した。 
 
◆その他 
 新潟県中越地震では、中山間地域での地滑り、崖崩れなどにより道路が通行不能となり、多数の

集落が孤立した。また、孤立地区となった山古志地区からの避難民の輸送には、ヘリコプターが活

用された。 
 岩手・宮城内陸地震でも、地滑りによる道路通行不能箇所、孤立地区が発生したが、自衛隊、海 

上保安本部、他県のヘリコプターなどにより、計 340人の避難者輸送が行われた。 
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⑤ 放置車両の撤去に関する体制整備【県・事業者】 

     ◇（一社）日本自動車連盟（災害時通行妨害車両の排除） 

 
⑥ 交通規制要員の確保【県・事業者】 

      ◇（一社）岐阜県警備業協会（交通誘導業務） 

 
⑦ 県内のヘリコプター臨時離着陸場の点検、把握強化【県・市町村】 

 

 

⑧ 輸送道路等の確保 
   ・自動車による被害情報の収集が困難な箇所について、バイク等を活用したパトロール

を実施【県】 
・道路啓開計画に基づく対応が確実かつ迅速に実施できるよう関係機関と連携した訓練

の実施【県】 
・緊急輸送道路の沿道建築物の耐震診断を義務付け、早急に耐震化を図るため、緊急輸

送道路の一部について耐震改修促進法における「沿道建築物の耐震化を図るべき道
路」に指定【県】 

 

 

・臨時離着陸場：県内 234 箇所（H27.10.1 時点） 
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５－（５） 避難所の迅速な開設・運営                  県担当部：危機管理部 

（目標）市町村は、避難所、避難場所の量的な確保や、避難生活を支援する体制を整備   
し、大規模地震発生後に避難所を迅速に開設し、運営する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① ◎避難体制の見直しと県民への周知 
   ・避難所、避難場所の総点検と住民への周知徹底【市町村】 
    （量的な確保、耐震・耐火性、場所の適正性、旅館・ホテル等の避難所としての活用、避難所となる公共施設等

のバリアフリー化や災害に強いトイレの検討） 

      ・避難所、避難場所の位置、避難経路・避難方法の確認【県・市町村・県民】  
            ＜指定避難所、避難場所の認知度（県政モニターアンケート調査）＞  

現状値：88.7％(R1) ⇒ 目標値：現状維持(R6) 

 
②  ◎避難所運営ガイドラインの見直し 
      ・南海トラフ地震臨時情報発表時の避難所の運営など必要な内容について、随時、「避

難所運営ガイドライン」を見直し【県】 

 

③  ◎避難所の運営に関するマニュアルの整備 
      ・必要な安全性及び良好な居住性の確保について記載【市町村】 
      ・食料、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布及び保険医療サービスの提供など 

生活環境の整備方法等について記載。特に運営への女性の参画推進、女性や子育て 
家庭、要配慮者のニーズに留意【市町村】 

 

（教訓） 

◆熊本地震 

・長期化した余震への不安や、ペット同伴、乳幼児がいる等の理由で、多くの住民が指定避難所や

民間施設の駐車場で車中泊を行ったが、行政側が車中泊避難を想定していなかったため、避難者数

の把握に手間取り、支援物資の提供に遅れや混乱が生じた。また、車中泊避難者を中心に、エコノ

ミークラス症候群を発症するケースが発生した。 

・Ａ町（職員数約 250 人）をはじめ、今回被災した小規模な自治体では、避難所運営にあたる職員

が絶対的に不足。他自治体からの応援職員が運営支援を行ったが、被災者台帳の作成などに苦慮し、

物資の配布が円滑に行えなかった。 

・町内会などで構成される「自主防災組織」が、リーダー不在等の理由により機能しないケースが

多く見られた。 

・避難所生活において、体調不良を自ら訴えることができず、容体を悪くする高齢避難者が相次い

だほか、妊産婦など自らの身を守ることが困難な方への受入環境が整っていない避難所が目立った。

また、視覚や聴覚に障がいを持つ方に対する情報提供が十分でない避難所も多かった。 

・断水のため手洗いができないほか、不衛生な仮設トイレ、ノロウイルスの集団感染発生など、感

染症対策が不十分な避難所があった。 

・ペット連れ避難者の受入体制が整っていない避難所が数多くあり、多くのペット連れの被災者が

車中や損壊した自宅での避難生活を余儀なくされた。 

 

◆東日本大震災 

市町村が指定した避難所のうち、少なくとも岩手県、宮城県、福島県の３県の 101箇所以上が津 

波、浸水被害にあった。このことにより事前に想定していなかった施設が避難所となったり、避難

所によっては過密な状態となるなど、避難所の立ち上げ・運営に混乱を来した。 
 
◆阪神・淡路大震災 

指定されていない場所で、自然発生的に多くの避難所が立ち上がり、避難生活を支援する行政の 

対応が課題となった。（神戸市の例：地域防災計画で定めた避難所数 364箇所、ピーク時（H7.1.26）

の避難所数 599箇所） 
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・市町村防災アドバイザーチームによる市町村個別訪問や、市町村向け研修会の開催
等を通じて、自宅や車中泊避難者の実態やニーズの把握方法、支援物資の配布方法
について、市町村の「避難所運営マニュアル」の策定及び見直しを促進【県】  

     ＜避難所運営に関する業務マニュアルの整備市町村＞  

現状値：20 市町村(H30) ⇒ 目標値：42市町村(R6) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
④  その他のマニュアルの整備等 

・「被災動物の救援に関するマニュアル」の整備及びペット同行避難訓練の実施 
【市町村】 

・国のマニュアル等を活用し、市町村における「感染症・食中毒の対策を規定するマニ
ュアル」の策定を促進【県】 

◎学校内及び校外周辺の避難経路の確保など、各学校による「危機管理マニュアル」の
改訂と訓練の実施及び指導【県・市町村・事業者】 

 
⑤  配慮が必要な避難者への対応等 

・災害の検証や訓練結果を踏まえた「避難所運営ガイドライン」の改訂【県・市町村】 
・災害の検証等を踏まえ「要配慮者支援対策マニュアル」の改訂【県】 

 
⑥ ◎「清流の国ぎふ 防災・減災センター」を核とした防災人材の育成 

      ・地域で活躍できる防災リーダーの育成【県・事業者】 

・育成した人材が地域で活躍できる機会の創出【県】 
・災害図上訓練・避難所運営指導者研修等の実施【県・県民・事業者】 
 

⑦  避難所の運営体制の整備等 
・ペット対策について、県ホームページに専用ページを新設するほか、動物愛護週間等

のイベントにおいて、飼い主に対する災害時の備えについての啓発を強化【県】 
◎避難所の資機材の整備(非常用発電機、非常用通信設備、パーテーション、簡易型避
難所用テント、避難所用ロールマット等)【市町村】 

   ・指定避難所の駐車可能台数のリスト化、避難所近隣の大型駐車場の事前把握等により
車中泊避難者用の駐車場所を予め指定・確保するなどの事前検討を実施【市町村】 

◎地域住民や学校施設管理者を対象に実践的な避難所運営訓練を実施（実施支援を含 
む）                                 【県】 

◎自主防災組織など、住民による避難所運営のルールづくりと避難所運営訓練の実施 
【市町村】 

・避難所生活から生じる衛生上の諸課題等について市町村や県民へ周知【県】 
・避難所生活を送るうえで、感染拡大防止の注意点等について県民に広く周知【県】 

 

 

福祉避難コーナーの設置（京都府） 

 災害時に要配慮者に対し適切な支援ができる施設、いわゆる「福祉避難所」として対応でき

る施設には限りがあることから、体育館などの一般避難所においても要配慮者の支援が必要と

なってくる。 

京都府では、全国で初めて一般避難所のユニバーサルデザイン化に着目し、要配慮者にも対

応できる「福祉避難コーナー設置避難所」の整備を進めることとし、ガイドラインを策定 

 

＜参考＞ 

 福祉避難コーナー設置ガイドライン（京都府） 
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６ 救急・救助体制の充実 

６－（１） 医療救護体制の充実                                  県担当部：健康福祉部 

（目標）県、市町村は、市町村内の医療救護体制の充実を図るほか、圏域内、県内、さらに 
県外も視野に入れた医療救護体制の整備を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（施策） 
① 医療救護計画及び業務マニュアルの整備 
     ・「岐阜県地震災害等医療救護計画」の改訂 

（※医療救護実施期間の再検討、災害時医療応援体制の再検討、亜急性期以降の医療救護活動の再検討、広域医 

療搬送手法の再検討、ＤＭＡＴの計画的な整備、医療救護班における薬剤師の役割の再検討、精神障がい者の 

対応、人工透析患者への対応、歯科医療救護における体制の再検討、を含む）【県】 
     ・「岐阜県地震災害等医療救護マニュアル」の改訂【県】 
       ・市町村における医療救護計画・業務マニュアルの整備【市町村】 
            

＜医療救護計画・業務マニュアルの整備市町村＞  

現状値：42 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) ※現状維持 

 

（教訓） 

◆熊本地震 

 地震による停電や給水タンクの破損により、病院機能が停止し、患者の転院を余儀なくされる病

院が相次いだ。また、熊本県内に２箇所しかない「総合周産期母子医療センター」のうち、唯一新

生児の心臓手術が可能な病院が被災し、出産前後の医療体制に支障が生じる事態も発生した。 

 

◆東日本大震災 

大震災では、全国からドクターヘリが 16機参集し、140名以上の患者搬送を実施し、災害初動期 

において必要不可欠なインフラであることが明らかになった。 
  また、医療機関や福祉施設の多くが被災したことにより認知症患者や要介護者が行き場を失い、 

長期の避難所生活を強いられたり、入院患者の転院が行われた。 
 
◆阪神・淡路大震災 

多数の重傷者が発生したにも関わらず、広域搬送の計画・業務マニュアルが未整備で、ヘリコプ 

ターによる空中搬送を実施したのは少人数であった。大規模震災になるほど重傷者は多数発生し、

地域内での治療は困難となる。 
 
◆新潟県中越沖地震 

県内外から 42チームのＤＭＡＴが集結し活動したが、ＤＭＡＴと県内医療チーム及び被災地医療

機関との間の調整がされなかったという受け入れ側の不手際が指摘されている。 

＜災害拠点病院＞ 
  県総合医療センター、岐阜大学医学部附属病院、岐阜赤十字病院、岐阜市民病院、 

松波総合病院、大垣市民病院、木沢記念病院、中濃厚生病院、中津川市民病院、 

県立多治見病院、高山赤十字病院、久美愛厚生病院 
 ＜高度救命救急センター＞ 
  岐阜大学医学部附属病院  
 ＜救命救急センター＞ 
  県総合医療センター、大垣市民病院、中濃厚生病院、県立多治見病院、高山赤十字病院 
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② ＤＭＡＴ運用体制の整備 
    ・ＤＭＡＴ運用計画の改訂【県】 

       ＜ＤＭＡＴ保有率（基幹災害拠点病院 2チーム以上、地域災害拠点病院 1 チーム以上）＞  

現状値：100％(H30) ⇒ 目標値：100％(R6) ※現状維持 

＜ＤＭＡＴ訓練参加チーム＞ 現状値：27チーム(H26～H30) ⇒ 目標値：30チーム(R2～R6) 
 

    ◎災害拠点病院等との連携体制を構築する研修会等の開催【県・市町村・事業者】 

   ◎ＤＭＡＴ活動に要する設備整備の支援【県】 

 

 

 

 

 
 
③ 市町村と関係機関との連携体制の確認【市町村】 

    ◇（一社）岐阜県医師会 

    ◇（公社）岐阜県歯科医師会 等 

 
④ 救護所の設置予定場所の指定【市町村・事業者】  
     ＜救護所の設置予定場所を指定している市町村＞ 

現状値：22 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 

 
⑤ 医療救護の調整機能の強化 
     ・災害医療コーディネート体制の強化（関係機関等との連絡・情報共有体制を含む） 

【県・市町村・事業者】  

◎ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）構成員の人材育成【県】 

 
 
 
 
 
 
⑥ 要配慮者への医療救護支援体制の整備 
     ・要介護者、認知症患者、精神障がい者、難病患者、重症心身障がい児･者等への支援

体制の整備（人工呼吸器装着患者の電源確保を含む）【県・市町村・事業者】 

◎ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の体制整備【県】 

 

 

 

 

 

 

⑦ ◎ＤＣＡＴ（災害派遣福祉チーム）派遣体制の強化【県・市町村・事業者】 

＜ＤＣＡＴ及びＢＣＰ策定にかかる各種研修会や実地訓練の実施回数＞ 

現状値：27 回(R1) ⇒ 目標値：67 回 (R6) 

 

 

 

 

 
 
 
 

※ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team：災害派遣医療チーム）とは 
 医師、看護師、業務調整員（医師、看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規模

災害や事故などの現場に急性期（おおむね 48 時間以内）に活動できる機動性を持った、専門

的な訓練を受けた医療チーム。 

※ＤＨＥＡＴ（Disaster Health Emergency Assistance Team）とは 
 重大な健康危機が発生した際に、健康危機管理に必要な情報収集・分析や全体調整などの専

門的な研修・訓練を受けた都道府県及び指定都市の職員によって組織された災害時健康危機管

理支援チーム 

 

※ＤＣＡＴ（Disaster Care Assistance Team）とは 
 被災により避難した高齢者や障がい者などの配慮が必要な方々が、一般避難所や福祉避難所

等で十分な福祉的支援を受けられるよう、地域の福祉人材からなる派遣チームを構成し、避難

所等に派遣し、福祉的支援活動を行う。 

 

※ＤＰＡＴ（Disaster Psychiatric Assistance Team）とは 
 自然災害や犯罪事件・航空機・列車事故等の集団災害が発生した場合、被災地域の精神保健

医療ニーズの把握、他の保健医療体制との連携、各種関係機関等とのマネージメント、専門性

の高い精神科医療の提供と精神保健活動の支援を行う、専門的な研修・訓練を受けたチーム。 
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⑧  福祉避難所（社会福祉施設等）の充実・強化 
   ◎福祉避難所の設置促進や資機材整備の推進など福祉避難所の充実・強化 

【県・市町村・事業者】  

   ・福祉避難所の耐震性向上及び運営指針の整備【市町村】 
   ◎災害の検証や訓練結果を踏まえた「避難所運営ガイドライン」の改訂【県・市町村】 
   ・災害の検証等を踏まえ「要配慮者支援対策マニュアル」の改訂【県】 

   ◎福祉避難所運営訓練と連動した岐阜ＤＣＡＴ実地訓練の実施【県・市町村】 
   ・近隣住民や民生委員等が連携し、要支援者への声掛けや訪問を行う、「見守りネット

ワーク活動」の活発化を通じて、福祉避難所の情報等を広く周知【県・市町村・県民】 
 
⑨ 医薬品等の確保 
      ・医薬品・医療用物資等の保有量調査の実施【県】 
      ・医薬品・医療用物資等の運搬手段の確保【県】 
     ◇岐阜県医薬品卸協同組合 

     ◇岐阜県製薬協会 

     ◇（一社）日本産業・医療ガス協会 

    ◇東海歯科用品商協同組合岐阜県支部 

◇岐阜県医療機器販売業協会 
 
    ・薬剤師の派遣に関する関係団体との連携強化【県】 
    ◇（一社）岐阜県薬剤師会 

 
⑩ 医療機関相互の連携の推進 
   ・広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の活用【県・市町村・事業者】 

   ・災害医療研修・訓練等の実施【県・市町村・事業者】 
 
⑪ ドクターヘリの活用体制の整備 
   ・大規模災害時のドクターヘリの運用体制の検討【県・市町村・事業者】 

   ・富山県ドクターヘリの共同運航の実施【県】 

   ・給油施設拠点等の整備【県】 
   ・本県が被災した場合に出動した他県のドクターヘリの統制スキームについて整理【県】 

 
⑫ 大規模商業施設における医療救護体制の整備 
     ・大規模商業施設において発災した場合における医療救護体制の整備【市町村・事業者】 
 
⑬ 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の体制強化【県・市町村・事業者】 

 

 
 
 

 

※ＳＣＵ（Staging Care Unit）とは 
 大規模災害時に、傷病者を被災地から被災地外へ搬送するため、広域搬送拠点に設置す

る臨時医療施設。民間や自衛隊の空港等に設置される。 
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６－（２） 医療インフラ・情報体制の整備                        県担当部：健康福祉部 

（目標）大規模災害における、医療機関の機能確保のために、災害拠点病院への燃料、   
水の優先的供給及び医薬品や医療器具の調達体制を整備する。 

    また、患者や医療機関の情報を消失しないために、通常時から情報の集約、維   
持を行うとともに、災害時に被害情報を活用できる情報収集ツールを構築する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 医療救護計画及び業務マニュアルの整備 
   ・「岐阜県地震災害等医療救護計画」の改訂【県】 

 
 
② 医療機関の機能強化 
    ・施設の耐震化、ライフラインの確保【県・市町村・事業者】  

＜災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率＞ 

現状値：92%(R1) ⇒ 目標値 100%(R3)[再掲] 
   ・非常用食料及び飲料水の確保【県・市町村・事業者】 
   ・緊急時収容機能の確保【県・市町村・事業者】  
   ◎災害時に医療機関等へ燃料・水を優先的に供給する体制の整備【県・市町村・事業者】 
 
 
③ 災害拠点病院の体制強化 

     ・周辺病院との連携体制の構築【県・市町村・事業者】 
     ・災害拠点病院の追加指定の検討【県・市町村・事業者】  

   ・医療施設の防火体制の強化【県・市町村・事業者】 
◎災害拠点病院が実施する備蓄倉庫、自家発電装置、受水槽などの施設整備に要する経
費への支援【県】 

 
 
④ 医療情報の集約・収集体制の整備 
     ・医療機関や患者の医療情報の保存と活用の検討【県・市町村・事業者】 
     ・お薬手帳の普及促進【県・市町村・事業者】 
     ・医療機関における情報通信手段の整備【県・市町村・事業者】 

 

 

（教訓） 

◆東日本大震災 

多くの医療機関が被災したため、電子媒体、紙媒体を問わず、保管していた患者や医療機関自体 

の情報を消失した。 
 また、発災直後の通信手段が途絶した状況下で、どのような容態の患者がどこにいて、どこで医 

師が不足しているのか、どこの病院が患者を受け入れられるのかといった、医療救護を行う上での 

不可欠な情報の収集・提供・管理が困難な状況が発生した。 
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６－（３） 救急・救助等の受援体制の整備                      県担当部：危機管理部 他 

（目標）県・市町村は救急・救助等に関する広域受援計画を策定し、業務マニュアルを   
整備し、関係機関と情報共有を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（施策） 
① 他都道府県との連携  
      ・中部圏の広域防災拠点の活用検討【県】 
        ◇全都道府県（災害時応援協定） 

        ◇中部９県１市（愛知、三重、滋賀、石川、福井、富山、長野、静岡、名古屋市）（災害時応援協定） 

        ◇愛知、三重、長野、石川、福井、富山、滋賀、名古屋市（防災ヘリ応援協定） 

 
② 受援体制の計画及び業務マニュアルの整備 
   ・「岐阜県災害時広域受援計画」の改訂（※市町村と県との情報共有体制強化、広域検視体制の整備、 

を含む）【県・市町村】 

＜市町村の受援計画策定数＞  

        現状値：5 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42 市町村(R6) 

   ・応援部隊の要請方法、応援部隊の活動を支援するためのマニュアル整備【市町村】 
    ◇緊急消防援助隊（全国の消防機関による応援） 

    ◇広域緊急援助隊（全国の警察による応援） 

    ◇自衛隊（災害派遣） 

       ◇医療チーム（災害派遣）           
＜応援部隊の要請方法、応援部隊の活動を支援するためのマニュアル整備＞  

現状値：20 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 
 

◎災害対策本部の受援・支援に関する調整機能の強化【県】 
 
③ 消防、警察、自衛隊、医療チームの活動拠点の指定 
    ・県広域防災拠点の指定【県】 
      ・市町村における活動拠点の候補地の選定【市町村】 
     
④ ◎協定内容の拡充・検証 
    ・救助活動を行う機関の燃料確保のための団体との連携強化【県・市町村】 

    ◇県石油商業組合（石油類等燃料の供給） 

 
⑤ 広域火葬の調整体制の整備 
      ・検死、遺体処理、埋葬の業務マニュアルの整備【市町村】         
             ＜広域火葬業務マニュアルの整備市町村＞  

現状値：14 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 
    

・「岐阜県広域火葬計画」の改訂（※近隣県の情報収集含む）【県】 

（教訓） 

◆東日本大震災 

大震災では、特定の県について警察・消防の広域援助隊が各都道府県から応援に来ていたが、各

市町村に分派し、集中運用がなされていないため、人員的にも規模が小さく、効率的に運用されて

いない状況にあった。 
 
◆その他 

大規模な震災では、全国から警察・消防・自衛隊の公的機関のほか医療チーム、ボランティアな

どの応援が被災地に対して行われるが、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震では、被災地の自治体

に、これらを効率よく支援する体制が未整備であった。 
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７ 受援・支援体制の整備 

７－（１） 応急危険度判定体制の充実                           県担当部：都市建築部 

（目標）県、市町村は「被災建築物応急危険度判定士」「被災宅地危険度判定士」の養   
成及び訓練の継続、及び現地活動の支援体制の充実を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 応急危険度判定の実施体制の整備 
      ・応急危険度判定士の受入体制整備【市町村】 
    ・応急危険度判定の実施計画（地区割り等計画）の整備【市町村】 
    ・圏域ごとに研修会を開催するなどした判定コーディネーター（市町村職員）の育成 

【県・市町村】 
    ・倒壊家屋等、住宅に関する総合相談窓口の設置【県・関係団体】 
 
② 応急危険度判定の支援体制の整備 
      ・判定士連絡網の点検【県・市町村・事業者】 
    ・判定マニュアルの点検・見直し（住民への広報や、他機関との情報共有等を追加） 

【県・市町村】 

（教訓） 

◆熊本地震 

 被災した小規模自治体においては、危険度判定実施本部の立上げが遅れたほか、全体をコントロ

ールする人材が不足し、判定作業が円滑に進まないケースが相次いだ。制度について、住民への事

前周知が不足していたため、他制度と混同する住民も少なくなかった 

 

◆東日本大震災 

広域支援要請が検討されたが、現地のガソリン不足や食糧、宿泊場所の確保が困難なことなどか 

ら広域支援要請は出されなかった。 
 また、宅地被害も多く見られたため、被災宅地危険度判定士の広域支援要請がなされ活動を行っ 

たが、液状化した宅地に対する判定方法が新たな課題となった。 
 
◆阪神・淡路大震災 

震災以後、「被災建築物応急危険度判定士」の制度が設立され、地震直後に引き続き自宅で生活

ができるかどうかを診断する制度が構築された。 
 
◆その他 
 新潟県中越地震では、国土交通省の広域調整のもとに応急危険度判定が実施され、危険度判定士

が活躍した。 
 岩手・宮城内陸地震でも、応急危険度判定が実施されたが、発生日が土曜日であったことから、 

民間判定士の協力要請に時間を要した。 

※「被災建築物応急危険度判定」、「被災宅地危険度判定」とは 
 「被災建築物応急危険度判定」とは、地震により被災した建物が、その後に発生する余震等で 

倒壊したり物が落下して、人命に危険を及ぼす恐れがあるため、被災後すぐに被災建物の調査を

行い、その建物が使用できるか否かを応急的に判定すること（「項目９－（２）」の「罹
り

災証明」

発行のための調査ではない）。 
 また、「被災宅地危険度判定」とは、宅地の被災状況を調査し、二次災害を防止するための判定。  



- 54 - 
 

    ・判定資機材の整備【県】 
 
③ 被災建築物応急危険度判定士の育成 
      ・講習会の開催【県】 

 

 
 
 
 
      ＜被災建築物応急危険度判定士登録者数＞  

 現状値：2,461人(H30)  ⇒ 目標値：2,500 人(R6) ※2,500人体制の維持 

 
④ 被災建築物応急危険度判定士の訓練の実施【県・関係団体】 
  
⑤ 被災宅地危険度判定士の育成・維持 
      ・講習会の開催【県】      
 
 
 
 
 

＜被災宅地危険度判定士登録者数＞  

現状値：341 人(H30)  ⇒ 目標値：200 人(R6) ※200 人体制の維持 

 

 

※被災建築物応急危険度判定士とは 
 建築士法に基づく一級・二級・木造建築士・特殊建築物等調査資格者の建築物に関する知識 

を有する方で、県が行う養成講習会の講習を受け、県に登録をなされた方。５年ごとに更新手 

続きが必要。 

※被災宅地危険度判定士とは 
 宅地造成等規制法又は都市計画法に規定する設計資格を有する方、または国又は地方公共 

団体等の職員で土木・建築等に関し一定期間以上の実務経験がある方で、県が行う養成講習 

会の講習を受け、県に登録をなされた方。５年ごとに更新手続きが必要。 
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７－（２） 避難生活支援体制の整備                   県担当部：危機管理部 他 

（目標）市町村は、避難生活に必要な資機材（通信設備、テレビ、ラジオ、トイレ等）の  
 配備を行うことにより、避難生活支援体制を整備する。 

 

 

 
 
 
 

（施策） 
① 在宅被災者支援 
   ・在宅被災者に関する支援体制の整備【市町村】 
 
 
② 在宅介護者支援 
   ・介護事業者の巡回介護の能力向上【県・市町村・事業者】 
 
 
③ 県立学校における避難所運営支援計画の作成 
   ・県立学校と市町村との協定等の内容に応じた避難所運営支援計画の作成【県】 
 
     
④ 警備業協会との連携【県・事業者】 

    ◇岐阜県警備業協会（避難・救助活動等に必要な情報を提供） 
 
 
⑤ 動物救援体制の整備 
   ・ペット同行避難に関する普及・啓発【県・市町村】 

・ペット同行避難訓練の実施【県・市町村・県民】 
   ・飼い主に対する危険動物逸走対策マニュアル作成（飼養許可申請時にその都度提出） 

の指導【県】 

 

 

（教訓） 

◆東日本大震災 

寝たきりの方や身体の不自由な方など避難所に連れて行けない、又は避難所生活ができず、自宅 

にいる在宅被災者に対し、支援物資が行き届かないという現状があった。 
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７－（３） し尿・トイレ対策の充実                            県担当部：危機管理部 他 

（目標）県は、災害後のし尿処理対策（仮設トイレ対策含む。）について、関係機関と   
協力してガイドラインを提示し、市町村はし尿処理に関する体制を整備する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 災害時のし尿処理対策（避難所における仮設トイレ対策含む）の研究 
   ・災害時における浄化槽活用方策の検討【県】 
         
② ◎市町村災害廃棄物処理計画の整備【市町村】 
 
 
③ 簡易・仮設トイレの備蓄及び調達体制の整備【市町村】  

    ＜簡易トイレ・仮設トイレの備蓄市町村＞  

現状値：33 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 
          
④ 広域のし尿処理対策 
   ・県内における広域的なし尿処理を行うための体制の強化【県】 
     
⑤ ◎下水道の耐震化・老朽化対策 

・流域下水道の耐震・老朽化対策の推進【県】 

   ・公共下水道の耐震・老朽化対策の推進【県・市町村】 
＜地震対策上重要な下水管きょにおける地震対策実施率（市町村を含む）＞[再掲] 

現状値：69.8％(H29) ⇒ 目標値：73.0％(R6) 

 
⑥ 関係事業者との連携 
   ・関係事業者との連携・強化【県・事業者】 
    ◇岐阜県環境整備事業協同組合（災害一般廃棄物（し尿）の収集運搬） 

 

（教訓） 

◆東日本大震災 

し尿処理支援として県内関係事業者が赴いたが、し尿処理施設が被災し、他に受け入れ施設がな

かったことから、避難所の仮設トイレ等から収集したし尿を県域を越えて運搬した。 

 

◆阪神・淡路大震災 

震災が発生するまでは、非常用トイレ対策は主に風水害の発生を想定して行われており、トイレ

や下水道施設の長期間にわたる機能不全を前提とした仮設トイレの備蓄、耐震性のあるトイレの整

備はほとんど行われていなかった。大規模地震発生後は、断水等により水洗トイレが使えないケー

スが多く、非常用トイレ対策の不備が露呈した。 

 

◆新潟県中越地震 

液状化現象によりマンホールが浮き出て、マンホールに直接排泄するタイプの仮設トイレの設置

が困難な例があり、仮設トイレ輸送車両の確保にも時間を要し、それまでの間、携帯型トイレで凌

ぐこととなった。 
 なお、日本赤十字社が行う被災者アンケートでは、いずれの地震においても、トイレ関係の問題

点が上位を占めている（時系列的には、数の不足→使い方の周知→匂い対策と変遷）。 
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７－（４） 食料・物資の供給体制の整備                        県担当部：危機管理部 他 

（目標）県、市町村は、大規模地震発生後の流通麻痺等による食料・物資の欠乏に備え、    
    家庭や事業所での備蓄を促進するとともに、被災者に対し迅速かつ適切な量を供      
     給する体制を整備する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 家庭、事業所の備蓄の推進 
      ・最低でも３日間、可能な限り１週間分の生活必需品（食料・水・医薬品及び携帯トイ

レ等）の備蓄【県・市町村・県民・事業者】 

      ＜非常持ち出し品（携帯ラジオ、懐中電灯など）の用意（県政モニターアンケート調査）＞  

  現状値：66.4％(R1) ⇒ 目標値：75%(R6) 
 

・非常用物資の備蓄促進【県・市町村】 
  
②  備蓄物資の計画策定 
   ・「岐阜県災害時広域受援計画」及び「岐阜県総合備蓄計画」の改訂【県・市町村】 
         ＜備蓄計画（方針）の策定市町村数＞  

現状値：17 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 
 

・県及び市町村間での備蓄物資情報の共有【県・市町村】 
 

（教訓） 

◆熊本地震 

・市民の５％にあたる 36,500人の２日分の食料、計 22万食を備蓄していたが、実際は最大 10万人

超の住民が避難し、各避難所で食料が大幅に不足する事態が発生した。 

・熊本県内の 12市町村では、支援物資の集積拠点を事前に定めていなかったほか、一部の拠点は施

設自体が被災し、物資の受入が不可能となったことが、支援物資が滞る一因となった。 

・政府による「プッシュ型支援」が行われたこともあり、被災地には続々と支援物資が届いたが、

拠点において物資を仕分けする人員や輸送手段が不足し、避難所へ物資が行きわたるのに時間を要

することとなった。 

・緊急輸送道路 113路線のうち、28路線の計 50箇所で陥没や落石、沿道建物の倒壊等に伴う通行止

めが発生。支援物資の輸送が滞る一因となった。 

・Ａ村では、本震の際に発生した阿蘇大橋の崩落のほか、がけ崩れにともなう道路の寸断により、

村の一部が孤立する事態が発生した。 

 

◆東日本大震災 

大震災後の宮城県では、各市町村によって支援物資の差が極端であり、テレビで報道された市町 

村では物資が余ったり、箱のサイズの不統一によって管理する側が追いつかない等、支援物資の滞

留が発生した。 
  また、自治体と民間業者が協定を締結していたが、会社が被災し物資が出せない等、全く協定が 

機能しないというケースも生じた。 
 
◆新潟中越沖地震 

被災市町村の非常食料の備蓄不足、暑さに配慮した食料調達、栄養バランス、特別な配慮が必要 

な人（食物アレルギー、乳幼児、飲み込むことが困難など）の食事、自宅避難者のニーズの把握な

どが課題となった。一方、輸送業者の活用による輸送や生活・衛生用品のパッケージ配布などが効

果を上げた。 
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③ 食料・物資の受援体制の整備 
      ・災害時における食料・物資の調達・配布に関する業務マニュアルの改訂【県・市町村】  
          ＜災害時食糧・物資調達・配布マニュアルの策定市町村＞ 

現状値：17 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 

     ・「岐阜県災害時広域受援計画」の改訂【県・市町村】 
 ＜市町村の受援計画策定数＞  

       現状値：5市町村(H30)  ⇒ 目標値：42 市町村(R6)[再掲] 

◎支援物資調達の円滑化を図るため、協定締結先の専門家を交えて受援体制を見直すと
ともに、訓練を実施【県・市町村・事業者】 

＜実践的な支援物資輸送訓練実施回数＞  

       現状値：1回(H30)  ⇒ 目標値：毎年度実施 

 
④ 物資集積拠点の整備 
      ・県広域防災拠点の指定【県】 
   ◎地域内輸送拠点の指定【県・市町村】 

  ◎地域内輸送拠点を地域防災計画等に規定していない市町村に対し、市町村防災アドバ
イザーチームが市町村を個別訪問し、早期に規定するよう促進【県】 

      ＜地域内輸送拠点を地域防災計画等に規定した市町村＞  

現状値：39 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 

・高速道路のサービスエリア、パーキングエリア等の防災拠点としての利用の検討 
【県・事業者】 

⑤ 物資供給体制の充実 
   ◎物資集積拠点から避難所への物資供給体制の整備【市町村】  
      ＜物資集積拠点から避難所への物資供給体制の整備市町村＞  

現状値：20 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 
 
   ◎民間のノウハウ活用による救援物資の輸送に関する仕組みづくりの検討【県】 

   ・災害に備えた玄米の備蓄・供給体制の整備【県・事業者】 

   ・非常用物資の輸送体制の整備推進【県・事業者】 
 
⑥ 避難者への食料及び物資配布に関する研究の実施 
   ・栄養バランスや、特別な配慮が必要な人（食物アレルギー、乳幼児、飲み込むことが 

困難など）への食料配布の研究【県・市町村】   
    
 ⑦ ◎支援に関する協定の締結の拡充、協定内容の拡充・検討 
   ・事業者との連携の推進【県・事業者】 
    ◇ＪＡ全農岐阜県本部（県内ＪＡグループ）（玄米の備蓄） 

    ◇（一社）岐阜県トラック協会（輸送） 

    ◇全岐阜県生活協同組合連合会（生活用品等の供給） 

    ◇県森林組合連合会（木材の供給） 

    ◇県石油商業組合（石油類等燃料の供給） 

    ◇（一社）岐阜県ＬＰガス協会（ＬＰガスの供給） 

◇石油連盟（重要施設の燃料供給に必要な設備等情報の共有） 等 

   ・救助活動を行う機関の燃料確保のための団体との連携強化【県・事業者】 
    ◇県石油商業組合（石油類等燃料の供給） 

 ⑧ ◎輸送道路等の確保 
・自動車による被害情報の収集が困難な箇所について、バイク等を活用したパトロール

を実施【県】 
・道路啓開計画に基づく対応が確実かつ迅速に実施できるよう関係機関と連携した訓練

の実施【県】 
・緊急輸送道路の沿道建築物の耐震診断を義務付け、早急に耐震化を図るため、緊急輸

送道路の一部について耐震改修促進法における「沿道建築物の耐震化を図るべき道
路」に指定【県】 
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７－（５） ボランティアの受援体制の整備                      県担当部：危機管理部 他 

（目標）市町村は、大規模地震発生時のボランティアの重要性を認識し、ボランティア   
の受入体制等を定めたマニュアルを策定しボランティアとの連携を推進する。 

    県は、ボランティアによる地震防災の活動が円滑に行われるよう、ボランティアの受
入れや調整などが迅速にできる体制を整備する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① ◎市町村におけるボランティア支援体制の整備 
   ・ボランティア支援に関する業務マニュアルの整備【市町村】 

      ＜ボランティア支援業務マニュアルの整備市町村＞  

現状値：22 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 
 

・被災地のボランティア情報の収集と提供体制の整備【県・市町村】    
 
② ◎災害ボランティアセンターの設置・運営の強化 
   ・災害ボランティアの活動拠点の確保【市町村】 
     ・災害ボランティアセンター運用マニュアルの整備【市町村】 
   ・円滑な災害ボランティアセンター運営のための人材育成【県・市町村・関係団体】 

      ＜災害ボランティア支援職員向け研修会の開催＞  

 現状値：2 回(R1)  ⇒ 目標値：毎年度実施  

 
   ・災害ボランティアセンター設置訓練の実施【市町村・関係団体】 
   ・災害ボランティアセンターの設置・事務局運営体制の強化【県・市町村・関係団体】 

 
③ ◎災害ボランティアの受け入れ体制の強化 
      ・岐阜県災害ボランティア連絡会（平時）の開催【県】 
       ・岐阜県災害ボランティア連絡調整会議（災害時）の開催及び設置訓練の実施【県】 
       ◇岐阜県社会福祉協議会 

    ◇（特非）ぎふＮＰＯセンター 

    ◇清流の国ぎふ防災・減災センター 等 

 
④ ◎専門ボランティアの育成・確保 
   ・災害時語学ボランティア研修の実施【県・県民】 
      ・災害時の県、市町村の多言語相互支援（災害時語学ボランティア派遣等）に関する枠

組みの整備【県・市町村】 

   ・専門技術を有するボランティア（土砂撤去等）の円滑な活動環境の整備 
【県・市町村・関係団体】  

（教訓） 

◆熊本地震 

 社会福祉協議会自体が被災したことや人手不足等により、ボランティアの受入窓口となる「災害

ボランティアセンター」の立上げが遅れた。 

 

◆東日本大震災 

広域災害であったため、地震発生当初の被災地における燃料供給事情や、被災自治体の受入体制 

の不備などから、当初はボランティアの受け入れ体制が整わなかった。 
 
◆新潟県中越沖地震 

ボランティアの受け入れを具体的な支援に結びつけるための体制や流れの確立が課題となった。 
 
◆能登半島地震 

災害ボランティアセンターの運営に関して全国的な支援体制（災害ボランティア活動支援プロジ

ェクト会議）が人材や資材の面で効果を上げた。 
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⑤ 災害ボランティア用の資機材の整備【市町村】 
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７－（６） 帰宅困難者・滞留旅客の支援体制、観光客対策         県担当部：危機管理部 他 

（目標）県・市町村は、帰宅困難者及び滞留旅客（以下「帰宅困難者等」という。）に   
対し、鉄道事業者等と連携し、帰宅及び避難生活支援を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 帰宅困難者にならないための備え 
    ・他県(特に愛知県（※）)に通勤・通学する県民への啓発【県・市町村・県民】 

      ※むやみに移動を開始しない基本原則の広報により、一斉帰宅の抑制を図るとともに、滞在場所の確保、徒歩帰宅

に必要な装備、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅経路の確認、事業所の責務など、必要な啓発に努める。 

 

② 市町村と鉄道事業者との連携の推進 
    ◇東海旅客鉄道株式会社、名古屋鉄道株式会社、その他第３セクター鉄道事業者 

     ・各駅に、付近の避難場所又は避難所の位置の明記【市町村・事業者】 
     ・市町村と鉄道事業者との役割分担の明確化【市町村・事業者】 

 
③ 事業者による帰宅困難者等支援体制の推進【県・市町村・事業者】 
 

    ◇岐阜県石油商業組合  

    ◇岐阜県旅館ホテル生活衛生同業組合  等 

    
④ 観光関係事業者等に対する地震防災意識の普及啓発 
   ・旅館・ホテル関係団体への普及啓発【県】 
   ・観光施設等への管理者、経営者への普及啓発【市町村】 

 

⑤ 観光関係事業者等との連携の推進 
   ・宿泊施設等に、付近の避難場所又は避難所の位置の明記【市町村・事業者】 

 
 ⑥ ◎市町村と連携した道の駅の防災機能強化の推進【県・市町村】 
 

 

（教訓）岐阜県では、南海トラフ地震が発生した場合の帰宅困難者（対象：県民）を約１万９千人

と想定している（H25.2公表「岐阜県南海トラフの巨大地震等被害想定調査」）。 
 
◆東日本大震災 

鉄道の運行停止により、関東地方に多数の帰宅困難者を発生させた（10万人以上：警視庁集計）。 

東京新宿の都庁本庁舎には 1,000 人以上が駆け込み、１階の都民ホールは人であふれた。また、埼

玉県はさいたまスーパーアリーナの一部を帰宅困難者に開放し、約 7,000 人を受け入れるなどの対

応を行った。 
 
◆能登半島地震 

地震後７万件以上の宿泊キャンセルが発生するなど、風評被害の影響が一部の観光地にとどまら

ず能登半島全体に及び、その後も観光客の減少が続いたことが報告されている。 
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７－（７） 広域災害に対する受援・支援対策の推進         県担当部：危機管理部 他 

（目標）広域災害の発生に備えて広域自治体間の災害時応援協定を締結するとともに、発災時
には全県的に被災地支援を行う必要があるため、発災時にいち早く被災地への職員派
遣を可能にする体制を整備する。 
また、広域災害の場合の、「県域を越えた」広域避難に備え、被災者の把     

    握方法について整理するとともに、避難所の把握、開設、運営等に関する県同士   
      の調整方法についても整理する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 受援、支援体制の計画及び業務マニュアルの整備 
   ・「岐阜県災害時広域受援計画」の改訂【県・市町村】 
      ・岐阜県大規模災害時支援対策マニュアルの見直し【県】 

＜市町村の受援計画策定数＞  

       現状値：5市町村(H30)  ⇒ 目標値：42 市町村(R6)[再掲] 

② 広域災害に備えた、災害時応援協定の締結 
    ・災害時の広域応援体制の強化【県】 

     ◇鹿児島県（災害時における相互応援協定） 

 

③ 広域防災拠点の整備 
   ◎広域防災拠点の体制強化【県】 

・中部圏の広域防災拠点の活用検討【県】 

   ・応援警察ヘリの受入れ体制の整備【県】 

 

④ 災害派遣部隊の充実強化【県】 

 

⑤ 県域、市町村域を超えた広域避難の仕組みづくりの推進 
   ・中部９県１市広域災害時等応援連絡協議会を通じた広域防災訓練等による、近隣県と

の連携強化【県】 

 

⑥ 広域避難に関する情報共有体制の整備 
   ・全国避難者情報システムの円滑な運用【県・市町村】 
 
 
 
 
 
⑦ し尿処理対策の推進 
   ・県内における広域的なし尿処理を行うための体制の強化【県】 

（教訓） 

◆熊本地震 

 震度７の激しい揺れに襲われたＡ町（職員数約 250 人）は、他県等の職員の応援のもと避難所運

営やインフラ復旧等の応急対応にあたったが、人手が絶対的に不足し、住民の生活再建に不可欠な罹
り

災証明書の発行が、地震発生から１か月以上経過した５月中旬に始まるなど、対応が後手に回るこ

ととなった。 

 

◆東日本大震災 

甚大な被害を被った被災地において、行政機能自体の喪失・破壊等により、多くの避難者の安否 

確認が困難な状況に陥った。 

※全国避難者情報システムとは 
  県外に避難した住民の方から、避難先の市町村へ避難先等に関する情報を提供してもら 

い、その情報を避難元の県や市町村へ提供し、当該情報に基づき、避難元の県や市町村が 

避難者への情報提供等を行うためのシステム。 



- 63 - 
 

Ｃ 復旧・復興時期の減災対策 

８ 復旧・復興体制の整備 
 

８－（１） 震災廃棄物処理対策の推進                            県担当部：環境生活部 他 

（目標）市町村は、あらかじめ仮置場を想定するなど、災害ごみの処理について方     
    針を定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① ◎災害廃棄物処理体制の強化 

・県災害廃棄物処理計画と整合を図った市町村災害廃棄物処理計画の策定【市町村】 

・県・市町村等を対象とした図上演習や職員研修などを実施し、「岐阜県災害廃棄物処
理計画」の実効性を確保【県】 

     ＜災害廃棄物処理図上演習への参加者人数（累計）＞ 現状値：48人(R1)  ⇒ 目標値：200 人(R5)  

・大規模災害時廃棄物対策中部ブロック協議会を通じた訓練等による、国、近隣県との
連携強化【県・市町村・事業者】 

・災害時のごみ処理の円滑化に向けた市町村間の連携等、県計画に整合した市町村計画
の策定又は見直し【市町村】 

 
       
 

 

 

                  

 

 

 

 
 

② 関係事業者との連携 
      ・関係事業者との連携・強化【県・事業者】 
    ◇岐阜県環境整備事業協同組合（災害一般廃棄物（し尿を含む）の収集運搬） 

    ◇岐阜県清掃事業協同組合（災害一般廃棄物の収集運搬） 

    ◇(一社)岐阜県産業環境保全協会 

   ・県内の災害廃棄物撤去等に活用する特殊重機等の把握（データベース作成）【県】 

 

 

（教訓） 

◆熊本地震 

 廃棄物の量が多く、回収が追いつかない事態が発生したほか、処理場の焼却炉や破砕機が損壊し、

回収した廃棄物の処理も滞った。被災市町村の職員に経験がなかったため、他自治体からの応援職

員への指示が場当たり的なものとなり、混乱が生じた。 

 

◆東日本大震災 

 大震災では、地震のみならず、津波による広域災害であったことから、膨大な災害廃棄物が発生 

した（阪神・淡路大震災の約 1.7倍）。 
 災害廃棄物の処理の遅れが、復旧・復興の足かせとなった。 
 

◆その他 

阪神・淡路大震災及び新潟県中越地震をはじめ多くの大規模災害では、震災廃棄物の処理計画が 

なく、対応に苦慮した（阪神・淡路大震災では、神戸市で、約 1,200 万立方メートルのがれきが発

生した）。 

（県計画の主な内容） 
・ 災害予防（発災前） 

  組織体制、協力支援体制の構築、災害廃棄物処理量の推計、広域処理の想定 

・ 応急対策期対応 

  情報収集体制、協力支援体制の確保 

・ 復旧復興期対応 

  がれき類、し尿の広域処理体制の構築、災害廃棄物処理の進捗管理 

・ 事務委託による災害廃棄物の代行処理 
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８－（２） ライフラインの早期復旧体制の整備                     県担当部：都市建築部 他 

（目標）ライフライン関連施設（ガス、電気、通信、上下水道、浄化槽、廃棄物処理施設等）
の関連事業者等は、地域全体の復興の基礎となるライフラインの復旧体制を整備すると
もに、地震発生時には、ライフラインの使用状態を早期に確認し、被害等を発見した場
合は、早急な復旧に努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① ライフライン施設の耐震化 

   ◎流域下水道の耐震・老朽化対策の推進【県】 

        ◎公共下水道の耐震・老朽化対策の推進【県・市町村】 

＜地震対策上重要な下水管きょにおける地震対策実施率（市町村を含む）＞[再掲] 

現状値：69.8％(H29) ⇒ 目標値：73.0％(R6) 

          

 
   ◎水道施設の耐震化の推進【県・市町村】 

     （生活基盤施設耐震化等交付金事業補助金の活用） 
    ◇岐阜県管設備工業協同組合 

＜上水道の基幹管路の耐震適合率＞ 現状値：38.6％(H30) ⇒ 目標値：50％(R4)[再掲]   

   ◎県営水道の大規模地震対策の推進【県】 
（大容量送水管の整備、地域間相互のバックアップ機能強化の実施及び耐震化の促進） 

＜県営水道重要施設給水施設基幹管路の耐震適合率＞ 

現状値：86.5％(H30) ⇒ 目標値：91％(R6)[再掲]  

＜県営水道地域間相互のバックアップ機能率＞ 現状値：82％(R1) ⇒ 目標値：100％(R6)[再掲] 

◎電力供給ネットワークの災害対応力強化【県・事業者】 
    ◇中部電力株式会社 等 
 
   ・ガス事業者による防災対策の推進【県・事業者】 
     ◇東邦ガス株式会社 等 

② ライフライン関連事業者等の迅速な復旧体制の整備 
     ・市町村水道事業施設（業務マニュアル等の整備）【市町村】 

     ＜水道事業施設の復旧に関する業務マニュアル整備市町村＞  

現状値：26 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 

・県営水道施設（県営水道危機管理マニュアルの改訂）【県】 
   ◎電気事業施設（協定締結等による連携体制の強化）【県・事業者】 
    ◇中部電力株式会社 等 

③ ◎活動拠点の整備 
   ・ライフライン復旧の活動拠点の候補地の指定【県・市町村】 

 

（参考）公共性又は公益性の強い指定公共機関（※）は、災害対策基本法第６条に基づき、「防 

災業務計画」を作成し、計画に基づいた地震防災対策を実施している。 
 ※指定公共機関：東海旅客鉄道㈱、西日本電信電話㈱、日本放送協会、中部電力㈱ 等 

（教訓） 

◆東日本大震災 

東北地方へ電力復旧作業に出動した際、ライフライン復旧活動拠点として、膨大な車両や要員の 

受け入れが可能な施設が準備されていた。 
 
◆岩手・宮城内陸地震 

山間部の集落におけるライフラインの断絶により情報の収集、伝達に支障をきたし、孤立の恐れ 

がある集落の情報伝達手段の確保が課題となった。また、山間部に点在する簡易水道などの小規模

な施設が壊滅的な被害を受け、長期間回復が図れない事例が発生した。 
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④ ◎再生可能エネルギーの活用 
   ◎農業水利施設を活用した小水力発電施設の整備【県・市町村・事業者】 

     ＜農業水利施設を活用した小水力発電施設数＞ 現状値：12 箇所(H30) ⇒ 目標値：19 箇所(R6) 
 
   ◎木質バイオマス利用施設の整備【県・市町村・事業者】               
 
   ◎再生可能エネルギー等の自立・分散型エネルギーの創出と活用【県】 

   ・次世代エネルギーインフラを活用した公的施設への展開【県】 
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８－（３）  復興体制の整備                                    県担当部：危機管理部 他 

（目標）大規模な震災では、数年で対応する当面の復旧計画とは別に、元の都市・中山   
間地域の機能を回復するための長期的・総合的な復興計画を策定し、復興事業を   
推進していく必要がある。 

    県や市町村は、大規模地震発生後の復興計画を立案・推進する体制（復興対策   
本部）の設置方法等をあらかじめ明確にし、震災後の迅速な復興を目指す。 

      
 
 
 

（施策） 
① 復興体制に関する計画（基本的な方針）の策定 
   ・復興組織の設置、運用方法の明確化【県・市町村】 
   ・復興計画策定における県、市町村の役割の明確化【県・市町村】 
 
② 事前復興計画の普及・推進【県・市町村・県民・事業者】 

 
 ③ 地籍調査の推進【県・市町村・事業者】 
     ＜地籍調査進捗率＞ 現状値：17.0％(H30) ⇒ 目標値：23％(R6) 

 

 

（教訓）阪神・淡路大震災では、近代都市そのものの大半の機能が失われ、新潟県中越地震では全

国有数の地滑り地帯という背景もあって地盤全体が被害を受けた。 
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９ 被災者の救済・生活支援 

９－（１） 応急仮設住宅提供体制の整備                        県担当部：都市建築部 他 

（目標）市町村は、公営住宅の空き部屋状況を把握するなど、被災者に供給できる住宅   
資源の調査を行う。また、あらかじめ応急仮設住宅の建設用地の把握をしておく   
ほか、入居手続き、被災前のコミュニティの維持に配慮した入居者配置などを定   
めた業務マニュアルを整備する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 災害時の住宅対策（既存コミュニティを考慮した仮設住宅の入居手続き等）に関する業務

マニュアルの整備【市町村】 
    ＜仮設住宅入居等に関する業務マニュアルの整備市町村＞  

現状値：11 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 

 
②  応急仮設住宅建設用地の確保等 
   ・必要戸数分の候補地が選定できていない市町村、配置計画が作成できていない市町村

への働きかけ【県】 

   ・応急仮設住宅建設用地を選定し、配置計画を作成する【市町村】 
 
③ 仮設住宅建設業者との連携 
   ・供給能力等の事前把握（連携体制の確認）【県】 
    ◇（一社）プレハブ建築協会（プレハブ仮設住宅の建設） 
    ◇岐阜県産直住宅協会（木造仮設住宅の建設） 

    ◇（一社）全国木造建設事業協会（木造仮設住宅の建設） 

    ◇（一社）日本木材住宅産業協会（木造仮設住宅の建設） 

 
④ 公営住宅の活用 

・公営住宅の空き部屋状況の把握【県・市町村】 

（教訓） 

◆熊本地震 

仮設住宅を建設する熊本県内 15市町村のうち、７市町村において、仮設住宅の建設予定地を事前

に選定していなかったため、建設着手が遅れ、避難生活の長期化を招くことになった。 

地震により自宅が全半壊した被災者が一時的に入居する市営住宅に多くの住民が応募。Ｃ市では

募集 250戸に対して、3,949世帯が応募、倍率は 15.8倍となった。 

 

◆東日本大震災 

沿岸部において津波による家屋の流出が発生し、多くの住民の生活拠点が失われた。復興に向け

ては生活の安定が不可欠であり、その第一歩として仮設住宅の建設・確保が必要となるが、住民の

要望に対して仮設住宅の建設の遅れが 指摘されている。仮設住宅の建設の遅れには様々な要因が考

えられるが、一つに建設用地の確保の遅れが指摘されている。これは、仮設住宅への入居を希望す

る住民の多くがそれまで生活していた「地元」で建設・入居を希望しているのに対し、沿岸部では

津波による浸水やがれきの散乱などにより建設用地の確保が困難な状況となっているためである。 
 
◆能登半島地震 

被災認定を受けた住宅は 2,000戸を超え、短期的な応急仮設住宅の建設や応急修理による住宅の 

確保、長期的な住宅再建が課題となった。また、中山間地域での住宅再建によるコミュニティの再

生や過疎地の被災地からの人口流出が問題となった。 
 
◆新潟県中越沖地震 

新潟県とプレハブ協会との連携により、応急仮設住宅の早期建設が達成され、地域に密着した仮 

設住宅コミュニティの実現を目指した小規模仮設住宅団地が建設された。 
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・市町村営住宅について、県と同様の仕組みづくりを市町村へ働きかける【県・市町村】 

・災害被災者への公営住宅の無償貸与制度の整備【県・市町村】 

 

⑤ 民間賃貸住宅の被災者への提供にかかる不動産関連団体との連携 
   ・供給能力等の事前把握（連携体制の確認）【県・市町村】 
    ◇（公社）岐阜県宅地建物取引業協会 
    ◇（公社）全日本不動産協会岐阜県本部 
    ◇（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 
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９－（２） 被災認定体制の充実                                県担当部：危機管理部 他 

（目標）罹
り

災証明書（※）は、家屋の損害保険の請求等の際に必要となるなど、被災者   

の生活再建の出発点となるため、的確な認定（不公平感の少ない認定）と証明書   

の迅速な交付を行える体制整備を図る。県は市町村を支援する体制整備を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 市町村における被災認定調査のマニュアル（データベース化の検討を含む）の整備 
   ・家屋被害状況調査のマニュアルの整備【市町村】         
      ＜家屋被害状況調査マニュアルの整備市町村＞  

現状値：19 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 
 

   ・罹災証明発行業務マニュアルの整備【市町村】         
      ＜罹災証明発行業務マニュアルの整備市町村＞  

現状値：20 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 

 
② ◎被災者支援システムの導入 

   ・被災者や被災家屋の状況を管理するための台帳作成機能や、罹災証明書の交付機能な

どを備えた被災者支援システムの早急な導入・活用【市町村】 
 
③ ◎市町村向けの罹災証明書交付業務に関する研修会を定期的に開催【県】 

 

 

※罹災証明書とは 

 市町村が家屋の損害状況を調査し、「被災した事実の証明書」として発行するもので、損 

害保険の請求や、義援金の配布、固定資産税の減免など、被災者支援に関する施策の適用の 

基礎となるもの 

（教訓） 

◆熊本地震 

仮設住宅への入居や義援金の支給など、被災者が生活再建を進めるうえで、不可欠な罹災証明書

の交付が、住家被害の調査を行う人員の不足や、証明書交付システムに不慣れであったこと等によ

り、大幅に遅れた。 

 

◆東日本大震災 

大震災では、震災後に一元的なデータ管理システムを導入した市において、導入前に７時間かか 

っていた「罹災証明書」の発行が１時間に短縮された事例があった。 

 

◆新潟県中越沖地震 

柏崎市では被災調査結果を家屋台帳や住民基本台帳のデータとＧＩＳを用いて統合したデータ 

ベースを構築し、情報の一元的な管理のうえ、混乱がなく効率的な「罹災証明書」の発行が行われ

た。 

     

◆能登半島地震 

輪島市でも被災認定調査後、速やかな罹災証明の発行が行われたが、一元的なデータ管理システ 

ムの構築が課題として挙げられている。 
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９－（３） 被災者の救済・生活支援制度の充実                  県担当部：健康福祉部 他 

（目標）県、市町村は、被災者の生活基盤、経済活動を早期に回復するための支援を迅   
    速に実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 各種支援策の業務マニュアルの整備【市町村】     

 

 

（教訓） 

◆東日本大震災 

大震災では、甚大な被害が広範囲に及び、また被災者が県境を越えて避難していることもあり、 

避難生活は長期化した。この避難生活の長期化に伴い、各避難所では、地震発生当初の寒さ対策に

始まり、暑さ対策など様々な課題が生じている。   

 

◆その他 

阪神・淡路大震災やその他の大規模震災では、地域の経済活動が大きな打撃を受けるとともに、 

多くの被災者が職場や生活基盤を失った。これらの被災者を救済するため、各種の措置がとられた。 
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９－（４） 地域保健体制の整備（被災者の健康・精神保健対策）    県担当部：健康福祉部 他 

（目標）県、市町村は、避難所の避難者及び在宅の被災者等に対する訪問・巡回診療な   
ど、必要な保健指導をきめこまかく実施し、地震発生後の被災者の健康状態の悪   
化防止や関連死の減少を目指す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（施策） 
① 災害時における保健活動マニュアル等の整備 
   ・市町村における保健活動マニュアル等の活用体制の整備【市町村】        
      ＜健康管理体制（保健活動）を整備する市町村数＞  

 現状値：6 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42市町村(R6) 

 
② 災害時における保健指導に関する保健師の専門研修の実施【県・市町村】 

 
③ 災害時に精神保健医療支援を行うＤＰＡＴ（※）の派遣体制の整備 

・派遣可能な隊員の増員に向け、国や県による研修会を通じた人材育成の取組みを強化
【県】 

◎相談対応や情報伝達に関するマニュアルの整備と訓練の実施【県】 
 
 
 
 
 
 ④ 防疫対策の推進 
   ・「感染症・食中毒の対策を規定するマニュアル」の整備推進【市町村】  
      ＜感染症・食中毒の対策を規定するマニュアルの整備市町村＞  

 現状値：23 市町村(H30)  ⇒ 目標値：42 市町村(R6) 

（教訓） 

◆熊本地震 

・熊本県内の小中高生と特別支援学校の児童生徒約 17 万人のうち、4,277 人が不眠や食欲低下を訴

えたり、校舎に入るのを怖がったりするなど、カウンセリングが必要と認められた。 

・ＤＰＡＴの活動について、長期間継続して派遣可能な体制の構築、相談対応の標準化、チーム間

での情報伝達方法の確立等、今後の課題が明らかになった。 

・Ｃ市では、５月末までに教員と病院職員を除く１万人の職員を対象に健康状態の調査を行ったと

ころ、うつ状態に陥りかねないとされる職員が半数以上を占める部署があることが判明した。 

・熊本県内の 15市町と熊本県のうち、半数にあたる８自治体が、職員を対象にした心のケア対策を

実施した。 

 

◆東日本大震災 

被災地では、強いストレスによる脈拍増加、缶詰やカップ麺など塩分の高い非常食が多い食生活、 

避難所生活の長期化による運動不足により高血圧の方が多くなる。 

 

◆新潟県中越沖地震 

避難所の感染症予防、ハエ・蚊対策などの環境衛生対策が実施されたが、仮設エアコンの能力不 

足が課題となった。また、エコノミークラス症候群対策、口腔ケア、歯科保健対策など避難所の様

々な環境整備対策が効果を上げた。一方、栄養バランスや、特別な配慮が必要な人（食物アレルギ

ー、乳幼児、飲み込むことが困難など）の食事、自宅避難者のニーズの把握などが課題となった。 

 

◆能登半島地震 

保健師等からなる健康管理チームを避難所へ派遣することにより、エコノミークラス症候群など

長期にわたる避難生活者の二次被害の発生を防止した。 

※ＤＰＡＴ（Disaster Psychiatric Assistance Team：災害派遣精神医療チーム）とは 
 自然災害や集団災害が発生した際、災害ストレス等による精神的問題に対し、精神科医療 

と精神保健の支援を行う、都道府県・政令指定都市によって構成されるチーム 
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 ⑤ 災害時におけるＪＤＡ－ＤＡＴ（※）の派遣体制の整備【県】 

 

 

 

 

 

⑥ 被災児童生徒に対する心のケア  

    ・スクールカウンセラーによる相談体制の構築【県】 

 

⑦応急・復旧作業に従事するスタッフに対する心のケア 

・「職員の被災地派遣にかかる健康管理について」に基づき、衛生管理者による職員派

遣前の事前説明、派遣中の状況確認、派遣終了後の相談等を実施【県】 

・必要に応じ、メンタルへルス相談員によるメールによるフォローや面談を実施【県】 

 

 

※ＪＤＡ－ＤＡＴ（The Japan Dietetic Association-Disaster Assistance Team：日本栄養

士会災害支援チーム）とは 
 大規模な地震、台風等の自然災害が発生した場合に、迅速に被災地内の医療・福祉・行政栄

養部門等と協力して緊急栄養補給物資等の支援を行うチーム 
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１ 原子力防災対策の方針  

原子力事業所における事故の発生要因としては、地震、津波などの自然災害のほか人

為的ミス（操作ミス、手順ミス）などが考えられ、原子力事業所における事故は必ずし

も地震に起因するとは限らない。  

しかし、東日本大震災では地震に起因して福島第一原子力発電所事故が発生し、これ

に伴い、広い範囲での避難措置、農産物等の出荷制限措置等が取られたこと、及び原子

力災害対策特別措置法の改正や国の原子力災害対策指針の策定、並びに県独自に実施し

た放射性物質拡散シミュレーションの結果を踏まえ、当県としても、近県に所在する原

子力事業所における万が一の事故発生に備え、通報連絡体制の整備、モニタリング体制

の整備、屋内退避や避難、安定ヨウ素剤の予防服用などの防護措置に係る対応など、住

民の健康と安全の確保に万全を期すための対策を進める。  

 

２ 今後の原子力防災対策の見直し  

平成２４年１０月末に策定された国の原子力災害対策指針においては、原子力施設か

ら概ね３０キロメートルを目安距離とするＵＰＺ（緊急時防護措置準備区域）内の対策

を中心に記述されている。  

県では、平成２５年３月、独自にＵＰＺ内外におけるモニタリングの実施方法や避難

等の対策について県地域防災計画に規定し、対策を進めているところであるが、国の原

子力災害対策指針等によりＵＰＺ外の対策などについて具体的な対策が示された場合に

は、これを踏まえ、適時に原子力防災対策を見直すこととし、住民の健康と安全を確保

するための対策の充実を図ることとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 原子力防災対策 
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岐阜県には原子力発電所など原子力事業所は立地していない。しかしながら、県境か

ら１００キロメートル範囲内に８つの原子力事業所が立地し、そのうち３０キロメート

ル範囲内に４つの原子力事業所が立地している。  

近県の原子力事業所において事故が発生した場合には、県に対して、各電力事業者と

の合意文書に基づき、異常時の通報が行われるとともに、県境から３０キロメートル内

に所在する敦賀原発等３つの原子力事業所からは、原子力災害対策特別措置法に基づく

通報が行われる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)日本原子力研究開発機構  ふげん（廃止措置中）  

(1)日本原子力発電 (株 ) 敦賀発電所 (2 基 )（うち廃止措置中 1 基） 

(3)日本原子力研究開発機構  もんじゅ（廃止措置中）  

(4)関西電力 (株 ) 美浜発電所 (3 基 )（うち廃止措置中 2 基） 

(5)関西電力 (株 ) 大飯発電所 (4 基 )(うち廃止決定 2 基 )  

(6)関西電力 (株 ) 高浜発電所 (4 基 ) 

(7)北陸電力 (株 ) 志賀原子力発電所 (2 基 )  

(8)中部電力 (株 ) 浜岡原子力発電所 (5 基 )  

（うち廃止措置中 2 基）  
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原子力防災対策  

             

１ 原子力防災体制の整備                              県担当部：危機管理部  他  

（目標）近県の原子力事業所での事故発生に備え、住民への迅速かつ正確な情報提
供のための情報収集体制やモニタリング体制の強化が必要である。  

また、専門家による支援体制の整備のほか、原子力防災業務に従事する職
員の知識・技能の向上（講習・研修等受講）や、関係機関の連携体制強化の
ための原子力防災訓練の実施も必要である。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（施策）                        
① 情報収集体制の整備と住民への情報伝達  

・オフサイトセンターとの通信連絡手段の確保、維持管理【県】  
・原子力災害情報の集約と住民への伝達方法の検討【県・市町村】   

 
② モニタリング体制の整備  

・モニタリングポストの維持管理【県】        
・モニタリングポストデータの常時公表【県】          
・大気中の放射性ヨウ素濃度測定機器の維持管理【県】    
・県全域を対象にした機動的な放射線モニタリング体制の整備【県・市町村】                          
・他県等の測定機関とのモニタリングデータの共有【県】 

 
③ 専門家の支援体制の整備  

・専門家を招聘し助言・支援を受ける体制の整備【県】          
 
④ 原子力防災業務に従事する職員の知識・技能の向上  

・専門機関が開催する研修・講習の受講【県・市町村】         
・県内での原子力防災関係研修の開催、受講【県・市町村】       

 
⑤ 原子力防災訓練の実施  

・関係機関と連携した原子力防災訓練の実施【県・市町村】       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教訓）  

◆東京電力福島第一原子力発電所事故  

電源の喪失、冷却機能の喪失に至り、放射性物質の外部放出が発生し、福島県以  

外においても、放射線量の上昇が認められた。  

この事態に対し、ＳＰＥＥＤＩ（緊急時迅速放射能影響予測システム）の演算結

果の公表遅れなど住民への情報提供の不備があり、防護対策に適切に活かされなか

ったほか、当時の原子力防災対策重点区域（ＥＰＺ：原発から８～１０キロメート

ル）の範囲外にあり原子力防災体制の整備がされていない自治体にまで放射性物質

の影響が広がったことから、混乱を極めた。  
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２ 原子力防災対策の推進                   県担当部：危機管理部  他  

（目標）原子力災害時において住民の健康と安全を確保するため必要となる、屋内
退避や避難、安定ヨウ素剤の予防服用、避難住民の避難退域時検査、並び飲
食物の摂取制限などの防護措置に関する対策を推進する必要がある。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施策）                           
①   避難対策の推進 

・市町村避難計画の策定【県・市町村】   

・県域を越えた避難のあり方の整理【県・市町村】              
 
② 安定ヨウ素剤予防服用、避難退域時検査等に係る対策の推進 

・安定ヨウ素剤の維持管理【県】              
・避難退域時検査・簡易除染資機材の整備・維持管理【県】       
・医療機関の除染設備・防護服等の整備【県・事業者】        
・医療関係機関・団体との連携体制の構築【県】            

 
③ 農林畜水産物の検査体制の充実  

・農林畜水産物の汚染検査機器の整備、維持管理【県】            
・生産者、流通業者との連携体制の構築【県・事業者】         

 
④ 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及啓発の推進  

・原子力防災訓練等を通じた知識の普及啓発【県・市町村】 
 
 

 

 

 

 

 

（教訓）  

◆熊本地震  

今回の地震では、一連の地震活動で震度７を２回観測したほか、余震も多発し、

木造住宅を中心に多くの建築物が被災した。  

一方、原子力災害対策計画では、国の原子力災害対策指針に基づき、「原発事故が

発生した際には、住民の放射線被ばくを低減させるため、事故の状況により、ＵＰ

Ｚ（緊急時防護措置準備区域：原発から概ね５～ 30ｋｍ圏）及び必要に応じてそれ

以遠の周辺地域において屋内退避を行うこと」とされているが、倒壊する恐れがあ

る建築物への退避について、危険性を指摘する声がある。  

 

◆東京電力福島第一原子力発電所事故  

当時の原子力防災対策重点区域（ＥＰＺ：原発から８～ 10 キロメートル）の範囲  

を超えて放射性物質の影響が広がり、避難指示区域（警戒区域）、計画的避難区域、

緊急時避難準備区域が設定され、多くの住民避難が発生した。  

また、安定ヨウ素剤の予防服用については、ＥＰＺ外の住民を対象にした備蓄が

十分ではなく、国からの服用指示の遅れもあり、混乱を極めた。  

さらに、福島県外においても、摂取制限が必要となる農作物等の汚染が見られた。 
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（１）対象とする地震 

岐阜県に被害をもたらす可能性のある地震のうち、特に切迫性の高いもの、

被害規模が大きいものを想定し、対象とします。 

海溝型地震  

「南海トラフ地震」 

内陸直下地震  

「養老－桑名－四日市断層帯」、「揖斐川－武儀川断層帯（濃尾断層帯）」、「長

良川上流断層帯」、「屏風山・恵那山及び猿投山断層帯」、「阿寺断層帯」、「跡

津川断層帯」、「高山・大原断層帯」による地震 

 

３０年以内の地震発生確率（２０２０年１月１日時点）【地震調査研究推進本部による】 

【海溝型地震】Ⅲランク：南海トラフ地震 

【内陸直下地震】Ｓランク：阿寺断層帯 

        Ａランク：養老－桑名－四日市断層帯 

屏風山・恵那山－猿投山断層帯 

高山・大原断層帯 

Ｚランク：跡津川断層帯 

Ｘランク：揖斐川－武儀川断層帯（濃尾断層帯） 

長良川上流断層帯 

 

 

 

 

 

 

 

 ※これらの地震による想定被害は、次ページ「（２） 発生が想定される地震の被害

想定」の項を参照 

６ 対象とする地震及び被害想定 

【凡例】  

Ⅲランク：30 年以内の地震発生確率が 26%以上 

Ｓランク：30 年以内の地震発生確率が 3%以上 

Ａランク：30 年以内の地震発生確率が 0.1%～3%未満 

Ｚランク：30 年以南の地震発生確率が 0.1%未満 

Ｘランク：発生確率が不明  
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（２）発生が想定される地震の被害想定 

 

県では将来発生が予想される主な地震について、想定される震度と被害を調

査し、公表しています（平成２４年度 岐阜県南海トラフの巨大地震等被害想

定調査及び平成３０年度内陸直下地震に係る震度分布分析・被害想定）。 

 

 
南海トラフ 

地震 

養老-桑名－

四日市断層

帯による地震  

揖斐川－武儀

川断層帯（濃

尾断層帯）に

よる地震 

長良川上流断

層帯による地

震 

建

物

被

害 

全壊 35,000 68,000 77,000 26,500 

 揺れによる被害 7,800 50,000 60,000 18,000 

液状化による被害 28,000 18,000 17,000 8,300 

急傾斜地崩壊 － 30 180 100 

半壊 100,000 113,000 130,000 58,600 

 揺れによる被害 58,000 85,000 104,000 46,000 

液状化による被害 42,000 28,000 26,000 12,600 

焼失棟数 10 370 430 90 

人

的

被

害 

死者（人） 470 3,100 3,700 1,100 

 
建物被害 470 3,100 3,700 1,100 

火災被害 － 20 20 － 

 急傾斜地崩壊 － － 10 － 

負傷者（人） 

（重傷者（人）） 

13,000 

(830) 

26,000 

(5,600) 

30,500 

(6,200) 

11,700 

(1,900) 

 

 
建物倒壊 13,000 26,000 30,400 11,700 

火災被害 － 20 20 － 

急傾斜地崩壊 － － 10 － 

要救助者数（人） 1,800 12,000 13,000 2,800 

避難者（人）［建物被害］ 161,000 240,000 272,000 87,000 

 
（注１） 地震による被害は、地震の発生時刻や気象条件により変化することから、被害想定調査にお 
    いて、「冬の午前５時」及び「夏の昼１２時」、「冬の午後６時」の３ケースについて被害想定  

を行い、最も被害が大きかった「冬の午前５時」の被害想定を表示。 
（注２） 小数点以下の四捨五入により合計は合わないことがある。 
（注３） 表の“－”印の数値は、ごく僅かな被害を示す。 
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屏風山・恵

那山及び猿

投山断層帯

による地震 

阿寺断層帯

による地震  

跡津川断層

帯による地震 

高山・大原断層

帯による地震  

建

物

被

害 

全壊 31,000 20,500 20,000 17,000 

 揺れによる被害 27,000 17,000 15,000 13,000 

液状化による被害 4,000 3,000 4,500 3,000 

急傾斜地崩壊 20 100 30 60 

半壊 52,000 42,400 39,000 32,000 

 揺れによる被害 46,000 37,800 32,000 27,000 

液状化による被害 5,800 4,700 6,800 4,600 

焼失棟数 160 80 110 80 

人

的

被

害 

死者（人） 1,700 1,100 980 870 

 
建物被害 1,700 1,000 980 870 

火災被害 － － － － 

 急傾斜地崩壊 － － － － 

負傷者（人） 

（重傷者（人）） 

13,200 

(2,800) 

9,700 

(1,700) 

9,000 

(1,600) 

7,800 

(1,400) 

 

 
建物倒壊 13,200 9,700 9,000 7,700 

火災被害 － － － － 

急傾斜地崩壊 － － － － 

要救助者数（人） 4,600 2,400 2,300 2,100 

避難者（人）［建物被害］ 85,000 53,000 56,000 45,000 

（注１） 地震による被害は、地震の発生時刻や気象条件により変化することか 
ら、被害想定調査において、「冬の午前５時」及び「夏の昼１２時」、「冬 
の午後６時」の３ケースについて被害想定を行い、最も被害が大きかった 
「冬の午前５時」の被害想定を表示。 

（注２） 小数点以下の四捨五入により合計は合わないことがある。 
（注３） 表の“－”印の数値は、ごく僅かな被害を示す。 
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○想定震度分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長良川上流断層帯地震 屏風山・恵那山―猿投山断層帯地震 

南海トラフ地震 

養老－桑名－四日市断層帯地震 揖斐川－武儀川断層帯（濃尾断層帯）地震 
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高山・大原断層帯地震 

阿寺断層帯地震 跡津川断層帯地震 
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〔参考〕過去の地震被害 

 

岐阜県では、過去から、東海地震や東南海地震などの海溝型地震や内陸型地

震の影響を受けてきました。 

西暦（日本歴） 震源 規模 主要被災地 被災概要 

1605.2.3 

慶長地震 
－ 

M7.9- 

8.0 
－ 

東海・東南海地震と南海地震が同時に発

生したとみられる地震。死者1-2万人。 

1707.10.28 

宝永地震 － M8.6 － 

東海・東南海地震と南海地震が同時に発

生した地震。死者２万人余、倒壊家屋６

万戸余。 

1891.10.28 

（明治

24.10.28) 

濃尾地震 

本巣市

根尾水鳥 
M8.0 

 

美濃・尾張 

美濃で死者4,990人、負傷者12,783人、

全壊50,125戸、半壊35,085戸、全半焼

4,451戸。飛騨、郡上、恵那郡ではほと

んど被害なし。 

1944.12.7 

（昭和19.12.7) 

東南海地震 

熊野灘 M8.0 

静岡・愛

知・三重・

岐阜 

西南濃地方を中心に死者 13 人、全壊 900

余戸。（全国被害：死者 998 人、全壊

26,130 戸、流出 3,059 戸） 

1946.12.21 

（昭和 21.12.21)  

南海道地震 

潮ノ岬沖 M8.1 
中部以西 

各地 

西南濃地方を中心に死者 14 人、全壊 586

戸。（全国被害：死者 1,339 人、全壊 9,070

戸、流出 1,451 戸、焼失 2,598 戸） 

1961.8.19 

（昭和 36.8.19)  

北美濃地震 

岐阜県

北部 
M7.0 

岐阜・福井 

・石川 

石徹白地方最も甚しく、山崩れ、崖崩れ、

道路損壊あり。死者２人。（全国被害：

死者８人、家屋全壊 12 戸、山崩れ 99 カ

所） 

1969.9.9 

（昭和 44.9.9) 

美濃中部地震 

岐阜県

中部 
M6.6 岐阜県中部 

郡上郡、益田郡で山崩れ、崖崩れ多発。

落石による道路損壊甚し。死者１人、負

傷者 10 人、全壊１戸。 
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＜行動計画の目標指標一覧＞  

 

岐阜県では、将来発生が懸念される南海トラフ地震をはじめとした主な地震の被

害想定調査を平成２３年度及び平成２４年度県独自に実施しました。また、平成２

９年度及び平成３０年度には内陸直下地震に係る震度分布分析・被害想定の見直し

を行いました。その結果、県内の広範囲にわたって大規模地震への備えが必要であ

ることが明らかになり、地震防災力の向上を図る必要があることから、県の地震防

災行動計画における減災目標については、特定の地震被害を対象に減災目標を設定

することは行わず、個々の施策ごとに目標指標を設定することとしています。  

 

施策ごとの目標については、可能な限り数値目標を設定し、原則、計画期間中（令

和２年度～６年度）に目標達成を目指します。また、第２期岐阜県強靱化計画で数

値目標を設定している地震関連施策については、同計画における数値目標の達成年

度を反映し目標を掲げています。  

 

１ 地震に強いまちづくり 

番号 指標名 実施主体 単 位 基準値 
目標値 

(達成年度) 
備考 

1-(1) 

 

 

 

立地適正化計画策定市町村数 市町村 市町村 4 

(H30) 

10 

(R5) 
 

地震対策上重要な下水管きょにお

ける地震対策実施率 

県 

(都市建築部) 

％ 69.8 

(H29) 

73.0 

(R6) 
 

上水道の基幹管路の耐震適合率 県 

(健康福祉部) 

38.6 

(H30) 

50 

(R4) 
 

県営水道重要給水施設基幹管路の

耐震適合率 

県 

(都市建築部) 

86.5 

(H30) 

91 

(R6) 
 

県営水道地域間相互のバックアッ

プ機能率 

県 

(都市建築部) 

82 

(R1) 

100 

(R6) 
 

ライフライン保全対策事業実施面

積 

県 

(危機管理部) 

ha － 

(H30) 

30 

(R3) 
 

東海環状自動車道の県内供用率 

 

県 

(県土整備部) 

％ 71 

(R1) 

100 

(R6) 
 

「高速道路における安全・安心基

本計画」における優先整備区間の

４車線化完成率 

県 

(県土整備部) 

－ 

(R1) 

30 

(R6)  

主要な骨格幹線道路ネットワーク

の整備率 

県 

(県土整備部) 

45 

(R1) 

50 

(R6) 
 

県管理道路上のトンネル LED化の

要対策箇所数 

県 

(県土整備部) 

箇所 81 

(H30) 

19 

(R6) 
 

1-(2) 

 

建築物耐震改修説明会等への参加

者数(累計) 

県 

(都市建築部) 

人 2,295  

(H30) 

15,000  

(R6) 
 

 住宅の耐震化率 県 

(都市建築部) 

％ 78 

(H25) 

95 

(R6) 
 

住宅の耐震診断補助制度の年間活

用件数 

県 

(都市建築部) 

件 646 

(H30) 

1,500 

(R6) 

 

 

住宅の耐震補強工事補助制度の年

間活用件数 

県 

(都市建築部) 

105 

(H30) 

300 

(R6) 

 

 

７ 参考資料 
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耐震診断補助制度の認知度 県 
(都市建築部) 

％ 57.0 

(R1) 

75.0 

(R6) 

 
耐震補強工事補助制度の認知度 県 

(都市建築部) 
51.4 

(R1) 

75.0 

(R6) 

家の中の家財等を固定している割

合 

県 
(都市建築部) 

59.4 

(R1) 

75.0 

(R6) 

1-(3) 基幹防災拠点としての警察施設整

備率 

県 

(県警察) 

％ 

 

60 

(H30) 

100 

(R6) 
 

地域防災計画で防災拠点として位

置付けられた県管理道路上の道の

駅におけるトイレの非常用電源設

備等の整備箇所数 

県 

(県土整備部) 

箇所 4 

(H30) 

10 

(R6) 
 

災害拠点病院及び救命救急センタ

ーの耐震化率 

県 

(健康福祉部) 

％ 92 

(H30) 

100 

(R3) 
 

社会福祉施設(老人福祉施設等(入

所系))の耐震化率 

県 

(健康福祉部) 

98 

(H30) 

100 

(R6) 

 

 

国・県指定文化財のデジタルアー

カイブ化実施率 

県 

(県民生活部) 

－ 

(H30) 

100 

(R5) 
 

 

老朽コンクリート製信号機柱の検

査及び建替更新数 

県 

(県警察) 

本 392 

(H30) 

2,100 

(R6) 
 

1-(4) 県管理緊急輸送道路上の道路斜面

等の要対策箇所数 

県 

(県土整備部) 

箇所 345 

(H30) 

103 

(R6) 
 

 主要な骨格幹線道路ネットワーク

上の県管理橋梁における速やかな

機能回復が可能な性能を目指す耐

震対策(フルスペック化)の未対策

箇所数 

県 

(県土整備部) 

152 

(H30) 

94 

(R6) 

 

 県内道路における無電柱化整備の

着手箇所数 

県 

(県土整備部) 

0 

(R1) 

2 

(R6) 
 

 一巡目の定期点検(H26～H30)で早

期に措置を講ずべき状態とされた

橋梁の対策を実施した割合 

県 

(県土整備部) 

％ 35 

(H30) 

100 

(R6)  

 県管理道路斜面等の要対策箇所数 県 

(県土整備部) 

箇所 

 

1,413 

(H30) 

1,126 

(R6) 
 

 緊急輸送道路以外で利用状況等か

ら重要性の高い県管理橋梁の耐震

未対策箇所数 

県 

(県土整備部) 

10 

(H30) 

6 

(R6)  

 点検・診断結果に基づく緊急輸送

道路ネットワークに関連する農道

トンネルの補強対策箇所数 

県 

(農政部) 

0 

(H30) 

1 

(R6)  

 橋梁など林道施設の保全整備数 市町村 10 

(R1) 

20 

(R6) 
 

 河川構造物の要耐震化施設数 

 

県 

(県土整備部) 

％ 3 

(H30) 

0 

(R6) 
 

 既存治山施設の機能強化対策 県 

(林政部) 

基 22 

(R1) 

39 

(R6) 
 

 決壊すると多大な影響を与えるた

め池のうち、ハザードマップ作成

等ソフト対策を実施した割合 

県 

(農政部) 

％ 49 

(H30) 

100  

(R2)  

 亜炭鉱跡防災対策における防災工

事面積 

県 

(商工労働部) 

ha 11 

(H30) 

43.6 

(R2) 
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２ 地域防災力の強化 

番号 指標名 実施主体 単位 基準値 
目標値 

(達成年度) 
備考 

2-(1) 自主防災組織活動への参加実績 

 

県民 ％ 

 

68.1 

(R1) 

75.0 

(R6) 
 

自主防災組織の組織率 

 

市町村 90.3 

(H30) 

100 

(R6) 

 

 

消火･炊き出し等の技術取得訓

練の実施市町村数 

市町村 市町村 32 

(H30) 

42 

(R6) 
 

 

関係機関参加の総合防災訓練の

実施 

県 

(危機管理部) 

回 1 

(H30) 

毎年度実施 
 

南海トラフ地震臨時情報発表時

に備えた防災訓練の実施市町村

数 

市町村 市町村 － 

(H30) 

39  

(R6)  

災害図上訓練指導者研修参加者

数(累計) 

県 

(危機管理部) 

人 

 

1,099 

(H30) 

2,700 

(R6) 
 

清流の国ぎふ 防災・減災セン

ターによる「清流の国ぎふ防災

リーダー育成講座」受講者数(累

計) 

県 

(危機管理部) 

680 

(H30) 

1,700 

(R6) 
 

災害図上訓練の実施市町村 市町村 市町村 

 

26 

(H30) 

42 

(R6) 
 

防災運動会等の実施市町村 市町村 9 

(R1) 

42 

(R6) 
 

2-(2) 災害対応の基本的な指針等を定

める業務マニュアルの整備市町

村 

県 

(危機管理部) 

市町村 

 

34 

(H30) 

42 

(R6)  

 南海トラフ地震臨時情報発表時

に備えた防災訓練の実施市町村

数【再掲】 

市町村 － 

(H30) 

39 

 (R6)  

2-(3) 

 

避難行動要支援者支援の全体計

画の策定見直し 

市町村 市町村 

 

 

32 

(R1) 

42 

(R6) 
 

 

 「避難行動要支援者名簿情報の

事前提供について同意を得た方

を対象とした個別計画」の策定

市町村数 

市町村 4 

(H30) 

42 

(R6) 
 

 清流の国ぎふ 防災・減災セン

ターによる避難所運営指導者養

成講座養成者数(累計) 

県 

(危機管理部) 

人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,325 

(H30) 

5,800 

(R6)  

 清流の国ぎふ 防災・減災セン

ターによる災害図上訓練指導者

養成講座(ＤＩＧ)受講者数(累

計) 

県 

(危機管理部) 

1,099 

(H30) 

2,700 

(R6) 
 

 手話通訳者統一試験合格者数

(累計) 

県 

(健康福祉部) 
11 

(H28) 

33 

(R2) 
 

 要約筆記者(手書)統一試験合格

者数(累計) 

県 

(健康福祉部) 
45 

 (H28) 

69 

(R2) 
 

 要約筆記者(ＰＣ)統一試験合格

者数(累計) 

県 

(健康福祉部) 
22 

 (H28) 

42 

(R2) 
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 盲ろう者通訳・介助者養成人数

(累計) 

県 

(健康福祉部) 

人 

 
266 

 (H28) 

326 

(R2) 
 

 Ｎｅｔ１１９緊急通報システム

の導入消防本部数 

県 

(危機管理部) 

消防 

本部 
－ 

(H30) 

20 

(R6) 
 

 福祉避難所に関する市町村担当

者向け研修会の開催 

県 

(健康福祉部) 

回 3 

(R1) 

8 

(R6) 
 

 福祉避難所運営マニュアル策定

市町村数 

市町村 市町村 

 
21 

(R1) 

42 

(R6) 
 

 ＤＣＡＴ及びＢＣＰ策定にかか

る各種研修会や実地訓練の実施

回数 

県 

(健康福祉部) 

回 
27 

(R1) 

67 

(R6) 
 

 外国人防災リーダー養成講座受

講者数(累計) 

県 

(清流の国推進

部) 

人 
33 

 (H30) 

90 

(R2) 
 

外国人防災リーダーの活用 県 

(清流の国推進

部) 

 0 

(R1) 

5 

(R6)  

2-(4) 消防団員の条例定数に対する充

足率 

県 

(危機管理部) 

％ 92.9 

(R1) 

98.0 

(R5)  

消防団が使用する救助用資機材

の整備数 

県 

(危機管理部) 

台 2,635 

(H30) 

5,081 

(R6) 
 

2-(5) 南海トラフ地震防災対策推進計

画の変更市町村数(南海トラフ

地震臨時臨時情報) 

市町村 市町村 － 

(R1) 

39 

(R2)  

 災害マネジメント支援職員養成

数 

県 

(危機管理部) 

人 28 

(R1) 

42 

(R6) 
 

2-(6) 業務継続計画の策定市町村 市町村 市町村 39 

(H30) 

42 

(R6) 
 

 可搬式発動発電機接続対応信号

機の整備数 

県 

(県警察) 

基 1,075 

(H30) 

2,734 

(R7) 
 

 信号機電源付加装置の整備数 県 

(県警察) 
64 

 (H30) 

81 

 (R2) 
 

2-(7) ＢＣＰ策定支援事業所数 

事業継続力強化計画策定支援事

業所数 

県 

(商工労働部) 

事業所 899 

(H30) 

1,300 

(R6)  

岐阜県建設業広域ＢＣＭ認定団

体数 

県 

(県土整備部) 

団体 6 

(H30) 

8 

(R6) 
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３ 地震防災における教育・啓発 

番号 指標名 実施主体 単位 基準値 
目標値 

(達成年度) 
備考 

3-(1) 活断層の認知割合 県民 ％ 62.4 

(R1) 

75.0 

(R6) 
 

南海トラフ地震防災対策推進地

域の認知度 

県民 43.7 

(R1) 

75.0 

(R6) 

地震防災対策の実施ポインﾄ 
県民 ﾎﾟｲﾝﾄ 313.9 

(R1)  

向上 

(R6) 
 

岐阜県広域防災センターの利用

者数 

県 

(危機管理部) 

人 4,800 

(H30) 

7,000 

(R6) 
 

地震体験車体験者数 県 

(危機管理部) 

11,742 

(H30) 

15,000 

(R6) 
 

3-(3)  危機管理専属の職位を置く市町

村数 

市町村 市町村 32 

(R1) 

42 

(R6) 

 

 

ＡＥＤ研修の受講県職員数 県 

(健康福祉部) 

人 

 

941 

(H30) 

4,000 

(R6) 
 

社会基盤メンテナンスエキスパ

ートの養成人数 

県 

(危機管理部) 

 473 

(H30) 

650 

(R5) 
 

清流の国ぎふ 防災・減災セン

ターによる「清流の国ぎふ防災

リーダー育成講座」受講者数(累

計) 

県 

(危機管理部) 

 680 

(H30) 

1,700 

(R6) 
 

防災士の育成数 県 

(危機管理部) 

 5,993 

(H30) 

10,000 

(R6)  

 

４ 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対策の強化 

番号 指標名 実施主体 単位 基準値 
目標値 

(達成年度) 
備考 

4-(1) 南海トラフ地震臨時情報発表時

に備えた防災訓練の実施市町村

数【再掲】 

市町村 市町村 － 

(H30) 

39 

 (R6)  

南海トラフ地震防災対策推進計

画の変更市町村数(南海トラフ

地震臨時臨時情報)【再掲】 

市町村 － 

(R1) 

39 

(R2)  

 
５ 迅速な初動対応 

番号 指標名 実施主体 単位 基準値 
目標値 

(達成年度) 
備考 

5-(1) 災害時初動要員の体制整備市町

村 

市町村 市町村 40 

(H30) 

42 

(R6) 
 

 災害対応職員の被災時のバック

アップ体制整備の市町村 

市町村 15 

(H30) 

42 

(R6) 
 

 予定施設が使用できない場合の

代替施設の確保市町村 

市町村 40 

(H30) 

42 

(R6)  

 災害対本部要員の備蓄整備市町

村 

市町村 34 

(H30) 

42 

(R6) 
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5-(2) 被害情報収集・集約業務マニュ

アル整備市町村 

市町村 市町村 

 

28 

(H30) 

42 

(R6) 
 

衛星携帯電話の整備市町村 市町村 35 

(H30) 

42 

(R6) 
 

住民相談体制の整備市町村 

 

市町村 17 

(H30) 

42 

(R6) 
 

広報･広聴に関する業務マニュ

アル整備市町村 

市町村 18 

(H30) 

42 

(R6) 
 

5-(5) 指定避難所、避難場所の認知度 

 

県民 ％ 88.7 

(R1) 

現状維持 

(R6) 
 

避難所開設・運営に関する業務

マニュアルの整備市町村 

市町村 市町村 20 

(H30) 

42 

(R6) 
 

 

６ 救急・救助体制の充実 

番号 指標名 実施主体 単 位 基準値 
目標値 

(達成年度) 
備考 

6-(1) 

 

医療救護計画･業務マニュアル

の整備市町村 

市町村 市町村 42 

(H30) 

42 

(R6) 
 

ＤＭＡＴ保有率(基幹災害拠点

病院 2 チーム以上、地域災害拠

点病院 1チーム以上) 

県 

(健康福祉部) 

％ 100 

(H30) 

100 

(R6)  

ＤＭＡＴ訓練参加チーム 県 

(健康福祉部) 

チーム 27 

 (H26～

H30) 

30 

(R2～R6)  

救護所の設置予定場所の指定市

町村 

市町村 市町村 22 

(H30) 

42 

(R6) 
 

ＤＣＡＴ及びＢＣＰ策定にかか

る各種研修会や実地訓練の実施

回数【再掲】 

県 

(健康福祉部) 

回 27 

(R1) 

67 

(R6)  

6-(2) 災害拠点病院及び救命救急セン

ターの耐震化率【再掲】 

県 

(健康福祉部) 

％ 92 

(H30) 

100 

(R3) 
 

6-(3) 市町村の受援計画策定数 市町村 市町村 

 
5 

 (H30) 

42 

 (R6) 
 

応援部隊の要請方法、応援部隊

の活動を支援するためのマニュ

アル整備 

市町村 20 

(H30) 

42 

(R6) 

 

 

 

広域火葬業務ﾏﾆｭｱﾙの整備市町

村 

市町村 14 

(H30) 

42 

(R6) 
 

 
 

７ 受援・支援体制の整備 

番号 指標名 実施主体 単 位 基準値 目標値 

(達成年度) 
備考 

7-(1)  被災建築物応急危険度判定士登

録者数 

県 

(都市建築部) 

人 2,461 

(H30) 

2,500 

(R6) 
 

被災宅地危険度判定士登録者数 

 

県 

(都市建築部) 

341 

(H30) 

200 

(R6) 
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7-(3) 

 

簡易トイレ・仮設トイレの備蓄

及び調達体制の整備市町村 

市町村 市町村 33 

(H30) 

42 

(R6) 
 

 地震対策上重要な下水管きょに

おける地震対策実施率【再掲】 

県 

(都市建築部) 

％ 69.8 

(H29) 

73.0 

(R6) 
 

7-(4) 非常持ち出し品(携帯ラジオ、懐

中電灯など)の用意 

県民 ％ 66.4 

(R1) 

75.0 

(R6) 
 

備蓄計画(方針)の策定市町村数 市町村 市町村 

 

17 

(H30) 

42 

(R6) 

 

 

災害時食糧・物資調達・配布マ

ニュアルの策定市町村 

市町村 17 

(H30) 

42 

(R6) 
 

市町村の受援計画策定数 

【再掲】 

市町村 5 

 (H30) 

42 

 (R6) 
 

実践的な支援物資輸送訓練実施

回数 

県 

(危機管理部) 

回 1 

(H30) 

毎年度 

実施 
 

地域内輸送拠点を地域防災計画

等に規定した市町村 

市町村 市町村 

 

39 

(H30) 

42 

(R6) 
 

物資集積拠点から避難所への物

資供給体制の整備市町村 

市町村 20 

(H30) 

42 

(R6) 

 

 

7-(5) ボランティア支援業務マニュア

ルの整備市町村 

市町村 市町村 22 

(H30) 

42 

(R6) 
 

災害ボランティア支援職員向け

研修会の開催 

県 

(健康福祉部) 

回 2 

(R1) 

毎年度 

実施 
 

7-(7) 市町村の受援計画策定数 

【再掲】 

市町村 市町村 5 

 (H30) 

42 

 (R6) 
 

 

 

８ 復旧・復興体制の整備 

番号 指標名 実施主体 単 位 基準値 
目標値 

(達成年度) 
備考 

8-(1) 

 

災害廃棄物処理図上演習への参

加者人数（累計） 

県 

(環境生活部) 
人 

48 

(R1) 

200 

(R5) 
 

8-(2) 地震対策上重要な下水管きょに

おける地震対策実施率【再掲】 

県 

(都市建築部) 

％ 69.8 

(H29) 

73.0 

(R6) 
 

 上水道の基幹管路の耐震適合率 

【再掲】 

県 

(健康福祉部) 

38.6 

(H30) 

50 

(R4) 
 

 県営水道重要給水施設基幹管路

の耐震適合率【再掲】 

県 

(都市建築部) 

87 

(H30) 

91 

(R6) 
 

 県営水道地域間相互のバックア

ップ機能率【再掲】 

県 

(都市建築部) 

82 

(R1) 

100 

(R6) 
 

 水道事業施設の復旧に関する業

務マニュアル整備市町村 

市町村 市町村 26 

(H30) 

42 

(R6) 

 

 

農業水利施設を活用した小水力

発電施設数 

県 

(農政部) 

箇所 12 

(H30) 

19 

(R6) 
 

8-(3) 地籍調査進捗率 

 

県 

(都市建築部) 

％ 17.0 

(H30) 

23.0 

(R6) 
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９ 被災者の救済・生活支援 

番号 指標名 実施主体 単位 
基準値 目標値 

(達成年度) 
備考 

9-(1) 

 

仮設住宅入居等に関する業務マ

ニュアルの整備市町村 

市町村 市町村 

 

11 

(H30) 

42 

(R6) 

 

 

9-(2) 

 

家屋被害状況調査マニュアルの

整備市町村 

市町村 19 

(H30) 

42 

(R6) 

 

り災証明発行業務マニュアルの

整備市町村 

市町村 20 

(H30) 

42 

(R6) 

 

9-(4) 

 

健康管理体制(保健活動)を整備

する市町村数 

市町村 6 

(R1) 

42 

(R6) 
 

感染症・食中毒の対策を規定す

るマニュアルの整備市町村 

市町村 23 

(H30) 

42 

(R6) 
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岐阜県地震防災対策推進条例 

平成十七年三月二十三日 

条例第十三号 

 

                           改正  平成二十七年三月二十四日 

                                    条例第三十一号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第七条） 

第二章 予防対策 

第一節 地震災害に強い安全な地域社会づくり（第八条―第十条） 

第二節 地域防災力の育成及び強化（第十一条―第十七条） 

第三章 応急対策 

第一節 応急体制の確立（第十八条―第二十条） 

第二節 緊急輸送対策（第二十一条・第二十二条） 

第三節 帰宅困難者等に対する支援（第二十三条・第二十四条） 

第四節 その他地震災害の拡大を防止するための対策（第二十五条―第二十八条） 

附則 

 

岐阜県は、明治二十四年の濃尾地震において、五千人近い死者を出すという甚大な被害を受けた。

そして今、東海地震や東南海・南海地震、さらには県内の活断層による地震発生の可能性が高まって

いる。 

これまで、岐阜県では、平成七年の阪神・淡路大震災を教訓に、地震防災対策を進めてきた。しか

し、地震による被害を最小限にとどめるためには、県はもとより、県民、事業者、市町村が相互の信

頼関係に基づき、地震防災対策の実施について協働し、連携することが必要である。 

すなわち、「自らの生命は自ら守る」という自助の考え方、「自らの地域は皆で守る」という共助

の考え方及び行政が担うべき公助の考え方を基に、県民、事業者、市町村及び県が危機意識を共有し

つつ、それぞれの役割と責務を自覚して、地震防災対策を着実に推進していくことが重要である。 

ここに、私たちは、地震災害から尊い生命を守るために共に力を合わせ、一体となって地震防災対

策に取り組むことを決意し、この条例を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、地震災害から県民の生命、身体及び財産を守るため、地震防災対策に関し、県

の責務並びに市町村、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本と

なる事項を定めることにより、県、市町村、県民及び事業者による相互の信頼関係に基づく協働体

制を確立し、地震災害に強い安全な地域社会づくりの実現を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 地震防災 地震災害を未然に防止し、地震災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐこと

をいう。 

二 防災関係機関 国、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第五号に規定

する指定公共機関、同条第六号に規定する指定地方公共機関、公共的団体及び防災上重要な施設

の管理者をいう。 

三 事業者 県、市町村及び防災関係機関以外の事業を行う法人並びに個人をいう。 

四 自主防災組織 県民がその居住する地域において、自主的に結成する防災組織をいう。 
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（県の責務） 

第三条 県は、地震防災に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 

２ 県は、市町村、自主防災組織その他防災関係機関等と連携して、地震防災対策を推進しなければ

ならない。 

３ 県は、地震に関する調査及び研究を行い、その成果を県民、事業者及び市町村に公表するととも

に、地震防災対策に反映させなければならない。 

 

（市町村の役割） 

第四条 市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の住民の生命、身体及び財産を地震災

害から守るため、県、自主防災組織その他防災関係機関等と連携して、地震防災対策の推進に努め

るものとする。 

 

（県民の役割） 

第五条 県民は、県及び市町村が実施する地震防災対策の円滑な推進に協力するよう努めるものとす

る。 

２ 県民は、自主防災組織等が実施する防災訓練その他の活動に積極的に参加し、地震防災対策に関

する知識の習得に努めるものとする。 

３ 県民は、地震災害に備え、あらかじめ次に掲げる対策を講ずるよう努めるものとする。 

一 建築物その他の工作物（以下この条及び次条において「建築物等」という。）が所在する土地

の地形及び地質の状況を把握しておくこと。 

二 建築物等の耐震性を確保すること。 

三 家具の転倒の防止策をとること。 

四 初期消火に必要な消火器等を備えること。 

五 食料、飲料水及び医薬品を備えること。 

六 避難場所及び避難所の位置並びに避難の経路及び方法を確認すること。 

七 地震災害発生時における通勤、通学先等からの帰宅方法及び家族間の連絡方法を確認すること。 

八 前各号に掲げるほか、地震災害に備え自らの安全確保に必要なこと。 

 

（事業者の役割） 

第六条 事業者は、地域の一員として、県及び市町村が実施する地震防災対策の円滑な推進に協力す

るよう努めるものとする。 

２ 事業者は、地域の自主防災組織等が実施する防災訓練その他の地震防災の活動に協力するよう努

めるものとする。 

３ 事業者は、地震災害に備え、あらかじめ次に掲げる対策を講ずるよう努めるものとする。 

一 事業の用に供する建築物等が所在する土地の地形及び地質の状況を把握しておくこと。 

二 事業の用に供する建築物等の耐震性を確保すること。 

三 地震防災の活動の責任者を定めることその他地震防災の活動に関する組織を整備すること。 

四 従業員が地震発生時にとるべき行動を明確にすること。 

五 防災訓練、地震防災に関する研修等を実施すること。 

六 応急的な措置に必要な資材及び機材を整備し、並びに食料、飲料水及び医薬品を備えること。 

 

（行動計画） 

第七条 知事は、地震防災対策を総合的かつ計画的に推進するため、地震防災に関する施策の実施に

係る総合的な計画（以下「行動計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 行動計画には、次に掲げる事項を定める。 

一 地震防災に関する施策の目標 

二 地震防災に関する施策の概要 

三 前二号に掲げるもののほか、地震防災対策を総合的かつ計画的に推進するため必要な事項 

３ 知事は、地震防災に関する施策の実施状況を点検し、必要に応じ、行動計画の見直しを行うもの

とする。 
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第二章 予防対策 

第一節 地震災害に強い安全な地域社会づくり 

 

（地震災害に強い安全な地域社会づくりの推進） 

第八条 県は、市町村その他防災関係機関と連携して、道路、公園、河川等の基盤施設の整備、学校

その他の公共施設の耐震化及び非常電源設備等の整備を通じて、地震災害に強い安全な地域社会づ

くりに努めなければならない。 

 

（建築物の耐震性の確保） 

第九条 建築物の所有者は、当該建築物が地震により倒壊すること等により、歩行者等に危害を及ぼ

し、又は避難若しくは緊急物資の輸送等を阻害することがないようにするため、当該建築物につい

て、必要な耐震診断を行うとともに、その診断結果に応じ耐震改修を行うよう努めるものとする。 

 

（工作物等の耐震性の確保） 

第十条 屋外に広告板その他の工作物及び自動販売機（以下この条において「工作物等」という。）

を設置し、又は設置しようとする者は、当該工作物等が地震により落下し、又は転倒すること等に

より、歩行者等に危害を及ぼし、又は避難若しくは緊急物資の輸送等を阻害することがないように

するため、当該工作物等の耐震性を点検し、その耐震性を確保するよう努めるものとする。 

 

第二節 地域防災力の育成及び強化 

（自主防災組織の結成とその活動への支援） 

第十一条 県は、地域における地震防災対策の効果的な実施に資するため、市町村と連携して、自主

防災組織が結成され、当該自主防災組織の活動が活発に行われるよう支援に努めなければならない。 

 

（災害ボランティアコーディネーターの育成） 

第十二条 県は、市町村等と連携して、災害ボランティアコーディネーター（ボランティアによる地

震防災の活動が円滑に行われるようボランティア相互間の調整を行う者をいう。）の育成に努めな

ければならない。 

 

（地域防災協働隊の育成の支援） 

第十三条 県は、地震災害発生時において地域に密着した地震防災の活動が円滑かつ効果的に実施さ

れるよう、市町村と連携して、地域防災協働隊（自主防災組織、ボランティア、事業者、公共的団

体その他関係行政機関が概ね小学校の通学区域を単位とし、連帯感をもって、相互に連携しながら、

それぞれの地震防災の活動を行う仕組みをいう。）の育成の支援に努めなければならない。 

 

（地震防災に関する知識の普及等） 

第十四条 県は、県民が地震災害に備え、適切な対策を講ずることができるようにするため、市町村、

自主防災組織その他防災関係機関等と連携して、地震及び地震防災に関する知識の普及並びに防災

意識の高揚を図るよう努めなければならない。 

 

（地震防災に関する教育の実施） 

第十五条 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校（大学を除く。）、児

童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一項に規定する保育所及び就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条

第七項に規定する幼保連携型認定こども園の設置者は、生徒、児童及び幼児が地震及び地震防災に

関する理解を深めるとともに、地震災害発生時において自らの安全を確保できるように、地震及び

地震防災に関する教育の実施に努めるものとする。 

 

（防災訓練の実施） 

第十六条 県は、市町村、自主防災組織その他防災関係機関等と連携して、積極的に防災訓練を行う
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よう努めなければならない。 

 

（岐阜県地震防災の日） 

第十七条 県民及び事業者が、地震及び地震災害に関する意識を高め、地震防災の活動の一層の充実

を図るため、岐阜県地震防災の日（以下この条において「地震防災の日」という。）を設ける。 

２ 地震防災の日は、知事が定める。 

３ 地震防災の日には、県民及び事業者は、第五条第三項各号に掲げる対策又は第六条第三項各号に

掲げる対策の状況を点検し、及びその一層の充実を図るよう努めるものとする。 

４ 地震防災の日には、県は、地震防災対策の取組の状況を点検するとともに、前項に規定する県民

及び事業者の取組が積極的に行われるよう、防災意識の向上を図るための啓発活動を実施するもの

とする。 

５ 地震防災の日には、市町村は、地震防災対策の取組の状況を点検するとともに、防災意識の向上

を図るための啓発活動の実施に努めるものとする。 

 

第三章 応急対策 

第一節 応急体制の確立 

（応急体制の確立） 

第十八条 知事は、地震災害が発生した場合においては、迅速かつ的確な避難、救出、医療等の応急

対策が講じられるようにするため、速やかに必要な体制を確立しなければならない。 

 

（情報連絡体制の確立） 

第十九条 知事は、地震災害が発生した場合においては、地震及び地震災害に関する情報を県民と共

有するため、市町村、自主防災組織その他防災関係機関等と連携して、速やかに必要な体制を確立

し、迅速かつ的確に情報を提供するものとする。 

 

（応急対策の実施に係る応援等） 

第二十条 知事は、地震災害が発生した場合において、必要があるときは、他の都道府県知事、防災

関係機関の長及び応急対策の実施に係る事業者に対し、直ちに応急対策の実施に関する応援又は協

力を求めるものとする。 

２ 知事は、地震災害が発生した場合において、市町村長から応急対策の実施に関する応援を求めら

れたときは、速やかにその求めに応じるよう努めなければならない。 

 

第二節 緊急輸送対策 

（緊急輸送の確保） 

第二十一条 県は、地震災害が発生した場合においては、迅速に応急対策を実施するため、市町村そ

の他防災関係機関等と連携して、必要な緊急輸送を確保するよう努めなければならない。 

 

（緊急通行車両等の通行の確保） 

第二十二条 県民は、地震災害が発生した場合においては、災害対策基本法、道路交通法（昭和三十

五年法律第百五号）その他の法令の規定に基づき公安委員会又は警察官が行う車両の通行の禁止そ

の他の道路における交通の規制を遵守するほか、当該交通の規制が行われていない道路においても

車両の使用を自粛することにより、救急患者の搬送、緊急物資の輸送等に係る緊急通行車両及び高

齢者、障害者等の避難のための車両の通行の確保に協力するよう努めるものとする。 

 

第三節 帰宅困難者等に対する支援 

（帰宅困難者等に対する支援） 

第二十三条 県は、地震災害が発生し、又は東海地震に係る警戒宣言（大規模地震対策特別措置法（昭

和五十三年法律第七十三号）第九条第一項の規定により内閣総理大臣が発する地震災害に関する警

戒宣言をいう。）が発せられたことによって、長期間にわたり交通機関が停止し、又は道路におけ

る車両の通行が禁止されること等により、帰宅することが困難となり、又は旅行途中で目的地に到
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達することが困難となった者が円滑に帰宅し、又は避難するために必要な情報を、市町村その他防

災関係機関等と連携して提供するよう努めなければならない。 

 

（災害時要援護者対策の支援） 

第二十四条 県は、市町村、自主防災組織等が実施する高齢者、障害者、傷病者、乳幼児等で地震災

害発生時に特別な援護を要する者に対する避難誘導、介護支援その他の対策に必要な支援を行うよ

う努めなければならない。 

 

第四節 その他地震災害の拡大を防止するための対策 

（衛生的な生活環境の確保） 

第二十五条 知事は、地震災害が発生した場合においては、市町村その他防災関係機関と連携して、

感染症の発生の予防及びまん延の防止、食中毒の発生の予防その他の公衆衛生の確保のために必要

な措置を講じなければならない。 

 

（災害ボランティア活動への支援） 

第二十六条 県は、地震災害が発生した場合においては、災害ボランティア活動が円滑に実施される

よう、市町村その他防災関係機関等と連携して、支援に努めなければならない。 

 

（自主避難等） 

第二十七条 県民は、地震及び地震防災に関する情報に留意し、危険を感じたときは自主的に避難す

るとともに、市町村長等が避難勧告を発したときは、速やかに避難するよう努めるものとする。 

 

（危険度判定） 

第二十八条 地震により被害を受けた建築物及び宅地（以下この条において「被災建築物等」という。）

の所有者及び管理者は、当該被災建築物等が余震により倒壊すること等により生ずる災害を防止す

るため、市町村が実施する危険度判定（被災建築物等の危険度の応急的な判定をいう。）に協力す

るよう努めるとともに、その判定結果に応じ、避難し、又は応急の補強等の対策を実施するよう努

めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十七年四月一日から施行する。 

   附 則（平成二十七年三月二十四日条例第三十一号） 

  この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に知事が地震防災対策を総合的かつ計画的に推進するため策定している地

震防災に関する施策の実施に係る総合的な計画は、第七条第一項の規定に基づき策定された行動計

画とみなす。 
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（設 置） 

第１条 南海トラフ地震などの海溝型地震及び内陸型地震に備えて、必要な対応・対策につい

て検討し、県の地震防災行動計画の推進を図るため、「岐阜県地震防災行動計画検討委員会」

（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所管事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 一 南海トラフ地震をはじめとする大規模地震対策に関すること。 

二 岐阜県地震防災行動計画の推進（行動計画の策定及びフォローアップ）に関すること。 

 三 その他地震対策の推進のために必要な事項に関すること。 

 

（構 成） 

第３条 委員会は、別表１に掲げる委員により構成する。 

２ 委員会に、会長及び副会長を置く。 

３ 会長は、委員会の委員の中から互選し、副会長は、会長が指名するものとする。 

４ 会長は、委員会の議事を整理する。 

５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（任 期） 

第４条 委員の任期は２年とする。なお、委員の再任を妨げない。 

 

（会議の招集） 

第５条 委員会の会議は、会長が招集する。 

２ その他、会長は委員以外の者に対して、必要に応じて委員会への参加を要請することがで

きる。 

 

（事務局） 

第６条 委員会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局は、岐阜県危機管理政策課に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 附 則   

この要綱は、平成１９年２月１９日から施行する。  

この要綱は、平成２２年１１月２２日から施行する。  

この要綱は、平成２７年１１月２６日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



清流の国ぎふ憲章 
 ～ 豊かな森と清き水 世界に誇れる 我が清流の国 ～ 

 

岐阜県は、古来、山紫水明の自然に恵まれ、世界に誇る伝統と文化
を育んできました。豊かな森を源とする「清流」は、県内をあまねく流れ、里
や街を潤しています。そして、「心の清流」として、私たちの心の奥底にも
脈々と流れ、安らぎと豊かさをもたらしています。 
私たちの「清流」は、飛騨の木工芸、美濃和紙、関の刃物、 東濃の

陶磁器など匠の技を磨き、千有余年の歴史を誇る鵜飼 などの伝統文
化を育むとともに、新たな未来を創造する源になっています。 
私たち岐阜県民は、「清流」の恵みに感謝し、「清流」に育まれた、自

然・歴史・伝統・文化・技をふるさとの宝ものとして、活かし、伝えてまいりま
す。 
そして、人と人、自然と人との絆を深め、世代を超えた循環の 中で、岐

阜県の底力になり、１００年、２００年先の未来を築いていくため、ここに「清
流の国ぎふ憲章」を定めます。 

 

 

「清流の国ぎふ」に生きる私たちは、 
 

   知 

清流がもたらした 
自然、歴史、伝統、文化、技を知り学びます 

 

   創 

ふるさとの宝ものを磨き活かし、 
新たな創造と発信に努めます 

 

   伝 

清流の恵みを新たな世代へと守り伝えます 
 
 

平成２６年１月３１日 「清流の国ぎふ」づくり推進県民会議 


